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は じ め に

我が国の社会経済の発展において、情報通信 は、その基盤 として重要

な役割 を果た してきている。

特 に80年 代においては、情報通信の分野においても量的な充足が一応

達成 されたことにより、 これ までの供給側主導から、需要側が情報通信

の内容 を大 き く変えてい くこととなった。これは、 さらに80年 代半ばの

電気通信制度の改革、情報通信技術の進展 とあいまって、情報通信の一

層の発展 を促 してお り、今 日、情報通信は経済の機動力 となっている。

90年代 において我が国は、引 き続 き、安 定的 な経済成長 を持続 し、そ

の経済力に見合 った国際的な貢献を行 うとともに豊かさが実感で きる国

民生活 を実現 してい くことが内外か ら求め られてお り、我が国の発展 と

豊かな国民生活の実現のため に情報通信の果 たす役割が期待 されてい

る。

以上の ような問題意識に基づ き、平成3年 通信 白書においては、第1

章で情報通信の現況を取 り上げるとともに、第2章 では豊かな国民生活

と情報通信 を取 り上げている。第2章 においては、国民生活 と情報通信

(第1節)、 産業 と情報通信(第2節)、 経済 と情報通信(第3節)、 国民

生活・経済活動 と情報通信技術(第4節)、 最後に、90年 代の経済発展 と

豊かな国民生活の実現に向けて(第5節)に おいて課題 を分析す ること

としている。
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第1章 平成2年 情報通信の現況

80年 代は情報通信分野において も大 きな変革期 であった。

電気通信分野にっ いては、社会経済の発展に対応 して専用線やISD

Nと いったサー ビスの伸 びが著 しかった。 また、昭和60年 には電気通信

事業法が施行 され、国内 ・国際の両分野の長年にわたる独 占状態に終止

符が打たれ、複数の電気通信事業者に よる競争が開始 された。

放送分野については、昭和59年 に衛星放送の試験放送が開始 され、元

年には本放送に移行 した。 このように、従来の地上波のみに よる放送か

ら衛星 も利用 した放送へ とメデ ィアの 多様化 がみ られた。

郵便分 野につ いては、昭和60年 度 までは微増の傾 向を示すに とどまっ

ていた郵便物数が、昭和61年 度以降は順調に推移 して いる。この ような

動 きの中で、小包郵便物数は昭和59年 度か ら増勢に転 じ、その後大 きく

物数 を伸 ば している。 また、郵便料金 は安定 して推移 している。

80年 代 の我が国経済は力強い成長 を遂 げたが、情報通信は この ように ・

大 きな変革の中において も順調 に成長 を続けている。

この ような状況の下で、80年 代の電気通信市場の売上高は、数次にわ

たる料金値下げ にもかかわらず順調に推移 し、平均成長率 は5.1%で あっ

た(第1-1-1図 参照)。

2年 度上半期 の電気通信市場 の売上高につ いては3兆3,168億 円 とな

り、前年度同期比で6.8%増 となった。

本章では、通信及び情報化の現況 と情報通信分野の主要 な動 きを取 り

上げ、2年 の情報通信の現況 を概観す るとともに、80年 代 を振 り返る。



一2一 第1章 平成2年 情報通信の現況

第1節 情報通信サービスの動向

経済 ・産業分野及び国民生活の情報化 は着実に進展 してい る。 その よ

うな情勢 を背景に して、電気通信サー ビスを中心に取扱高は増加 してい

る。 また、新 しいサー ビスの提供 も目立 った。通信事業者の新規参入は

前年に引き続 き活発に行われ、通信事業経営 もおおむね安定 した動向を

示 している。

1概 況

2年 度上半期の国内通信の動 向は、電気通信分野では高速デ ジタル専

用線サー ビス及 び自動車 ・携帯電話サー ビスの伸 びが著 しい。 自動車 ・

携帯電話サー ビスが伸びたのは、新事業者の参 入及び技術革新 によ り進

展 した電話機の小型化 ・軽量化、料金の低廉化に伴い、行動半径が広が

る自動車 ・携帯電話のビジネスの場等での利用価値が広 く認識 されたた

め と考 えられ る(第1-1-2図 参照)。

放送分野ではNHKの 衛星放送の受信契約数の伸 びが 目立 ってお り、

また、民間放送事業者の衛星放送が開始 され有料放送サー ビス契約数 を

順調に伸 ばしている。

内国郵便物数は順調に増加 している。

2年 度上半期の国際通信の動 向は、国際電話及び国際専用 回線の伸び

が著 しい・ これは前年度の新事業者の参入に より一層進展 した料金の低

廉化及び我が国の国際経済活動の活発化 による需要増によるもの と考 え

られ る(第1-1-3表 参照)。

国際郵便物数 は着実 に増加傾 向を維持 している。
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第1-1-3表 国際通信の 動向

'年度

区別 55 56 57 58 59 60

国際電話取扱数(万 回) 2,343 2,973 3,808 4,974 6,890 9,563

国際テレックス取扱数(万 回) 3,798 4,207 4,569 4,962 5,210 5,017

国際専用回線回線数(回 線) 812 836 842 874 961 1,067

国際 テ レビジ ョン伝 送(回 数) 2,559 2,751 3,593, 4,607 3,312 4,832

国際電報通数(万 通) 334 294 256 215 185 153

国際郵便物数(万 通) 22,919 23,419 23,508 23,423 23,934 24,407

年度
区別 61 62 63 元

2

(4-9月)

国際電話取扱数(万 回) 13,461 18,954 25,553 32,404 19,146

国際テ レックス取扱数(万 回) 4,379 3,562 2,714 2,163 874

国際専用回線回線数(回 線) 1,149 1,375 1,461 1,552 1,593

国際 テ レ ビジ ョ ン伝送(回 数) 5,546 7,354 10,599 11,197 7,354

国際電報通数(万 通) 120 97 80 70 31

国際郵便物数(万 通) 24,249 25,775 27,568 29,164 30,847

郵政 省 資料 に よ り作成

(注)1.国 際 電話 、国 際 テ レ ックス、 国際 電報 につ い ては 中継信 を含 む。

2.元 年度 以 降の 国際電 話 取扱 数、国際 専用 回 線回線 数 はKDD及 び新事 業 者 の合 計

で ある。

3.国 際 テ レビ ジ ョン伝 送 はKDDの 国 際テ レ ビ ジ ョン伝 送サー ビ スに よる。

4.国 際 郵 便 物数 は2年 度 の通 数 であ る。

2国 内通信サー ビスの動 向

(D国 内電気通信サー ビスの動向

2年 の国内電気通信分野においては、長距離系新 第一種電気通信事業

者によるサー ビス提供地域の拡大や、無線呼出 しサー ビスにおける新事

業者の参入が相次いだ。 また、 それに伴 い各分野で通信料金の値下げが

行われ、契約数 も増加 したb
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電話サー ビスにおいては、長 距離系新 第一種 電気通信事業者3社 の

サー ビス提供地域が45都 道府県に拡大 し、ID登 録実数(注)は532万 回線、

NTTの 加 入電話契約数の約1割 となった。

移動通信サー ビスの分野においては、無線呼出 しサー ビスは6社 の参

入によ り新事 業者は全 国で36社 とな り、全 国で新事業者 及びNTTの

サービスの利用が可能 となった。これに よりNTTも 含めた総契約数 は、

一年間で約20%増 となるなど
、順調に推移 している。 自動車 ・携帯電話

サー ビスについて も、新事業者の相次 ぐサー ビス提供開始や小型で軽量

な電話機の導入等によ り、NTTも 含めた総契約数が一年間で約2倍 と

なるなど市場 は急速に拡大 している。

また、衛星通信サービスの分野では、民間通信衛星によるサー ビス開

始か ら2年 目を迎 え、利用は1頃調であったが、12月 にスーパーバー ドA
へ

が故障 したことによ り、衛星通信サー ビスの信頼性の向上の必要性が再

認識 された。

放送分 野については、放送衛星3号 一a(BS-3a)を 利用 した我

が国初の民間放送事業者によるサー ビスの開始、衛星放送受信世帯数の

増加、都市型CATV施 設数 の増加 など、新 しい動 きが着実に進展 しつ

つある。

鶴 ≧灘 婁 ゴソ
い が ヒれ 　 コト モ ヂ 　 ら

NTTの 加入電話等契約数 は、2年9月 末現在5,366万 契約であ り、対

前年同期比で4.1%増 となっている(第1-1-4図 参照)。

(注)長 距離系新事 業者の 市外 電話サ ー ビスを利 用す る ときには、ID番 号(発 信者

識別 番号)を 新事 業者 の網 に送 出す る必要 があ る。ID登 録実数 とは、長 距離系

新事 業者 の利 用契約 回線で あって、ID番 号送 出機能 を受け て いる契約 回線数

(各社 に またが る重複分 を除 いた実数)の こ とで ある。
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第1-1-4図 事務用 ・住宅用 一般加 入電話 契約数 の推移
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また、昭和55年 度か ら元年度 までの10年 間の年平均伸び率は、3.4%で

あるが、昭和62年 度以降の3年 間の年平均伸び率は、3。9%と なってお り、

特 に、元年度の伸び率は10年 間で最高の4.1%と なっている。

加入電話等のサー ビスの うち一般加入電話契約について、事務用 と住

宅用に分けてみ ると、2年9月 末現在、事務用1,675万 契約(対 前年同期

比5・0%増)に 対 し・住宅用3,650万 契約(同3.8%増)と なってお り、昭

和61年 度以降事務用の伸び率が住宅用の伸 び率 を上 回っている。事務用

加入電話契約数 の伸 びの要 因 として、ファクシ ミリの普及に伴 う加 入電

話の新設等が考 えられ る。 また、「事業所統 計」(総 務庁)に よる昭和56

年7月 及び昭和61年7月 の事業所数 を用いて、昭和56年 度末 及び昭和61
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年度末の事務用加入電話契約数 から1事 業所当た りの契約数 を計算する

と、1.93契 約か ら2.12契 約へ5年 間で0.19契 約上昇 している。同様に「住

民基本台帳に基づ く全国人ロ・世帯数表」(自 治省)に よる昭和56年 度末

及び昭和61年 度末の世帯数 を用いて、同時期の住宅用加入電話契約数か

ら1世 帯当た りの契約数 を計算すると、0.74契 約か ら0.81契 約へ5年 間

で0.07契 約上昇 している。

都道府県別 の一般加入電話契約数 をみる と、元年度末現在、東京都 が

最 も多 く722万 契約 であ り、大阪府463万 契約、神奈川県350万 契約、愛知

県272万 契約の順になっている(第1-1-5図 参照)。

(新事業者の動向)

第二電電㈱、 日本 テレコム㈱及び 日本高速通信㈱ の長距離系新第一種

第1-1-5図 都道府県別 加入 電話契約数(元 年度末)
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電気通信事業者3社 の うち1社 以上が全域 または一部 で市外電話サ ービ

スを提供 している地域は、2年 度中に東北、四国及び九州 の一部の県・

北陸3県 及び北海道の14道 県が加 わ り、2年 度末現在45都 道府県へ と拡

大 している(第1、-1-6図 参照)。

また、3社 のPOI(注)も 、3社 合計で元年度末の86個 か ら、2年 度末

第1-1-6図 長距離系新第一種電気通信事業者の電話サービス提供地域
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(注)1.2年 度末現在開業済のものである。

2・DDI・JT及 びTWJは ・それぞれ第二電電㈱、 日本テレコム㈱及び日本高

速通信㈱ を示す。

サー ビ ス提 供地 域

口DDI、JT、TWJ

ρ口DDI 、JT

ロJT、TWJ

〔コDDI

ロJT

POI設 置 事 業 者

×DDI、JT、TWJ

oDDI 、JT

●DDI 、TWJ

△JT、TWJ

▲DDI

・JT

■TWJ

(注)POI(PointofInterface)と は、第一種 電気通信事 業者 の相 互接続 におけ る、

電気通信 役務 、固定資産 及び保守 の分 界点の ことで ある。な お、長距離 系新事 業

者 の市外通 話料金 には、両端のNTTの 電話網 を利用 した料金 が加算 され るが、

そ の両 端 の料 金はPOIの 属す るMA(単 位 料金 区域)を 起 点 として算 定 され

る。
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には138個 に拡大 している。

これに伴 って、3社 の市外電話サー ビス契約数は増加 してお り、2年

9月 末現在の契約数(3社 単純集計)は 、対前年同期比41.9%増 の877万

契約 となっている。 また、重複 を除いたID登 録実数 は532万 回線(前 年

同期 は324万 回線)で あ り、 これはNTTの 加入電話契約数の9.9%(同

6.3%)で ある。

また、地域系新第一種電気通信事業者の うち、唯一加入電話サー ビス

を提供 している東京通信 ネッ トワー ク㈱(電 話サービス開始は昭和63年

5月)の サー ビス提供地域 は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、

群馬、山梨及び静岡の9都 県の一部の地域である。その加 入電話契約数

は、2年9月 末現在、3,207契 約である。

(イ)ト ラピック状況

(距離段階別通話回数及び通話時間)

元年度におけるダイヤル総通話回数及びダイヤル総通話時間(NTT、

第二電電㈱、 日本テ レコム㈱、 日本高速通信㈱及び東京通信 ネッ トワー

ク㈱の5社 合計)は 、対前年度比7.2%増 の732億 回及 び同7.7%増 の33億

2,299万 時間、1回 当た りの平均通話 時間は2分43秒 であった(第1-

1-7図 参照)。

加入電話契約数の元年度におけ る伸 び率が4.3%で あったこ とと比較

すると、 トラピックの伸 び率が大 きく、1加 入電話当た りの通信の利用

が進展 していることが うかがわれる。

トラピックの内訳につ いてみ ると、NTTは718億 回及び32億6,461万

時間であ り、新第一種電気通信事業者(4社 の合計)は14億 回及び5,844

万時間 となっている。

また、通話回数及び通話時間を距離段階別にみ ると、3分 間10円 の区

域内通話が495億 回及び20億894万 時間 となってお り、全体 に占め る割合
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は通話 回数比で67.6%、 通話時間比で60.5%と いずれ も6割 を超えてい

る。また、市外通話 を100km以 内の もの と100kmを 超 えるもの とに分けて

みると、NTTに ついては、100km以 内の ものの 占める割合が大 きく、通

話回数、通話時間 ともに7割 を超えているのに対 して、新第一種・電気通

信事業者(4社 の合計)に ついては、市外通話の うちで も100kmを 超 える

長距離通話 の占め る割合が大 きく、通話 回数、通話時間のいずれ も6割

を超えている。

(通話時間別通話回数)

第1-1-8図 電話サービス 通詣時間別通話回数(元 年度)
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元年度の通話回数 を通話時間別 にみ ると、 ユ分以内に完 了す る通話が

367億 回で最 も多 く、全体の50 .1%を 占めてお り通話時間が長い通話ほ ど

回数は少 な くなっている。 この傾 向は、NTT、 新第一種電気通信事業

者 ともほぼ同様である(第1-1-8図 参照)。

(時間帯別通話回数)

元年度の通話 回数 を1日 の時間帯別にみると、午前9時 か ら同10時 の『

間における通話回数が70億 回で最 も多 く、全体の9 .5%を 占め ている(第

1-1-9図 参 照)。

第1-1-9図 電話サ ー ビス 時 間帯別通話 回数(元 年度)
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また、昼間(午 前8時 か ら午後7時)、 夜間(午 前6時 か ら8時 、午後

7時 か ら11時)及 び深夜(午 後11時 から翌朝 β時)別 の割合はそれぞれ

78.2%、18.9%及 び2.9%で ある。NTTに ついては、合計 とほぼ同 じ傾

向であるのに対 して、新第一種電気通信事業者(4社 の合計)に ついて

は、午前10時 か ら同11時 の問における通話回数が1.7億 回で最 も多 く、全

体の12.2%を 占めている。 また、昼間の割合が91.7%と 大 き く、夜 間及

び深夜における割合がそれぞれ7.5%、0.8%と 小さい。 これは、事業用

の利用が大 きく、家庭における利用が少ないため と考 えられ る。NTT、

新事業者 ともにすべての距離段階について、夜間若 しくは深夜時間帯に

は、割引料金 を設定 しているが、設備の効率的利用のためには、昼間に

集中 している トラピックを夜間、深夜 に更に誘導 してい くことが必要で

あろう。

イ ファクシ ミリ通信網 サー ビス

NTTの ファクシ ミリ通信網サー ビスの契約数 は、2年9月 末現在40

万4,980契 約(対 前年同期比22.3%増)で あ り、ll頂調に契約数 は増加 して

いる(第1-1-10図 参照)。

なお、従来は、契約者相互間でのみファクシ ミリ通信網 を利用 した送受

信が可能であったが、元年2月 か らは一般の加 入電話網 に接続 された

ファクシ ミリ端末で もファクシ ミリ通信網か らの受信 が可能 となったた

めに受信のみを目的 とした契約の必要 がな くなっている。

ウ 移動通信 サー ビス

移動通信サー ビスの分野では、利用形態の多様化や新事業者の参入及

びサー ビス提供地域の拡大によ り、各サー ビスで契約数が急増 している。

また、無線呼出 しサー ビスにおける広域呼出 し、携帯電話サー ビスにお

ける電話機の小型化 ・軽量化等、料金以外にサービス面 での充実 も図 ら

れてい る。
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第1-1-1咽 ファクシ ミリ通信網 サー ビス契約数 の推移
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(ア)無 線呼出 しサービス

2年9月 末現在 における無線呼出 しサー ビスの総契約数(NTTと 新

事業者35社 の合計)は468万7,000契 約、対前年 同期比19.7%増 となって

いる(第1〒1-11図 参照)。

無線呼出 しサー ビスについて、昭和55年 度か ら元年度 までの10年 間の

年平均伸び率は16.2%と なっている・特 に、新事業者がサー ビスを開始

した昭和62年 度以降は、伸 び率は20%前 後 となっている。
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新事業者の参入状況につ いてみ ると、事業者数及びサー ビス提供地域

は、2年 度末現在36社(対 前年度末比6社 増)及 び47都 道府県(同7県

増)に 拡大 してお り、全国でNTTと 新事 業者のサービスを選択できる

ようになった。

これに伴 って、新事業者の契約数 は急増 してお り、2年9月 末現在144

万1,000契 約、対前年同期比49.1%増 となっている。一方、NTTの 契約
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数 は、2年9月 末現在324万6,000契 約、対前年同期比10.1%増 となって

お り、総契約数に占める新事業者の シェアは、元年9月 末 の24.7%か ら

2年9月 末現在30.7%へ 拡大 してい る。無線呼出 しサー ビスはサー ビス

開始時 におけ る初期投資が電話及 び専用サー ビスよ りも小 さ く、新規参

入が容易であるこ とが、新事業者の活発な新規参入及びシェア拡大の要

因 として考 えられ る。

また、無線呼出しサー ビスにおいては、料金面だけでな く、文字表示

型等の高機能化 に加 えて、NTTに よるカー ド型の提供、他 の都府県で

も使用で きる広域呼出 しサー ビスな ど、サー ビス内容 における進展 もみ

られる。

(イ)自 動車 ・携帯電話サービス

2年9月 末現在 における自動車 ・携帯電話サー ビスの総契約数(NT

Tと 新事業者7社 の合計う は67万5,528契 約、対前年同期比108.9%増 で

あった。2年9月 末 の契約数は、昭和55年 度末 の契約数の約105倍 に増加

してお り、サー ビス開始か ら約10年 間経過 している元年9月 末の契約数

が、わずか1年 間で2倍 以上 に増加するなど、市場は急速に拡大 してい

る(第1-1-12図 参照)。

新事業者の参入状況についてみる と、事業者数及 びサー ビス提供地域

は、元年度末の4社 及び21都 府県か ら、2年 度末現在8社 及び33都 道府

県(県 域の一部地域の場合 を含む)に 拡大 している。

これに伴 って、新事業者 の契約数は急増 してお り、2年9月 末現在20

万6,826契 約であ り、前年同期の約9.7倍 となっている。契約数 のうち、

携帯電話サー ビスは約8割 を占めてお り、増加 も著 しく、前年同期の約

16倍 となっている。一方、NTTの 契約数は、2年9月 末現在46万8,702

契約(対 前年同期比55.2%増)と なってお り、昭和60年 度以降毎年50%

台の伸び率 で増加 している。NTTに おいて も、 自動車電話サービスが
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自動車電話 契約数の推移
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年度
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(注)自 動 車 ・携帯 電話 サ ー ビス契 約数 の合 計 であ る。

対前年同期 比36%増 であるのに対 して、携帯電話サー ビスの伸 びは、同

143%増 と大 きな伸 びとなっている。NTTに おいては、携帯電話サー ビ

スの開始(昭 和60年)が 、 自動車電話サー ビスの開始(昭 和54年)よ り

も遅かったため、携帯電話サービスの割合は、まだ3割 弱であるが、今

後は、 その割合 が増加 してい くもの と考えられ る。

また、総契約数に占める新事業者の シェアは、元年9月 末の6.6%か ら

2年9月 末現在30.6%へ 急速 に拡大 して いる。特に、携帯電話サー ビス
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については、新事業者の シェアは、56.2%と なってい る。携帯電話サー

ビスにおいて新事業者の シェアが急増 した要 因 としては、①新事業者が

NTTよ りも低廉な料金でサー ビスを行 ってい るこ と、②NTTに よる

携帯型電話の提供 開始時期が新事業者の参入開始の約3年 前であ リサー

ビスの立 ち上が り時期 にあ まり差 がないこと、③携帯電話機の小型化 ・

軽量化等の技術革新によ り新事業者がNTTと 差別化 を図 った ことなど

が挙げられる。

その他 、小型化 ・軽量化された電話機が相 次いで提供 され るな ど自動

車 ・携帯電話サー ビスの分野において も、料金の面ばか りでな く、端末

における進展がみ られた。

(ウ)そ の他 の移動通信サー ビス

その他の移動通信サー ビス としては、NTTが 提供 している列車公衆

電話、航空機公衆電話、船舶電話等のサー ビス と新事業者が開始 した新

たなサービスが ある。以下 では、主なサービスの動向につ いて述べ るこ

ととす る。

(船舶電話サー ビス)

船舶電話サー ビスについては、NTTに よって昭和34年 か らサー ビス

が提供 されてお り、2年9月 末現在の契約数 は、2万852契 約 である。

(マ リネ ッ ト電話サー ビス)

マ リネッ ト電話サー ビスについては、昭和63年9月 に東京湾マ リネッ

ト㈱ が、元年12月 には関西マ リネッ ト㈱ がそれぞれサー ビスを開始 した。

なお、3年 度 には瀬戸内マ リネッ ト㈱がサー ビスを開始する予定である。

(簡易陸上移動無線電話サー ビス)

簡易陸上移動無線電話(コ ンビニエ ンス ・ラジオ ・フォン)サ ー ビス

については、元年11月 に十勝 テレホンネ ッ トワー ク㈱ がサー ビスを開始

し、2年 には㈱ テレコム青森が8月 に、釧路テ レコム㈱ が11月 に、 山口
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ニュー メデ ィアセンター㈱が12月 に各々サー ビスを開始 した。

(テ レター ミナルシステム)

テレター ミナル システムについては、元年12月 か ら日本シティメデ ィ

ア㈱が東京23区 内でサー ビス を開始 している。

工 専用サー ビス

専用サー ビスには、一般専用サー ビス、高速デ ジタル専用線サービス、

映像伝送サービス、テ レビジョン放送中継サー ビス、無線専用サービス

等がある。 ここでは、最 も需要の多い一般専用サー ビス及び高い伸 びを

示 している高速デジタル専用線サー ビスの動 向について概観 する。

(ア)一 般専用サービス

ー般専用サー ビスの総 回線数(NTTと 長距離系及び地域 系新第一種

電気通信事業者10社 の合計)は 、2年9月 末現在86万7,490回 線であ り、

対前年同期比10.8%増 となっている。新事業者の占め るシェアにつ いて

は、0.5%(前 年同期は0.3%)に とどまっている(第1-1-13図 参照)。

また、回線数 を品目別にみ ると、帯域品 目では電話網相当の規格 を有

する3.4kHz回 線及び音声伝送回線が98.5%を 占めてお り、増加数 も大

きい。符号品目では簡易 なデー タのや りとりに適 した50b/s回 線が81.1%

を占めてお り、回線数の増加 が大 きい。その他の ものは回線数 も少 な く、

増加数 もわずか である。

昭和55年 度か ら元年度 までの10年 間の年平均伸 び率 は、8.1%で あ る

が、昭和62年 度以降の3年 間の年平均伸 び率は13.0%と 大 き くなってい

る。 この要因 としては、情報通信機器の技術革新、通信料金の低廉化等

に支 えられて、企業におけ るプライベー トネッ トワー ク構築の需要、警

備業等における50b/s回 線を利用 した簡易な遠隔制御 システムの需要が

高まってい ることなどが挙 げ られ る。

(イ)高 速デジタル専用線サー ビス
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第1-1-13図 一般 専用サ ー ビス回線 数の推 移
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64kb/s以 上の高速伝送が 可能 な高速デ ジタル専用線 サー ビスの総 回

線数(NTTと 長距離系及び地域系新 第一種電気通信事業者10社 の合計)

は、2年9月 末現在9,755回 線 であ り、対前年同期比で30.0%増 となって

いる。新事業者のシェアは23.8%と 拡大 している(第1-1-14図 参照)。

サー ビス開始の昭和59年 度以降、総 回線数 は順調に伸びている。特 に
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新事業者に よるサー ビスが開始された昭和61年 度以降は、企業における

プ ライベー トネッ トワー クの構築のための需要、第二種電気通信事業者

のサー ビス提供のための需要等が高まってお り、総回線数が急増 してい

る。一般専用サー ビス よりも新事業者のシェアが拡大 している要 因とし

ては、① 回線使用料が高額 であるために低廉な料金である新事業者 を選

択する利用者の割合が一般専用サービスよりも大 きいこ と、②NTTに

よるサー ビス開始時期が新事業者の参入開始の約2年 前であ り近年急速

に普及 しつつあること、③大容量回線であるために一般専用サー ビス と

比べ て需要の範囲が大企業等に限 られていることなどが挙 げられる。

オ デ ジタルデー タ伝送サービス

NTTの 提供 するデ ジタルデー タ伝送サービスには、回線交換サー ビ
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ス及びパケッ ト交換サー ビスがある。

回線交換サービスにつ いては、昭和62年 度以降伸 び率 は低 下傾 向に

あったが、2年9月 末現在の回線数は、初め て前年 に比べ て減少 し、9,053

回線(対 前年同期比0,5%減)と なった(第1-1-15図 参照)。

この要因 としては、デー タの送受信 において類似 のサー ビスであ る専

第1-1-15図 デ ジタル データ伝送サ ー ビス回線数の推 移
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用 サ ー ビ ス 、ISDNサ ー ビ ス 等 に 利 用 が シ フ ト しつ つ あ る こ とが 挙 げ

られ る。

パ ケ ッ ト交 換 サ ー ビ ス に つ い て は
、回 線 数 は2年9月 末 現 在20万2,090

回線(対 前 年1同期 比29.9%増)で あ り、 サ ー ビ ス が 開 始 さ れ た 昭 和55年

度 以 降 順 調 に 増 加 し て い る。 特 に 、 電 話 網 を 介 し て パ ケ ッ ト交 換 網 に ア

ク セ スす る 第2種 パ ケ ッ ト交 換 サ ー ビ ス の 回 線 数 は、2年9月 末 現 在15

万6,652回 線 で あ り、 前 年 同 期 と比 べ て32.5%増 と な っ て い る。

カISDNサ ー ビ ス(注1,

NTTに よ り昭 和63年4月 に サ ー ビ ス が 開 始 さ れ たISDNサ ー ビ ス

は 、2年4月 か ら全 国 的 に 利 用 が 可 能 と な っ て い る。 こ の 結 果 、2年 度

末 現 在1,222地 域(注2)(前 年 度 末 比1,027地 域 増)でISDNサ ー ビ ス は提

供 され て お り、 こ の 地 域 は 全 国 の 市 制 施 行 都 市 の 約90%に 及 ん で い る。

こ れ に 伴 っ て 、 基 本 イ ン タ フ ェ ー ス に よ る サ ー ビ ス(INSネ ッ ト64)

の利 用 者 数 及 び 回線 数 も 急 増 し て お り、2年12月 末 現 在 、4 ,438利 用 者 、

1万8,873回 線 で あ り、前 年 同 期 比 で 利 用 者 数 は約5.7倍 、回 線 数 は約4.1

倍 に な っ て い る(第1-1-16図 参 照)。

ま た 、 テ レ ビ会 議 等 の 高 速 伝 送 も可 能 な1次 群 イ ン タ フ ェ ー ス に よ る

サ ー ビ ス(INSネ ッ ト1500)も 、 元 年6月 に サ ー ビ ス が 開 始 さ れ 、 基

(注1)現 在NTTが 提供 して いるISDNサ ー ビスに は、基本 イ ンタフ ェー スに

よるサー ビス と ユ次群 イン タフェースに よるサー ビスの2種 類 があ る。

基本 インタフェー ス(2B+D)は2本 の情報 チ ャネル(Bチ ャネル:64kb/s)

と1本 の信号 チ ャネル(Dチ ャネル:16kb/s)を 有 してお り、情 報チ ャネルは通

信 用に、信号 チ ャネ ルは通信 を制 御す る信号のや りと り等 に使 用 され る。

また、1次 群 イン タフェー ス(23B+D)は 、6本 のBチ ャネ ル をま とめ てH。

チャネル(384kb/s)あ るいは24本 のBチ ャネル を まとめ てH1チ ャネル(1,536

kb/s)と して高速度 の通信 に利用 す るこ とも可能 であ る。

(注2)こ の場合の 地域 は、NTTの 加 入電話 サー ビ スにおけ る電話加 入区域(L

A)と 同一の もので ある。
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第1-1-16図
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本 イ ン タ フ ェ ー ス の サ ー ビ ス 提 供 地 域 の 中 で順 次 、提 供 さ れ て き て お り、

2年12月 末 現 在 、 利 用 者 数 、 回 線 数 は 各 々123利 用 者(前 年 度 末 比 約3.7

倍)、402回 線(同 約3.4倍)と な っ て い る。

ISDNサ ー ビ ス は 、 元 年 に はKDDの 国 際ISDNと 接 続 され 、2

年 に はISDNに よ るパ ケ ッ ト交 換 サ ー ビ ス が 開 始 さ れ る な ど の サ ー ビ

ス の 充 実 が 進 ん で い る。

キ 衛 星 通 信 サ ー ビ ス

衛 星 通 信 サ ー ビ ス は 、昭 和58年 に 打 ち上 げ られ た 通 信 衛 星2号(CS-

2)を 利 用 して 、 昭 和59年11月 にNTTに よ り開 始 さ れ た 。
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昭和63年 には、CS-2の 後継機 として通信衛星3号(CS-3)が

打ち上げ られ、離 島用及び市外通話のふ くそ う対策用 の電話 回線等 とし

て、現在 も利用 されている。

元年には、初 の民間通信衛星 として日本通信衛星㈱のJCSAT-1、

宇宙通信㈱のスーパーバー ドAが 打ち上げ られ、両社 は衛星系新第一種

電気通信事業者 としてそれぞれ4月 及 び7月 にサー ビスを開始 した。2

年1月 には 日本通信衛星㈱の衛星2号 機 としてJCSAT-2が 打 ち上

げられ、2月 にサー ビスを開始 した。通信衛星の トランスポンダ(電 波

中継器)は 、CATV番 組配信 、企業 内通信、サテライ ト・ニュース ・

ギャザ リング(SNG)等 に利用されてい る。

衛星通信サー ビスは、民間通信衛星のサー ビス開始か ら2年 目に入 り、

地球局数 は2年12月 末現在1,460と なってい る。特に、VSAT衛 星通信

システム㈹ の増加が著 しく、地球局数 の71%を 占めている。2年12月 に

はスーパーバー ドAが 故障 し、宇宙通信㈱が、衛星通信サー ビスを停止

したため、CATV番 組配信等に一時支障 を来す事態が発生 したが、利

用者 をJCSATに 振替 えるなどの迅速 な対応のため、大 きな混乱には

至 らなか った。 しか し、信頼性 向上の必要性が再認識 されてお り、事業

者間での トランスポンダの相互利用等が検討 されている。 なお、2年12

月末現在、国内の通信衛星用 トランスポンダ数 は、スーパーバー ドの29

本が減少 したこ とに より、88本(CS-3の24本 、JCSATの64本)

となっている。

ク 電報サー ビス

電報サー ビスの2年 度上半期の通数は2,027万 通であ り、対前年度同期

(注)VSAT(超 小型地球局)衛 星通 信 システム とは、直径1～2mの アンテナ を

設置す るこ とで、簡便か つ低 コス トに衛星 通信 サー ビス を利用 でき るシス テム

であ る。
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比2.7%増 であった。 これを一般 ・慶弔別にみると、一般 電報は178万 通、

対前年度 同期比1.6%減 であ るの に対 して、慶 弔電報 は1,849万 通、同

3.1%増 であった。慶弔電報の増加の要 因 としては、昭和60年 以降にサー

ビスが開始 された 「メロデ ィ」、「押 し花」等の付加価値 電報の通数 の伸

びが挙げ られる(第1-1-17図 参照)。

なお、電話の普及等に伴 って電報の社会的役割が変化 したことや夜間

第1-1-17図 電報通 数の推 移
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におけ る利用実態等にかんがみ、3年3月 には夜間の電報配達の廃止等

が実施 された。

ケ ビデオテックス通信サービス

キャプテンサー ビス㈱の提供す るビデオテックス通信 サー ビスの利用

契約数は、3年1月 末現在11万292契 約であ り、対前年同期比9.1%増 と

なっている(第1-1-18図 参照)。

第1-1-18図 ビデオテ ックス通信 サー ビス利 用契約数の推移
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家庭用 と事業用に分けてみ ると、家庭用は5万2,685契 約(対 前年同期

比10.3%増)、 事業用は5万7,607契 約(同8.0%増)と なってい る。

一方
、NTTの ビデオテックス通信網に接続 して各種のサービスを提

供す るIP(情 報提供者)に ついてみる と、3年1月 末現在、 キャプテ

ンサー ビス㈱ の運営す るキャプテ ン情報 センタを利用 す るIPが475契

第1-1-19図 ビデオ テ ックス情報提供 者数 の推移
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約(対 前年同期比49契 約減)で あ り、 自社の情報センタをビデオテ ック

ス通信網に直接接続 してサー ビスを提供す るIPは110契 約(同1契 約

増)と なっている(第1-1-19図 参照)

コ 国内電気通信料金の低廉化

国内の電気通信料金については、技術革新や経費節減等の企業努力に

より費用が低下 し生産性が向上 していること、通信量の増大 により規模

の利益が発生 していること等に よって、昭和55年 度以降NTTの 電話及

び専用サー ビスを中心 とした値 下げが段階的に実施 されて きてお り、通

信料金の低廉化 という社会的要請 にこたえてきている(第1-1-20表

参照)。

特に、電気通信事業の独 占が廃止された昭和60年 度以降は、長距離系、

自動車電話系、無線呼出 し等の新事業者の相 次 ぐ参入の下 で、電話サー

ビスをは じめ とす る多 くの分 野で料金値下げが実施 されてきている。昭

和60年 度か ら2年 度 までの6年 間にNTTが 実施 した通話料金値下げ規

模の累計は、合計4,800億 円であ り、2年9月 末の加入電話契約1契 約当

た りで計算すると、この間に月額750円 程度の料金の低廉化が進展 したこ

とになる。 また、 日本銀行 調査㈱ による と、企業向けサー ビス価格指数

の総平均では、昭和60年 を100と す ると、元年は106.0で あ り、6.0ポ イン

トの上昇であるのに対 して、国内電気通信は、97.4と なってお り、2.6ポ

イン ト低下 している(第1-1-21図 参照)。

その中で も、自動車電話、無線呼出し及び専用 回線等の需要の高い、

新規参入の活発 なサー ビスで価格指数の低下幅が大 きくなっている。

(注)3年1月 に 日本銀行 は、新 たに企 業 向けサ ー ビス価格 指数 を開発 した。この指

数 は、企業 間 で取 引 きされ る各種 のサー ビスの価格 を価格 の相 対的 重要度 を表

す ウェイ トに よ り総合 した もの であ り、現在 、日本 銀行が企業 間 で取 引 きされ る

物 的財の価格動 向把握 のために行 ってい る卸 売物価 指数 とは対 をなす もの であ

る。
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第1-1-20表 昭和55年 度以 降の主 な国内電 気通信料金 の低廉 化
レ

実 施 月 日 事 業 者 値下げ対象
サー ビス等

値 下 げ 内 容 等

昭 和55.11.27 NTT 電 話 通話料金の夜間割引制度の拡大及び深夜割引制度
の新設(1,500億 円)

昭 和56.8。5 NTT 専 用 遠距離値下げ(20億 円)

昭 和56.8.5

8.9

NTT 電 話 遠距離通話料値下げ及び 日曜 ・祝 日割引制度の新

設(1,400億 円)

昭 和58.7.21 NTT 専 用 遠距離値下げ(70億 円)

電 話 遠距離通話料値下げ(1,400億 円)

昭 和59.7.19 NTT 専 用 中距離値下げ(70億 円)

電 話 中 距離通 話 料値 下 げ(1,400億 円)

昭和60.7.10 NTT 自動車電話 基本料金値下げ(60億 円)

昭 和61.7.19 NTT 電 話 土曜日料金の値下げ(500億 円)

昭和61.8～11 新事業者 専 用 長距離系3社 及び地域系1社 がサービス開始

昭和62.8.1 NTT 専 用 中 ・遠 距離値 下 げ(170億 円)

昭 和62.9.1 新事業者 無線呼出し 無線呼出 し事業者1社 がサー ビス開始。

これ以降順次各地 でサー ビス開始。

昭 和62.9.4 新事業者 電 話 長距離系3社 が電話サー ビス開始

昭 和63.2.19 NTT 電 話 遠距離通話及び離島料金の値下げ(800億 円)

新事業者 電 話 長距離系3社 が休 日・夜間 ・深夜等め料金値下げ

昭 和63.7.1 新事業者 専 用 長距離系3社 が専用料金値下げ

昭 和63.11,16 NTT 船 舶電話 基本料金値下げ(10億 円)

昭 和63.12。1 NTT 無線呼出 し 無線呼出 し使用料値下げ(100億 円)
一
兀.2.1 NTT 電 話 遠距離通話料、近距離通話料及び離島通話料値下

げ(900億 円)

新事業者 電 話 長距離系3社 が電話料金値下げ

元.3.1 NTT 自動車電話 基本料金値下げ(70億 円)

元.5.1 NTT 専 用 回線専用料値下げ(180億 円)

2.3.1 NTT 電 話 付加機能使用料値下げ(120億 円)

専 用 回線専用料お よび回線終端装置専用料の値下げ

(120億円1

無続呼出 し 無線呼出 し使用料値下げ(110億 円)

2.3.19 NTT 電 話 遠距離通話料値下げ及び中距離への深夜割引の導
入(1,100億 円)

新事業者 電 話 長距離系3杜 が電話料金値下げ

3.3.1 NTT 自動車電話 新規加入料及び基本料金値下げ(400億 円)

無線呼出し 無線呼出し使用料値下げ(30億 円)

専 用 回線専用料値下 げ(130億 円)

新事業者 自動車電話 新規加入料及び基本料金値下げ
3。3.19 NTT 電 話 中 ・遠距離及び近距離通話料値下 げ並びに深夜割

引の時間延長(1,500億 円)

新事業者 電 話 長距離系3社 が電話料金値下げ

(注)NTTの()内 は、実施年度の通年べ一スの値下げ規模の金額である。
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2年 度における各分野の料金値 下げの概要 は以下の とお りである。

(電話サー ビスの料金値 下げ)

3年3月 にNTT及 び長距離系新第一種電気通信事業者3社 が料金の

値下げを実施 した(第1-1-22表 参照)。

NTTは1度 数 当た りの通話秒数 で比較す ると320kmを 超 える遠距離

通話料金を約13%、160kmを 超える中距離通話料金 を約7%値 下げ した。

これによ り、160kmを 超える通話は一律の料金 とな り、距離段階別の通話

料金区分が1段 階減少 し、10段 階 となって、遠近格差が縮小 した。また、
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第1-1-22表NTT及 び新事業者 の電話 料金 の値 下げ状況(3年3月19日 実施)

改 定 前 の 料 金

NTT 新事業者3社

昼 間1夜 間 深 夜 昼 間 夜 間

区域内 10円

(180秒)

Io円

(240秒)

50円

(63秒)

40円

(150秒)

隣接一20㎞ 20円

(90秒)

20円

(120秒)

20㎞ ～30㎞
50円

(38秒)

40円

〔50秒)

30㎞ ～40㎞
60円

(30秒)

50円

(40秒}

40kr60㎞
90円

(21秒)

70円

(28秒)

60kr80㎞
120円

(15.5秒)
90円

(21秒)

80円

(22,5秒)

80円

(32秒)

50円(
80秒)

80kr100㎞
140円

(13.5秒)

100円

(25.5秒)

50円

(70秒)

100㎞ ～160㎞
180円

(10.5秒)

100円

(18.5秒)

90円

(20秒)
140円

(16秒)

70円

(44秒)

160㎞ ～170㎞

260円

(7秒)

150円

(12.5秒)

140円

(13秒)
170kr320㎞

200円

α0,5秒)

100円

(25秒 〉
320㎞ ～340㎞

280円

(6.5秒)

180円

(10.5秒)

150円

(12秒)

340㎞超
240円

(8.5秒)

120円

(18.5秒)

⇒

改 定 後 の 料 金

NTT 新事業者3社

昼 間1夜 間 深 夜 昼 間 夜 間

10円

(180秒)

10円

(240秒)

50円

(63秒)

40円

(150秒)

20円

(90秒)

20円

(120秒)

4〔}円
145秒 〕

30円

60秒〕
一

60円

(30秒}

50円

(40秒)

90円

(21秒)

70円

(28秒)

120円

(15.5秒)
90円

(21秒)

80円

(22,5秒)

80円

(32秒)

50円

(80秒)

140円

(13.5秒)

100円

(25.5秒)

50円

(70秒)

180円

(10.5秒)

100円

(18.5秒)

go円

(20秒)
140円 「

(16秒 〉

70円

(44秒)

24〔川
17 、5秒

14u円
Il3秒1

一

i

l30円

口4秒1
2θρ円

IlO 、5秒

川}円
1251111

(注)1.金 額 は3分 間 通話 した場合 の料 金 を示 す。

2.()内 の 数字 は10円 で通 話可 能 な秒数 を示 す。

3.[]の 部分 はNTT及 び新事 業 者が料 金 を改 定 した距 離段 階 を示 す。

4.NTTの 料 金の 「昼 間 」は平 日午 前8時 ～午 後7時 、 「夜 間 」は平 日午 後7時

～11時 及 び土曜 ・日曜 午 前8時 ～午後11時(午 前6時 ～8時 は 「深夜 」に統合)
、

「深夜 」 は午後11時 ～翌 朝8時(改 定前 は 午後11時 ～翌 朝6時)を 示す
。

5.新 事 業者 の料 金 の 「昼 間 」は 平 日午前8時 ～午 後7時 、 「夜 間」は そ れ以 外の

すべ て の時 間帯 を示 す。

6.新 事 業者 の料 金 には 両端 のNTT市 内通 話料 金(20円)を 加 算 して い る。

近距離通話料金においても、20kmか ら30kmの 区間について約16%値 下げ

した・ さらに・すべての距離段階につ いて実施 していた深夜割引の時間

帯(午 後11時 ～翌朝午前6時)を2時 間延長 し、午前8時 までとした。
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一方
、長距離系新第一種電気通信事業者3社 は、同様に比較すると340

k皿を超 える遠距離通話料金 を約19%値 下 げした。これによ り、170kmを 超

える通話料金は、一律の料金 とな り、距離段階別の通話料金区分が1段

階減少 して5段 階 となった。

また、2年10月 には、地域系新第一種電気通信事業者である東京通信

ネッ トワー ク㈱ が、加 入電話サー ビスにおいて、区域内 ・隣接 区域内 ・

20kmま での通話は一定時間 まで定額 とす る料金制度㈹ を新設 し、また、

新 たに着信用電話サービスを導入 した。 さらに、利用者の利便の向上 を

図るため、3年4月 に、首都圏の1都7県 及び静 岡県(た だし富士川以

東に限 る。)のNTTの 電話サービス と片端接続を実施 した。

(無線呼出 しサービスの料金値下げ)

無線呼出しサー ビスにつ いては、NTTが3年3月 に呼出専用型サー

ビスの月額料金 を9%値 下げ したほか、新事業者において も、元年度末.

時点でサー ビスを提供 していた30社 の うち、11社 が2年 度中に10%程 度

の値下げを実施 した。 この結果、NTTを 含む37社 の呼出専用型サー ビ

スの月額料金については、NTTを 含む11社 が2,000円 、25社が1,900円 、

1社 が1,800円 であ り、各社の料金格差は1割 程度 となっている。

(自動車 ・携帯電話サー ビスの料金値下げ)

自動車 ・携帯電話サービスにつ いては、3年3月 にNTT及 び新事業

者8社 が料金の値下げを実施 した。

NTTは 、施設設置負担金 を新規加 入料 と改称す るとともに約37%値

下げ し、月額回線使 用料 を約13%か ら約34%値 下げ したほか、電話サー

ビスの料 金値下 げの実施に合わせ て、通話料金の深夜割 引の時間帯(午

(注)区 域内 ・隣接 区域 内 ・20kmま での通 話は、1回 線 当た りの月間通話 時間が50時

間までは定額 料金 とし、50時 間 を超 える25時 間 ご とに料金 を加 算す る。また、20

kmを 超 える通 話 は従 量料 金 と し、 この合計 を月額料金 とす る料金制 度 である。
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後11時 ～翌朝午前6時)を2時 間延長 し、午前8時 まで とした。

一方、新事業者 も施 設設置負担金 を新 規加入料 と改称 する とともに・

約4%か ら約29%値 下げ し、月額 回線使用料 を約8%か ら約23%値 下げ し

た。 これに よ り、NTTと 新事業者であ る日本移動通信㈱ とセル ラー電

話 グループ7社 の問の料金格差 は、新規加 入料につ いては約496、 .月 額

回線使用料 については約15%程 度に縮小 してい る。

(専用サー ビスの料金値下げ)

専用サー ビスについて も、2年 度 中に相次い で値下 げが行 われた。

NTTに ついては、3年3月 に一般専用サー ビスについて約3%か ら

約12%の 値下 げを行 い、併せ て利用休止制度 を導入 した。高速デ ジタル

専用線サー ビスについて も、約5%か ら約40%の 値下げ を行 い、併せ て

長期割 引制 度を導入 した。

長距離系新 第一種電気通信事業者3社 につ いては、2年5月 に一般専

用サー ビスについて平均4.6%、 高速デ ジタル専 用線サー ビスについても

平均6.1%の 値下げ を行 った。また、地域 系新第一種電気通信事業者につ

いても、中部 テ レコ ミュニケー ション㈱が2年4月 に、大 阪メデ ィアポー

ト㈱が2年5月 に、四国情報通信 ネ ッ トワー ク㈱が2年6月 に、東京通

信ネ ットワー ク㈱及び九州通信ネ ッ トワーク㈱ が2年7月 に、平均3.8%

か ら同8.6%の 値下げを行 った。

(2)放 送の動向

ア 放送時間の動向

民間放送事業者 による、2年10月 か ら12月 の1日 当た りの総放送時間

についてみる と・テレビジ ョン放送は2,181時 間(対 前年 同期比4 ,5%増)、

ラジオ放送は1,899時 間(同3・9%増)で あ り、増加傾向は続 いている(第

1-1-23図 参照)。

また、1社 当た りについてみ ると・それぞれ20時 間1分(対 前年同期
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テ レ ビジ ョン及 びラジオ放送 の放送時 間(1日 当た り)

総 テレビジョン放送時間

(左目盛)

総 ラジオ放総時 間

(左目盛)

55565758596061

年度

「番 組統 計」(民 放 連)に よ り作 成

(注)10～12月 期 の平 均値 であ る。

1社 平均テ レビジョン

放送時間

(右 目盛)

6263兀2

時
間

比19分 増)、22時 間53分(同2分 増)で ある。

昭和55年 度か ら元年度 までの1社 当た りの平均放送時間の推移につい

てみると、テレビジョン放送については1.135倍 にな り一貫 して増加傾向

にあるが、その要因は報道番組の放送時間が大 き く伸びていることであ

る。これに対 して、教育番組及び娯楽番組は放送時間は伸びているもの

の、やや放送時間に占め る比率 を下げている。 ラジオ放送については、

昭和55年 度か ら昭和62年 度にかけて緩やかに減少 し、元年度にかけて増

加 している。ラジオ放送において も報道番組がその比率が高 くなってい
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るのに対 して、教育番組及び教養番組がややその比率 を下げてい る。

一方、NHKの 元年度の1日 当た りの平均放送時間を各チャネル別 に

みると、 ラジオ第1放 送は19時 間24分(対 前年度比77分 減)、 ラジオ第、2

放送は18時 間30分(同 増減 な し)、FM放 送は19時 間14分(同84分 減)、

総合 テレビジョン放送は19時 聞3分(同78分 減)、 教育テ レビジョン放 送

は18時 間2分(対 前年比2分 増)、衛星第1テ レビジョンは22時 問58分(同

1分 増)、 衛星第2テ レビジョンは21時 間12分(同50分 増)で あった(第

1-1-24図 参照)。

昭和55年 度か らの傾 向をみると、 ラジオ第1放 送、FM放 送及 び総合

テレビジョン放送の放送時間は、昭和63年 度が突 出しているこ とを除け

第1-1-24図NHKに よ るチ ャネ ル別 平 均 放 送 時 間

(1日 当 た り)24

23

22

21

20

19

18

17

時
間

衛星 第1テ レビジ 。ン だ"→

〉
/

紳 星第2テ ・ビジ・ン

1>

ラジオ第1放 送

＼

も

、
ダ

詳 ラ磯 牲 夢 一　 --一 一「
総合テレビジョン放送 教育テレビジョン放送

o-________
555657585960616263元

年度

「放送 番組 統 計」(NHK)に よ り作成
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ば、全体的に緩やかな増加傾向であるといえる。昭和63年 度における放

送時間の増加の要因は、報道番組の放送時間が長かった ことである。 ま

た、ラジオ第2放 送及 び教育 テレビジョン放送の放送時間はほとん ど変

化はない。衛星放送については、衛星第1テ レビジョンは昭和59年 に、

衛星第2テ レビジ ョンは昭和61年 に試験放送が開始 され、元年か らは本

放送 とな り放送時間 も増加 している。 なお、2年 度は、衛星第1テ レビ

ジ ョンは24時 間、衛星第2テ レビジョンは22時 間20分 を番組編成の基本

としている。

イ 衛星放送及びハ イビジ ョン放送の動 向圏

衛星放送につ いては、元年6月 か ら、放送衛星2号 一b(BS-2b)

を利用 して、NHKが2チ ャネルの本放送 を開始 してお り、2年8月 に

は、放送衛星2号(BS-2)の 後継機 とな る放送衛星3号(BS-3)

として放送衛星3号 一a(BS-3a)が 打 ち上げ られている。衛星放

送の受信世帯数 については、3年2月 末現在394万 世帯(対 前年同期比1.7

倍)、NHKの 衛星放送受信 契約数は229万6,949契 約(同2.2倍)と なっ

ている(第1-1-25図 参照)。

また、BS-3aを 利用 して、2年11月 には我が国初の民間放送事業

者(日 本衛星放送㈱及び衛星デ ジタル音楽放送㈱)に よる衛星放送が開

始 され、3年4月 か らは 日本衛星放送㈱が有料放送 を主体 とした24時 間

放送 を行 ってい る。衛星デ ジタル音楽放送㈱ は3年6月 か ら有料放送 を

行 う予定である。有料放送時間は、ス クランブルのかか っている電波 を

デコー ダ(解 読機)で 解読することによってのみ視聴が可能 となるため、

視聴者は放送事業者 と有料放送サービス契約 を結ぶことが必要 となる。

なお、 日本衛星放送㈱の有料放送サー ビス契約数は、3年2月 末現在13

万9,873契 約 である。

一方、ハ イビジョン放送については、元年6月 か らNHKに よる毎 日
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第1-1-25図 衛星放送受信世帯数及び衛星放送契約数の推移
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06a3

63,663,963.12元.3元.6元.9元.122.3a62.92 .123.2
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郵政省資料によ り作成

1時 間 の 定 時 実 験 放 送 が 実 施 され て い る 。BS-3に よ る 実 用 化 を 目指

し て 、3年 度 打 ち 上 げ 予 定 の 放 送 衛 星3号 一b(BS-3b)で は 、 ハ イ

ビ ジ ョ ン専 用 チ ャ ネ ル に よ り、 試 験 放 送 が 行 わ れ る こ と と な っ て い る 。

ウCATVの 動 向

CATVの 受 信 契 約 数 は 、 元 年 度 末 現 在617万2,278契 約(対 前 年 度 末

比6.9%増)で あ り、 こ れ はNHKの 受 信 契 約 総 数3,318万8,737契 約 の

18.6%に 相 当 す る。 ま た 、 規 模 別 に み る と 引 込 端 子 数50以 下 の 小 規 模 施

設 の受 信 契 約 数 が47万9,968契 約(同5.6%増)で あ る の に 対 し て 、 引 込

端 子 数 が501以 上 と規 模 の 大 き い 許 可 施 設 の 受 信 契 約 数 は193万752契 約
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(同14,3%増)と 大 きく伸 びている。

昭和55年 度末 と元年度末 を比較す ると、施設数 では、1.68倍 であるに

過 ぎないが、受信契約数 では2.05倍 となっている。特に、許可施設の契

約数は3.76倍 となってお り、増加が大 きい。 また、自主放送 を行 ってい

る施設につ いて も、施設数が4。5倍 と大 き く増加 している。

さらに、引込端子数が1万 以上、 自主放送5チ ャネル以上で中継増幅

器が双方向機能 を有す る、いわゆ る都市型CATVの 施設数 の伸 びは著

しく、2年 度末現在95事 業者、102施 設が許可 を受け(対 前年度末比で37

事業者、39施 設増)、 その うち65事 業者、70施 設が開局 してお り、さらに

全国各地で新 たな事業化計画が進行 中である。

工 民間 テレビジョン放送及び民間FM放 送の拡充

(民間テレビジ ョン放送)

民間テレビジョン放送については、全国各地域 におけ る受信機会の格

差 を是正す るため、「総合放送4系 統の放送が全国各地域においてあ まね

く受信で きること。ただし、全 国の主要地域において行 う放送について

は、5系 統以上 の放送が各主要地域においてあ まね く受信 できること。」

を目標に周波数 の割当てが行われてきている(第1-1-26図 参照)。

3年1月 には、東京都 を放送対象地域 とす るテレビジョン放送用周波

数の割当てが実施 された。2年 度末現在、民間テレビジ ョン放送 につ い

て4チ ャネル以上の周波数が割 り当てられている地域(未 開局の もの も

含む。)は 、30都 道府県(全 国の総世帯数の86%)で ある。

昭和55年 度末 と比較す ると、2チ ャネルの地域が16地 域減少 し、3チ ャ

ネル地域が7、4チ ャネル地域が4、5チ ャネル地域が4、6チ ャネル

地域が1増 加 した。 また、昭和55年 度末 は、4チ ャネル以上 の周波数が

割 り当てられている地域(未 開局の もの も含む。)は、21都 道府 県(全 国

の総世帯数 の72%)で あった。
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第1-1-26図 民 間テ レビジ ョン放 送用周 波数割 当 ての現状(地 上系)

/

4[一 ・チ・ネル地区(7都 県)[二]
……5チ ャネル地区(13道 府県

[]… …4チ ャネル地区(10県)

[二]… …3チ ャネル地 区(11県)

.[コ ……2チ ャネル地区(5県)

響灘 灘露邦轡
5秋 田、 山 口、 愛媛 、 大分 及 び宮崎 は 、3局 目未 置局 である。

6徳 島 は、2局 目未 置局 であ る。

(2年 度末現在)郵政省資料
によ り作成

また、2年4月 には長崎県(3局 目)及 び石川県(3局 目)、10月 には

富山県(3局 目)の3地 域 でそれぞれ新 しい民間テレビジョン放送局が

開局 した。 さらに、3年4月 には長野県(4局 目)、 岩手県(3局 目)、

福岡県(5局 目)及 び長崎県(4局 目)、10月 には青森県(3局 目)及 び

石川県(4局 目)で 開局す ることが予定 されている。

(民間FM放 送)

民間FM放 送については、その全国普及を図 るこ とを目標 として周波

数の割 当てが行 われて きてい る(第1-1-27図 参照)。

2年 には、北海道・愛知県及び福 岡県の3地 域に2局 目、栃木県、和

歌 山県及び佐賀県の3地 域に1局 目のFM放 送用周波数の割当てが実施

された。これによ り・2チ ャネル地域は5・1チ ャネル地域は39、 未割
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第1-1-27図 民間FM放 送用 周波 数割当ての 現状

∴ で

噺〆
/〆 ＼

郵政省資料により作成

の

[二]一 ・・2局地区(1都 ユ府1道2県)

[コ ……1局 地区(39府 県)

[コ ……未割 当て地区(3県)

1.京 都 は予備 免許 中 で あ る。

2.北 海道 、愛 知及 び福 岡の2波 目は、未 置 局 であ る。

3.福 島 、栃木 、奈 良、 和 歌 山、 岡山、徳 島、高知 、

佐 賀及 び 鹿 児 島は未 置局 で あ る。

(2年 度末 現在)

当て地域が3と な り、周波数が割 り当てられている地域(未 開局の もの

も含む。)は 、44都 道府県(全 国の総世 帯数の96%)と なった。 また、2

年度末現在、聴取可能なチ ャネル数が2チ ャネルであるのは東京都及び

大阪府の2地 域 であ り、1チ ャネルであるのは33道 県である。

昭和55年 度末 と比較すると、 当時は、2チ ャネル地域は存在せず、1

チャネル地域が11都 道府県(全 国の総世 帯数の44%)存 在 していたに過

ぎなかった。この10年 間で民聞FM放 送の普及が急速に進展 したといえ

よう。

また、2年4月 には石川県(1局 目)、10月 には兵庫県(1局 目)及 び

大分県(1局 目)の3地 域でそれぞれ新 しい民間FM放 送局が開局 した。

さらに、3年 には京都府(1局 目)で 開局す るこ とが予定されている。

(イベ ン ト用放送局)
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イベ ン ト用放送局は、博覧会等の開催期間中に臨時かつ一時的に開設

され る放送局である。

2年 度中には、 「国際花 と緑の博覧会」(大 阪市)を は じめ として、「相

模湾アーバ ン リゾー トフェス ティバ ル1990」(神 奈川県相模湾沿岸13市

町)、 「'90長崎旅博覧会」(長 崎市)、 「'90信濃の国楽市楽座大集合」(松 本

市)及 び 「ニッポンカップ国際 ヨッ トマ ッチ レー ス」(神 奈川県葉 山町)

の5イ ベン トで運用 された。

(3)郵 便の動 向

2年 度の総 引受郵便物数は、228億 通(個)で あ り、対前年度比6,1%

増 となっている。昭和55年 度か ら元年度 までの総引受郵便物数 の年平均

伸 び率 は3.5%で あったが、前半 の昭 和55年 度 か ら昭和59年 度 までが

1.3%で あるのに対 して、後半の昭和60年 度か ら元年 度 までは5.8%と 高

い もの となってい る。この理由 としては、景気の長期拡大 を背景 としつ

っ、各種の郵便サー ビスの開発 ・改善、積極的な郵便営業活動が行 われ

たことな どが挙げ られる。

郵便料金についても昭和56年 に値上げ を行 って以降は、元年度の消 費

税導入に伴 う料金改定 を除けば据え置かれてお り、 また、 この間に新 た

な割引制度 を実施 し、それ以 前の10年 間で2度 の料 金値上 げが あったこ

とに比べ ると極 めて安定 している。 さらに、ふるさと小包の取扱いの開

始(昭 和58年)、 トラック輸送へ の切 り替 え等によるスピー ドァ ップ(昭

和59年)、 カタログ小包の新 設(元 年)等 郵便サー ビスの充実が図 られて

きた。

ア 通常郵便

2年 度における通常郵便物数は、対前年度比6.0%増 の223億 通 であ る。

その内訳をみ ると、普通郵便物が対前年度比6.7%増 の181億 通、年賀郵

便物が対前年度比2.4%増 の35億 通等 となっている(第1-1-28図 参
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照)。

昭和55年 度か ら元年度 までの通常郵便物数の推移 をみると、1.36倍(年

平均伸び率は3.5%)と なってお り、その うち伸びが大 きいものは、第一

種郵便であ り、1.74倍(同6.4%)と なっている。年賀郵便 については、

1。19倍(同1.9%)と なってお り、書留等の特殊郵便につ いては、0.99倍

と減少 している。

以下では、郵政省で昭和48年 か ら行 っている「郵便利用構造調査」(昭

和63年9月 実施)に よる、種類別の利用構造 を述べる。
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普通通常郵便の利用構造 について、私 人 と事業所別 にみ ると、差出 し

は、私人 と事業所の割合は2対8で あるのに対 して、受取 りは6対4で

あ る。内容別 に差出 し割合 をみる と、金銭関係、 ダイレク トメール、行

事会合案 内、その他の業務用通信、消息 ・各種あいさつの順 に続 いてお

り、 この5種 類の郵便物 で全体の8割 を占めている。形状別 に利用状況

をみ ると、封筒の小型(56%)、 はが き(28%)、 封筒の大型(9%)の1頂

になっている。

書留郵便 にっいては、差出 しは、私人 と事業所 の割合 は2対8で あ り、

普通通常郵便 とほぼ同 じであるのに対 して、受取 りは、4対6で あ り、

事業所相互 間の通信が大 きい。内容別に差 出し割合 をみ る と、私人差 出

しでは、現金が5割 前後になってお り、事業所差出 しでは、金銭関係が

5割 前後になっている。形状別 では、9割 以上が封筒 であ る。

速達郵便 については、更に事業所の割合が大 きく、事業所相互間の通

信が大 きくなっている。内容別に差出 し割合 をみ ると、私 人差 出 しでは、

消息 ・各種 あいさつ、申込 ・照会等の順 になってお り、事業所差出 しで

は、その他の業務用通信、金銭関係、申込 ・照会等の順になっている。

形状別 では、9割 以上が封筒であ る。

(取集の回数増 による郵便送達速度のスピー ドァ ップ)

大都市及びその近郊発展地 を中心 とする人口急増地域で、取集回数が

1日1回 の区域 について、2年 度から3年 計画で取集 回数 を1日3回 に

増回 し、郵便物 の送達速度の改善 を図ることとしている。

イ 小包郵便

2年 度における小包郵便物数は、対前年度比18.1%増 の3億5,143万 個

である。

昭和55年 度か ら元年度 までの小包郵便物数の推移 をみ ると、1.62倍(年

平均伸び率 は5.5%)と なってお り、宅配便 の登場以来、昭和58年 度まで
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減少 していたが、昭和59年 度以降は年平均16.2%と 著 しい上昇 を続けて

い る。 しか し、市場全体 が拡大 してい るため、シェアは昭和63年 度の

20.5%ま で低下 し続けたが、元年度は22.4%と1.9ポ イン ト上昇 した。

また、「郵便利用構造調査」によると、小 包郵便の利用構造については、

差出しは、私 人 と事業所の割合は4対6で あるのに対 して、受取 りは、

5対5で ある。内容別に差出 し割合 をみる と、一般小包では、食料品(生

もの)、 食料品(生 もの以外)、 衣類 ・はきもの、広告関連 品の順に続い

てお り、この5種 類 で一般小 包全体 の5割 を超 えている。書籍小包では、

雑誌 ・書籍がその大半 である。利用用件別 に利用状況をみ ると、一般小

包では、業務上 の必要 品、親戚 ・家族への贈物、知人 ・友人への贈物の

順になってお り、差出 し人別 では、私 人差出 しでは、親戚 ・家族への贈

物、知人・友人へ の贈物の2用 件 、事業所差 出 しでは、業務上の必要品、

注文発送品の2用 件でほぼ8割 となっている。書籍小包 では、業務上の

必要品、注文発送 品、宣伝 広告関係の順 になってお り、この3用 件で9

割を占めている。

(不在持 ち戻 り小包郵便物の コンビニエンス ・ス トア等での交付サー

ビスの全国展開)

近年、女 性の社会進 出、単身者 ・共働 き世帯の増加な どの生活様式の

変化に伴い、昼 間帯に不在 となる家庭が増加 してお り、配達で きず持 ち

戻 りになる小包郵便が増加 している。利用者の不便 を解消す るため、郵

便局が委託 した コンビニエンス ・ス トアで利用者の希望に より交付する

サー ビスを昭和63年10月 か ら東京都等の一部で試行的に実施 して きた。

全国的にもこのサー ビスに対す る要望が強いこ とか ら、2年10月 か ら取

扱対象地域 を全国に拡大す るとともに、交付場所について も、 コンビニ

ェンス ・ス トアのほか、スーパーマーケ ッ ト、駅等に拡大 した。

ウ 郵便サー ビスの改善
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通信日付印の改正

(現金書留郵便物の損害要償額の限度額の引上げ等)

現金書留郵便物 の損害要償額の限度額の50万 円までの引上 げ、料金後

納郵便物 を複数の郵便局 に差 し出す際の手続 きの簡素化、料金後納郵便

物の担保 として提供す ることので きる有価証券の範囲の拡大 など、利用

者の要望 にこたえる施策 を実施 した。

(通信 日付 印のデザ イン ・インクの色の改正)

郵便切手 ・郵便はが きの消印は、黒インクを使用 した複雑なデザ イン

の印影 になっていたため、郵便切手の美 しさを損な うばか りでな く、印

影が差出人の住所 ・氏名 にかか り判読が困難 となることがあった。この

ため、2年10月 か ら順次、通信 日付 印の印影 をシンプル なものに切 り替

えて改善 を図っている。

また、使用す るインクの色についても、同様の趣 旨か ら、3年4月 に

「黒色」か ら 「錆桔梗(さ び ききょう)色 」へ全国一斉に改正 した。
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(利用者ニー ズの多様化へ の対応)

利用者の生活様式の変化に対応 して、深夜において も郵政サー ビスが

利用できるように、郵便切手 ・はが き発売機、郵便貯金 自動預払機等の

機器 によ り郵政窓 ロサー ビスを提供 す る無 人郵便局 を設置 し、利用 者

サー ビスの向上 を図っている。

また、 国際化の進展に伴 い、英語版の 「郵便局利用ガイ ドブック1を

作成 して全国の郵便局窓口を通 じて配布す るとともに、局名標識及び窓

ロ表示内容の英語による併記を459局 で実施 した。

工 郵便サー ビスを通 じての地域社会への貢献

(ふるさ と小包の開拓 ・充実等)

2年 度 において、過疎地域であ り、かつ、ふ るさと小包未開拓の356市

町村の中か ら45市 町村 を 「ふ るさと小包開拓 モデル市町村」に指定 した。

指定 された地元の郵便局 と地方公共団体等 は連携 して 「ふ るさと小包開

拓協議会」 を設置 した。この協議会では、商品の開拓、品質管理 、PR

活動、販売活動等について協議 を行 い、地域の生産物の商品化及び販路

拡大 を支援 して、豊かな地域づ くり及び地域産業の振興 に貢献す ること

としている。

また、9の 郵 トピア構想 モデル都市につ いては、地方公共団体等 と地

元郵便局 とが連携を図 り、首都圏の郵便局で、ふ るさと物産展を開催 し、

地域の特産品 ・名産品のPR活 動、観光案内、郷土芸能の披露等 を行っ

た。

(ふるさと絵葉書の発行)

過疎地域の代表的な風景等を題材 とす る 「ふ るさ と絵葉書」 を3年2

月か ら各地方郵政局において発行 してお り、過疎地域振興に寄与 してい

る。なお、2年 度末現在 は45種 類の 「ふ るさと絵葉書」が発行 されている。

また、郵政省は、2年 度 に、郵便切手等 の多様化の推進、個 人間通信
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の振興等を図 るため、切手文通振興課 を設置する とともにデザイン部 門

を強化 し、3年 度には、地域に密着 した各種郵便サー ビスを総合的に推

進す ることに より、地域社会の振興に資す るため 、地域振興サー ビス企

画課 を新 設した。

(4)国 内通信設備の状況

国内の主 な通信設備には郵便局のほか、放送局、陸上移動局等の無線

局、CATV施 設等があ り、昭和55年 度末か らの推移 を示 した ものが第

1-1-29図 である。

(郵便局数)

2年 度末現在の郵便局数は2万4,107局 であ り、前年度末に比べて113

第1-1-29図 通信設備数の推移

(昭和55年度=100)
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(注)1.2年 度 の 無線 局数 は12月 末 のデ ー タであ る。

2.CATV施 設 数は 元年 度 末 まで のデー タであ る。
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局の増 となっている。昭和55年 度末以降、わずかな増加 で安定 している。

(放送局数)

2年 度末現在 の放送局数 は3万6,424局(地 上系及 び衛星系の合計)で

あ り、前年度末に比べて4,144局 の増加 となっている。ちなみに、放送事

業者数は174社 であ り、前年度末 と比べて9社 の増である。

CATV施 設数 は、元年度末現在4万7,337施 設であ り、昭和63年 度末

に比べて2,147施 設、4.8%の 増加 であった。規模別にみると、引込端子

数501以 上 の許可施設数 の伸 びが最 も大 き く、対前年度末比14.3%増 の

944施 設である。 また、 自主放送 を行 うCATVの 施設数 は、301施 設で

あ り、対前年度末比27.0%増 となっている。

(無線局数)

無線局数(放 送局数を含む。)は、2年12月 末現在、625万5,797局 、対

前年同期比15.3%増 となった。特に、昭和62年 度以降の伸 びが大 き くなっ

ている。

(NTTに よる加入者線交換機端子数)

2年9月 末 現在のNTTに よる加 入者線交換機 端子(注)の総数 は、

5,719万 端子であ り、その うちID送 出可能端子数は4,191万 端子(総 端

子数 に 占め る比率73.3%)、 デ ジタル交換機端子数 は1,854万 端子(同

32.4%)で あった。元年度末現在 と比較する と、半年間で総端子数は2%、

ID化 端子率 は6.7ポ イン ト、デ ジタル化端子率は4.3ポ イン ト上昇 して

いる。

(注)加 入者 線交換機 は、加入 者回線 を直接収 容 し、加入者 か ら種 々の接 続要求 を受

けて交換処理 をす る機能 以外 に加 入者 回線 の試験装 置等 を設置 して いる。ID

送 出が可能 な加入者線 交換 機 では、新事業 者 との相 互接続、第2種 パ ケ ッ ト交換

サー ビス 、国際 ダイヤル通話 サー ビス等 のサー ビスが受け られ る。また、デ ジタ

ル加 入者 線交換機 は、多様 な付加 サー ビス を提供 しや す く、ISDNサ ー ビスを

提供 す るために も不可 欠な ものであ る。
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3国 際通信サー ビスの動向

(1)国 際電気通信 サー ビスの動向

80年 代におけ る国際電気通信 については、第1-1-30図 の とお り、

国際電話サー ビスを中心 とした順調な推移がみ られた。 この間、昭和56

年には、 オペ レータ通話 における国際電話受付け番号 「0051」の全 国化

が達 成され、全国 どこか らで も局番 なしの 「0051」でオペ レー タ通話が

かけられるようにな り、昭和60年 の電気通信事業法の施行 を受けて元年

には、新国際第一種電気通信事業者2社 の事業が開始 された。 また、昭

和62年 には、従来は個別かつ事前に必要であった国際 自動 ダイヤル通話

の登録手続 きが原則 として不要 となり、かけたい時にす ぐ利用で きるよ

うになるなど、国際電話 の一般化促進のためのサー ビスの改善が図 られ

て きている。

第1-1-30図 国際通信サービスの変遷
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一方、料金面においては、昭和54年12月 にKDDに よる第1次 値下げ

が実施されて以降、昭和58年 を除いて毎年値下げが実施 されている。例

えば米国あての国際 自動ダイヤル通話サー ビスでは、3年4月1日 現在

の料金水準 は昭和55年 の4分 の1程 度 となるなど、大幅な料金の低廉化

が実現 されてきてお り、内外価格差の解消 が図 られてきた10年 間であっ

た(第1-1-31図 参照)。

なお、2年 の国際電気通信においては、国際化の進展 に伴 う需要増 と、

料金の低廉化 に伴 う割安感 といった需要の顕在化効果があい まって、国

際電話の取扱数、専用回線数等 は前年 に引き続 き高い伸 びを示 した。

また、元年に国際専用回線サービス及び国際 自動ダイヤル通話サー ビ

スを開始 した新事業者2社 の業績は、事業開始後 わずか1年 余 りとい う

第1-1-31図 国際電話 に おけ る対米 料金の推移
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(注)1.()内 は 、ITJ・IDCの 料 金水 準 であ る。

2.点 線 は、ITJ・IDCの 料金 比率 で あ る。

3.図 中料金 は、 昼 間時間 帯 に3分 使用 した場 合で あ る。
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短期間で予想以上の実績を挙げている。

ア 国際電話サービス

80年 代 の国際電話の取扱数は、10年 間 で13.8倍 と極めて順調 な伸 びを

示 している。国際郵便 と比較す ると、昭和55年 度 に国際郵便物数 の10.2%

であったものが、元年度には111.1%と 初めてこれ を上回 る状況 となって

い る。

2年 度上半期の国際電話の取扱数(発 着信及び中継信 のKDD及 び新

事業者2社 の合計)は1億9,146万 回で、対前年度同期比23.5%増 と好調

な伸 びを示 してい る。 また、海外 との言葉の壁 も、KDDテ レサー ブが

提供す る通訳サー ビス等によ り低 くなって きてお り、国際電話は ます ま

す身近な もの となってきてい る。

一方、新事業者2社 については、提供サー ビスは国際 自動ダイヤル通

話サービスのみではあ るが、 トラピックの多い地域か ら順 次提供地域㈹

を拡大 してお り、2年 度末現在 の提供地域は、日本国際通信㈱が27地 域、

国際デジタル通信㈱が26地 域 とな?て い る。

元年の国際 自動 ダイヤル通話サービスの トラピックをみ ると、上位30

地域で全体 の95%以 上 を占めてお り、米国(26.1%)、 韓国(14.1%)及

び台湾(9.2%)の 上位3地 域合計で約50%を 占め るこ とか ら、国際電話

の市場構造 は新事業者の参入 を容易 ならしめ るものであった といえ、提

供地域数に関 しては、既に立 ち上が りの時期 を脱 したもの と考 えられる。

なお、我が国全体 としては、2年 度においてもサー ビス提供地域の増

加が続いてお り、KDDが 、フォー クラン ド、シ リア、 グリー ンラン ド

及びヴィエ トナムあての国際 自動 ダイヤル通話サービスを開始 したこ と

に より、国際 自動 ダイヤル通話サービスの提供地域は185地 域に拡大 して

お り、オペ レー タ通話 を含めた国際電話サー ビス全体の提供地域は215地

(注)地 域 とは、国際電話 の料 金 区分上 の 区分 けで あ り、国又は州等 の地域 を指す。
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域 となってい る。

また、KDDと 新事業者2社 との料金格差にっいては、新事 業者の参

入(元 年10月)直 後の1か 月間は23%程 度あったが、その後価格競争が

進展 した結果、3年4月 のKDDの 第12次 値下 げによ り、1%前 後の僅

差 になっている(第1-1-32表 参照)。

第1-1-32表 国際第 一種 電気通信 事業者の電 話料金

(単位:円)

事業者
取扱地域 KDD 新規参入事業者

(ITJ・IDC)
備 考

米国 680 670

韓国 700 680

台湾 740 730

英国 1,030 1,020

香港 740 730

フ ィ リピン 820 810

シ ンガポー ル 820 810

ドイツ 1,030 1,020

オー ス トラ リア 820 810

タ イ 820 810

中国 740 730

フ ランス 1,030 1,020 IDCは3年4月2日 に提供開始

カナダ 820 810

イン ドネ シア 820 810

マ レイ シア 820 810

イ タ リア 1,030 1,020

スイス 1,030 1,020

オラ ンダ 1,030 1,020

ベ ル ギー 1,030 (1,020) ITJ、IDCは 提 供 予定 中

郵 政 省 資料 に よ り作 成

(注)1.表 中料 金 は昼 間時 間帯 に3分 間使 用 した場合 であ る(3年4月1日 現 在)。

2.()内 は 、今 後、 サー ビス提供 の予 定 され て い る地域 の料 金(同 上)。
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「

イ 国際専用回線サー ビス

2年9月 末現在の国際専用回線の回線数(KDD及 び新事業者2社 の

合計)は1,593回 線であり、対前年同期比で6.3%増 にとどまっている。

しか し、種類別にみると、中高速符号品 目は76.8%増 と前年に引 き続 き

大幅 な伸 びを示 してお り、専用回線 に占め る割合 も33.1%に のぼ るなど、

国内同様国際電気通信分野においても、通信 回線容 量の大容量化は顕著

である(第1-1-33図 参照)。

ウ 国際テレックスサー ビス及び国際電報サー ビス

国際 テレックスサー ビスにおけ る2年 度上半期 の取扱数(KDDの 発

着信及び中継信 の合計)は874万 回で、対前年度同期比で22.9%減 となっ

てお り、国際電報サー ビスについて も2年 度上半期の通数(KDDの 発

着信 及び中継信 の合計)は31万 通 と、対前年度 同期比で13,9%減 となっ
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ている。

これ らの減少傾 向は、かつては国際電気通信サー ビスの中心であった

両者 も、高速化、大容 量化へ と進む中で、電報か らテレックス、テレッ

クスか らファクシ ミリへな ど、通信 メデ ィア問の代替が行 われた り、専

用回線サー ビスやデー タ伝 送サー ビスへの吸収等が行われた結果である

と考えられ る。

工 国際テレビジ ョン伝送サー ビス

国内におけ る海外映像情報の需要増 を反映 して、国際テレビジョン伝

送の需要 も堅調 である。2年 度上半期におけ るKDDの 国際 テレビジョ

ン伝送サー ビスの伝 送時間 は、対前年 度同期 比35.0%増 の22.6万 分 と

なってい る。

オ その他のサー ビス

国際間のデー タ伝送サー ビスとしては、KDDの パケ ット交換サー ビ

スである、国際公衆デー タ伝送サー ビス(VENUS-P)と 国際高速

デー タ伝 送サー ビス(VENUS-LP)が 提供 されているが、国際高

速デー タ伝送サー ビスの2年 度上半期の取扱数(発 着信の合計)を みる

と、対前年度 同期 比6.2%増 の2.7万 回となってお り、高速デー タ伝送の

需要の拡大が見 られ る。

力 国際電気通信料金の低廉化

国際電気通信料金の低廉化 は、昭和54年10月 にKDDが 国際専用回線

の値下げ を実施 して以来、国際電話(13回)、 国際専用 回線(9回)、 国

際テレックス(7回)、 国際テレビジョン伝 送(4回)、 国際公衆データ

伝送(3回)等 、各種のサービスに関 して毎年の ように実施 されてきた

値下げや、各種サー ビスにおけ るメニューの拡大等によ り実現 されてき

てお り、国際化の進展に伴 う需要増に国際電気通信の割安感が拍車 をか

け るといった状況 となっている(第1-1-34表 参照)。
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第1-1-34表 昭和54年10月 以 降 におけ る国際 電気通信 料金 の値下 げ状況

1,KDDの 値下げ推移

実施期日 対 象 業 務 対 象 地 域 値下げ率 値下げ額
.

備 考

昭和54.1q1 国際専用回線 全取扱地域 10.0% 10億 円
第1次
値下げ54.12.1 国際電話

国際テレックス
環太平洋地域の一部
アジア ・北米 ・大洋州地域の全部

8.0～25.0%

17.0%

97億 円
63億 円

55.7.1 国際電話国際
専用回線

ヨー ロ ッパ ・中近東の一部

全地域

10.0～25.0%

平均20.0%

36億 円
22億 円 第2次

値下げ55.10.1 国際 テ レビジョン伝 送
国際 デー テル

遠距離地域
アメリカ本土・カナダ・オー ストラリア

14.0～22.0%

44.0%

1億 円
1億 円

56.4.1 国際テレックス国際専
用回線

国際電話

南米 ・アフリカ以外の全地域
全地域
番号通話料金制新規及び既導入地域

10.0～17,0%

平 均25.0%

0.0～55.0%

63億 円
24億 円
2億 円

第3次
値下げ

57.5.1 国際テレックス国際電話 全地域
ほとんどの地域

8.0～14.0%

1.0～39.0%

47億 円
102億 円

第4次値下げ

59.4.1 国際テレックス国際電話

国際専用回線
国際テレビジョン

全地域
欧州 ・南米 ・アフリカを除 く全地域
全地域全
地域

3.0～7.0%

1.0～26.0%

5.0～40.0%

20.0%

25億 円
76億 円

21億 円
2億 円

第5次
値下げ

60.4.1

'

国際テレックス
国際電話
(その他の主な項目)
国際専用回線
国際テレビジョン伝送
国際公衆デー タ伝送

国際金融情報伝送
テレックス端末等使用料

全地域
ほとんどの地域

欧州 ・中南米 ・アフリカ
全地域
全地域

全地域

7.0～21.0%

2.0-14.0%

4,0～11.0%

11.0～44.0%

時 分 料11.0%

電 送 料20.0%
40.0%

19%、22%

54億 円

135億 円
16億 円

第6次値上げ

61.9.1 国際テレックス
国際電話
国際専用回線

全地域
全地域
全地域

平均19.6%

平均10.5%
平均30.9%

69億 円
173億 円

34億 円
第7次
値下げ

61.12.26 国際専用線 全地域(高 速符号品目のみ〉 平均37,4% 1億 円

62.12.31 国際海事衛星通信 全地域 平均28,0% 11億 円
第8次
値下げ63.1.1 国際専回用線国

際公衆データ伝送
全地域
全地域

平均22,0%

平均10,0%

32億 円
3億 円

63.9.15 国際電話国際テ
レビジョン長期

国際ファクシミリ通信

全地域茨城衛星通信所経由
のもの

全地域

平均21.1%平均
13.6%

平均14.7%

480億 円

0,9億 円
0.5億 円

第9次値
下げ

平 成元.8.1 国際専用回線 全地域(低 速符号品目を除く) 平均17,0% 22億 円

第10次値下げ元.10,1 海事衛星通信 全地域 平均25,0% 7.6億 円

元.11.1 国際電話
国際ファクシミリ通信

18地域(割 引時間帯の変更を含む)
全地域

平均14,3%
平均15.1%

231億 円
0.3億 円

2.4.1 国際電話 31地 域 平均7.7% 97億 円

第11次
値下げ

2.7.1 国際テレビジョン伝送国阪公衆データ伝送
全地域
全地域(割 引時間帯の導入を含む)

平均13.9%
平均30.0%

4.1億 円

3.5億 円

2.11.1 国際電話 46地 域 平均1.7% 25億 円

3.1.1 国際ファタシミり伝送基本料 20.0%

3.4.1 国際電話 米国、韓国を除く全地域 平均2,5% 43億 円
第12次値

下 げ

2.新 事業者の値下げ推移

実施期 日 対 象 業 務 対 象 地 域 値下げ率 値下げ率 備 考

2.9.1 国際電話
国際電話 茎糊il糊

平均2.5%
平均2.3%

4.6億 円

3.3億 円
ITJ
IDC

KDD、 新事業者資料によ り作成

(注)新 事業者2社 は、元年4月 及び5月 に国際専用 回線、元年10月 に国際電話の営業

を開始した。
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この状況については、 日本銀行 による 「企業向けサー ビス価格指数」

においても明らかであ り、昭和60年 を100と した2年7月 ～9月 平均の料

金指数は国際電気通信全体で54.0と なっている。 これは、産業全体の平

均値(110.9)を 大 き く下回ってお り、 国内電気通信全体の指数(95.6)

と比較 して も、価格の低下は著 しいもの といえる。 また、サー ビス品 目

別 内訳でみ ると、国際電話(49.9)、 国際専用 回線(49.6)、 国際 テレッ

クス(67.4)と 、サービス品目の区別 な く一様 に価格の低下がみ られた

ことが特徴的であった(第1-1-35図 参照)。

一方、外国 との内外価格差についても、我が国の料金水準は世界的に

も最 も低廉 な水準 となって きてお り、国際自動 ダイヤル通話に関す る限

り、近年 の内外価格差はほぼ解消 されている(第1-1-36表 参照)。
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国内電気通信全体
一一 一 一 一 一 … 一 一一__知 》 炉 一一 嬬誌 鴨.

国際電気通信全体＼
臥 通信全体

国際專用回線
、._一._一 一

40

響一1,
-60」L61-一62〕 一63〕 一 元 一 一2〕

年

「企業 向け サ ー ビス価格 指数 遡 及表」(日 本銀行)に よ り作成

(注)図 中、1、II、m及 びIVは 、1～3月 、4～6月 、7～9月 及び10～12月 を示 す。
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第11-1-36表 国際電 話の主要 国 との 料金水準 比較

年 月
取扱地域

63年8月 以前 63年9月 2年'4月 3年4月

米国 70 101 138 118

韓国 95 132 152 111

台湾 84 112 131 113

香港 31 47 68 63

中国 86 110 146 145

シ ンガ ポー ル 43 59 93 93

フ ィ リピン 72 97 138 96

オー ス トラ リア 49 67 94 93

英国 72 81 117
''120

ドイ ツ(旧 西独) 51 66 90 89

フ ラ ンス 79 102 160 159

イタ リア 115
噛

148 237 190

郵 政省 資料 に よ り作成

(注)1.日 本 側 料金(KDDの 料 金 を使 用)を100と した場合 の相 手 国側 の料 金 の指 数

で あ る。

国 際電 話(国 際 自動 ダ イヤル通 話)の 料金 は、 昼 間、夜 間、深 夜 と料 金 が異

な るため 、各 々 の通 話 回数 比に よ り加 重 平均 してい る。

原 則 として前年 度 の平 均通 話分 数(例:元 年 度は3。8分)を 使 用 した揚合 の比

較 であ る。

2.換 算 にあ たっ ては 、該 当 月の 前月 までの3か 月間 の初 日為 替相 場 の平 均(例:

3年2月 ～4月 の平均 は1$=136.08円)を 用 いた。

ただ し、「昭和63年8月 以 前」 に つ いて は、 「63年9月 」 で使 用 した為替 レー

トに、,同年9月 の 値下 げ 以前 の料 金 を乗 じた。

3.3年4月 に 日本 側料 金 が、値 下 げ があ っ たの に2年4月 に 比べ 割 高 とな った

のは 、為 替変 動 の ため であ る。

なお、2年 度におけ る値下げ状況 としては、国際 自動 ダイヤル通 話サー

ビスについて、4月 にKDDが 第11次 値下 げ(全 対地平均7.7%、 総額97

億円)㈹ を行 って以降、9月 には新事業者2社 が初めての値下げ(日 本

(注)本 項 におけ る値 下げ率 及び値下 げ総額 は・3年4月1日 のKDDに よ る値 下

げが3年 度通年ペ ー スであ る以外 は いずれ も2年 度 通年べ一 スで ある。



国際通信㈱は同平均_藩 慧 婆職 熱 均叢
総額3.3億 円)を 行 い、11月 にはKDDが 、4月 に値下げを見送った地域

.を対象 とした値下げ(同 平均1.7%、 総額25億 円)を 行 った。 また、3

年4月1日 には、KDDに よる第12次 値下げ!同 平的2.5%、 総額43億 円)

があった。

そ の他のサー ビスについては、2年7月 に国際テ レビジョン伝送サー

ビスの値下げ(平 均13,9%、 総額4.1億 円)及 び国際デー タ伝送サー ビス

(VENUS-P)の 値下 げ(平 均30%、 総額3.5億 円)がKDDに より

行われている。

(2)国 際放送の動向

2年 度 における我が国の国際放送は、21言 語によ り、2年4月 か ら12

月までは1日 延べ44.5時 間、3年1月 か ら3月 までは1日 延べ47時 間、

全世 界に向けて実施 された。 また、放送番組比率 は、ニュー ス等報道番

組が66.5%、 国情紹介番組が27.6%、 娯楽番組が5.9%で あった。

1、 蕗

嵐 懸

1」i

農

牌

配

孟

酔

燐

晦

叢

熱-
1

泓昌

騰

1糊

八俣送信所(国際放送)
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3年 度は、放送時間を1時 間拡大 して1日 延べ48時 間、使用言語は新

たにペルシア語放送を開始 し22言 語によ り実施 されている。

国際放送は、国内送信所(茨 城県、八俣送信所)か ら放送 を行 ってい

るほか、ガボン、カナダ及び南米仏領 ギアナか らも中継放送を行 ってい

る。 また、3年1月 にはス リ ・ランカか らの中継放送が開始 された。

2年 度及び3年 度 におけ る中継局別放送時間数は第1-1-37表 の と

お りである。

なお、2年 度は、湾岸危機に際 して中東地域の在留邦人 を含む聴取者

.に迅速かつ正確 な情報 を提供するため、2年8月3日 以降、通常1日3,5

時間のガボン中継 による中東向け放送を徐々に延長 し、1日11時 間の放

送 を実施 した。 さらに、通常1日4時 間 のスリ ・ランカ中継による中東

向け放送 にっいて も、3年1月16日 以降 これを延長 し、1日12.5時 間の

放送 を実施 した。

この ように短波による国際放送 は、非常時に対応す る手段 として改め

て見直 され たところであるが、一般的に入超傾向の強い我が国と諸外国

集1-1-37表 国際放 送の 中継局別放 送時問 数

中継局名 放 送対 象 地域
放送時間数

2年 度 3年 度

カボ ン 欧州 ・中東 ・北アフリカ向け・

アフ リカ東部向け

アフ リカ南部向け

南米向け

10.5

-

1.0

0.5

10.0

0.5

1.0

0.5

カナダ 北米向け 4.0 4.0

ギアナ 中 ・南米向け 7.5 7.5

ス リ ・ラ ンカ 南西アジア向け

中東 向け

6.0

4.0

6.0.

4.5

郵政省資料により作成

〔注)放 送時間数 は、通常放 送時間数である。
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との情報交流において も、我が国の実情、考 え方 を世界に伝 える有効 な

手段 として、今後 とも大いに拡 充強化 され ることが期待 される。

(3)国 際郵便 の動向

ア 国際郵便サー ビス

2年 度の国際郵便物数 は、対前年度比5 .8%増 の3億847万 通(個)で

増加傾向 を維持 している。差立(外 国あて)は 、対前年度比3 .3%増 の1

億2,541万 通(個)、 到着は対前年度比7.6%増 の1億8 ,306万 通(個)で

あ り、元年度 と同様に到着の増加傾向が顕著 である。

また、国際郵便物の地域別構成比をみる と、80年 代 を通 じて大 きな変

化はなかったが、差立では北米が、到着では欧州か らが若干比率 を伸ば

してお り、元年 度の通常郵便 において は、差立 でア ジア33.2%、 北 米

33.6%、 欧州23.4%、 到着でアジア29.9%、 北米27.6%、 欧州38.6%の

割合 となっている。

なお、近年の国際 ビジネスの進展に伴 い、世界71か 国(地 域)あ てに

提供 されている国際 ビジネス郵便(EMS)の 伸 びが 目立っている。 国

際ビジネス郵便 の郵便物数 については、国際郵便物数全体 に占める割合

が2年 度末現在で1.2%と まだ低 いものの、対前年度増加率 は28.7%と 大

幅 な伸び を示 してお り、国際 ビジネスユースに こたえた郵便サービス と

して今後 とも注 目される。

ノ

その他 、2年 度においては、調査請求のための電報料等の還付及び税

付郵便物のあて所配達 ・配達 時納税の取扱いが開始 されたほか、EMS

追跡 システムの取扱国の拡大(従 来の米国、カナダ及びフランスに英国

が加わった。)、国際電子郵便 の取扱地域 の拡大(ニ ュー ・ジー ラン ド等

3地 域 を加 え42地 域 となった。)等 のサー ビス改善施策が実施 された。

イ 国際郵便規則の改正

元年 の第20回 万 国郵便大会議において国際郵便サービスの改善 に係る
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諸条約が採択 された。 これ を受けて我が国では、 国際郵便規則の改正が

行われ、3年1月1日 よ り、国際返信切手券の郵便切手等への引替額の

引上 げ、小包郵便物及び国際 ビジネス郵便物の損害賠償金額の引上げ、

郵便物の引受条件の緩和等が実施 された。

(4)国 際通信 設備の状況

元年4月 に運用開始 した第3太 平洋横断ケー ブル(TPC-3)に 引

き続 き、2年7月 には香港～ 日本～韓国ケーブル(H-J-K)が 光ケー

ブル方式によ り運用 を開始 した。光ケー ブル方式 は、大容量 ・高速通信

に適 した ものであるうえ、デジタル化 にも対応 しやすい方式であ り、衛

星回線に比べて伝送遅延が解消 されるな どの特性か ら、特に、 リアルタ

イムのデー タ伝送 に適 した方式である。

今後、光海底 ケーブルについては、3年 度早期に北太平洋 ケーブル(N

PC)が 、4年10月 に第4太 平洋横断ケーブル(TPC-4)が 、5年

末に 日中ケーブルがそれぞれ開設 され る予定 となってお り、今後 ます ま

自
　 　 ～ 樫 一7ト ㍉き

軌

TPC-4の 陸揚 げ
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す増大する と予想される我が国の通信 需要 を賄 うための通信容量の確保

に、大 き く貢献することが期待 される。

また、国際間の海底ケーブルについては、その敷設距離の長 さか ら、

敷設及び保守に係 る期間の長さ、天候の変化 等による敷設 ・保守の困難

さ等の問題があるが、KDDで は従来のKDD丸 に替わ る第2世 代 の敷

設船 を発注 し、4年2月 の完成を目指す こととなった。 この新造船 は、

従来の2倍 以上に 当たる4,000㎞ 強のケーブルを11回 の航海で敷設す る

ことが可能であ り、風速17mの 悪天時で も船体 を自動的に敷設位置に保

持できる自動船位保持装置等 を搭載 しているため、今後の光海底ケーブ

ルの敷設に当たって も、迅速で確実にケー ブルの敷設や保守 を行 うこと

が可能 となるなど、光通信時代の通信の信頼性 の確保に寄与することが

期待 される。

なお、2年9月1日 には第1太 平洋横断ケーブル(TPC-1)が 運

用 を停止 した。TPC-1は 全長9,782km、138回 線の 日本初の海底同軸

ケープルシステムであ り、東京オ リンピックが開催 された昭和39年6月

に運用開始 して以降、26年3か 月の間 日本の国際通信 を支 えてきた基幹

回線であった。運用停止後は東京大学地震研究所及び米国地震学研究所

連合(IRIS:IncorporatedResearchInstitutionsforSeismology)

により、同ケーブルの 日本 ～グアム間の部分 を利用 して、地震予知 をは

じめ とす る地球科学の研究に供 され ることとなっている。

TPC-1の 運 用停止は、アナ ログか らデ ジタルへ、銅線か ら光ファ

イバへ とい う、国際電気通信 におけ る新 旧交替の象徴的な出来事 であっ

た。
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第2節 通信経済の動向

1通 信事業の動向

(1)通 信事業者の参入状況

2年 度においても、前年度に引 き続 き電気通信事業への新規参入は活

発 に行 われた(第1-2-1図 参照)。

ア 電気通信事業者の参入状況

第一種電気通信事業者は、2年 度末現在、NTT、KDDを 含め68社

となっている。2年 度 に新 たに事業許可を受 けたのは6社 であった。そ

の内訳は、 自動車電話等3社 、無線呼出 し3社 となってお り、移動通信

分 野への参 入であった。無線呼出 しにつ いては、2年 度の参 入により47

都道府県すべてにおいてNTTと 新事業者の二者に よるサー ビスを受け

られる状況 になってい る。

2年 度末現在、第一種電気通信事業者68社 の うち67社 がサー ビスの提

供 を行 なってお り、2年 度にサー ビスを開始 したのは、地域系1社 、自

動車電話等7社 、無線呼出し6社 の合計14社 であった。

特別第二種電気通信事業者は、2年 度末現在29社 である。 この うち、

国際特別第二種電気通信事業者は、19社 となっている。

一般第二種電気通信事業者は、2年 度末現在913社 が届 出を行なった。

地域別の届 出数 をみると、関東391社 、近畿130社 、東海86社 の順 になっ

ている(第1-2-2図 参照)。

提供役務別 にみ ると、データ伝送役務 を提供する事業者が576社 、音声

伝送が319社 、画像伝送が169社 、複合が124社 となってい る㈹。

(注)第 二種 電気通信事 業者 が提供 す る電気通信 役務 は、音 声伝送役 務(音 声 を伝 送

交換す るこ とを主 たる 目的 とす る二)、画像伝 送役務(画 像 を伝 送交換 す るこ とを

主 た る 目的 とす る。)、デー タ伝 送役 務(デ ー タ を伝送 交換す るこ と を主 たる 目的

とす る。〉、複合役務(前 記 以外)で あ る。
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(注)1.護 印 は業務区域(接 続射象地域)を 示 し、県域の一部地域及び開業予定地戚を含む。また、長距離系事業者の電話については

県域の一部地域のみが業務区域 と賦r)て い る県を2印 で示 した。
2.宇 宙 通 信 側 は3隼3月31日 現 在 、 サ ー ビス を 停 止 して い る、。
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また、業種別 では、オンライン受託計算サー ビス等が342社 、電子機器

製造販売 ・ソフ トウェア開発関係が107社 、卸売業 ・倉庫業等流通関係が

62社 、出版 ・広告関係が19杜 、宅配業等運送関係が16社 、総合商社ユ3社、

その他353社 となっている。

イ 放送事業者の参 入状況

放送事業者は、2年 度中にテレビジョン放送事業者が5社 、FM放 送

事業者が2社 及び民間衛星放送事業者が2社 増加 したこ とによ り、2年

度末現在174社 となっている。

(2)通 信 事業の経営動向

ア 第一種電気通信事業者の経営状況

新第一種電気通信事業者 も含めた過去10年 間の国内電気通信市場の推

移をみると、昭和55年 度の3兆9,528億 円が元年度は6兆1,322億 円 と1.6

倍に拡大 してお り、その平均伸び率は5.0%で あ った。しか し昭和60年 の

電気通信制度の改正後5年 間に限る と伸 び率は4.5%と 小 さ くなってい

る。また、10年 間の名 目国民総生産の伸 びは1,7倍 で、その平均伸び率 は

5.8%で あった。

また、新 第一種電気通信事業者 も含めた過去10年 間の国際電気通信市

場の推移 をみると、昭和55年 度の1,546億 円が元年度は2,729億 円 と1.8倍

に拡大 してお り、その平均伸び率は6.5%で 国内電気通信市場の平均伸 び

率及び名 目国民総生産の平均伸び率 を上回っている。 しか し、新第一種

電気通信事業者2社 が市場に参入 した元年度は、単年度伸び率1.9%と 過

去10年 間の平均伸 び率 を下回った。 これは3社 の国際電話の総通話回数

では対前年度比26.3%増 加 した ものの、総額で昭和63年9月 には21.1%、

元年11月 には14.3%に 上 る電話料金値下げの影響に よるもの と考 えられ

る。

主 な電気通信事業者及び放 送事業者の財務状況 を他の公益事業及び全
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参入社数
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第1-2-2図 一般 第二種電 気通信事 業者 の動向

(3年4月1日 現在)

響 〆
役務分類!

。

謀
幣1社

テー タ ヴ

複 合

ヲ
0

中国
59社

留
　㊥

57

}
18
一

74

一31

冤甑

廓

1

郵政省資料によ り作成

(注)複 数役務の届出を行っている会社があるので、各役務の合計は必ず しも

参入社数 と一致 しない。
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産業 と比較する と、売上高経常利益率及び総資本経常利益率につ いては、

ともに全産業、他の公益事業 よ り高 くなっている。特に60年 度以降参入

した長距離及び移動体通信分野においては、黒字 を計上す る事業者 もみ

られ る。総資本回転率 については、電気通信事業者は他 の公益事業者 と

同様、設備産業であるこ とから放送事業者及び全産業 よりも低 くなって

いる(第1-2-3表 参照)。

(ア)NTTの 経営状況

2年 度上半期のNTTの 経営状況 は、総収益は対前年度同期比3.1%増

第1-2-3表 通信事業 者等の財 務状況(元 年 度)

区 分 NTT KDD 長距離系N㏄ 民間放送 全 産 業 電 気 業 ガス・水道業 陸 運 業

総 資 産
(百万円) 11,045,526 489,785 262,989 1,744,577 LO61,352,660 32,773,987 3,140,611 31,073,993

売 上 高
(百万円〉 5,769,238 258,719 196,437 1,937,157 1,307,850,091 12,714,861 2,074,987 27,626,134

経 常 利 益(
百万円) 484,728 29,489 29,253 236,719 38,915,004 715,201 151,471 1,059,026

従 業 員 数
(人) 266,017 7,013 3,399 29,100 34,261,138 149,236 46,328 2,262,831

売上高(%)
経 常利 益 率 8.4 1L4 14.9 12.2 3.0 5.6 7.3 3.8

総資本(%〉
経 常利 益 率 4.6 6.2 13.1 14.5 3.9 2.2 5.1 3.5

総資本回転率(
回}

O.53

、

0.54 0.88 1.18 1.31 0.39 0.70 0.92

労 働装 備 率
(万円) 3,214 2,900 51186 1,665 836 15,402 4,024 691

固 定 比 率
(%) 239.8 118.9 L108.8 84.1 214.8 542.2 226.1 290.5

郵政省、民放連資料、「法人企業統計年報」(大蔵省)に より作成

(注) 経常利益売上高経常利益率 =

総資本経常利益率二 総資本(期首 .期 末平均)×100

纈 本 眩 率一総資本(売 上高期首 ・期末平均)

×100売上高

経常利益

労 骸 躰 一有形固定資産綾 灘 麗 銀 平鴇首●期末平均)

固定資産固 定 比 率=X100

自己資本
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の2兆9,492億 円 で、総費用 は同5 .2%増 の2兆7,942億 円であった。

この うち営業収益は対前年度同期比3.0%増 の2兆9,098億 円で、経常

利益は同23.7%減 の1,549億 円で増収減益であった。これは、2年3月 に

料金の大幅な値下げ を行 ったものの、電話加入数の順調 な増加や、 自動

車 ・携帯電話契約数の高 い伸 び等に支 えられ たため と考 えられる。

営業収益の うち電気通信事業営業収益 は2兆7,669億 円であ り、これを

サー ビス別にみ ると、電話収 入は対前年度 同期比2.1%増 で前年同期 の伸

び と同 じであった。 しか し、収益全体に 占め る電話収入の割合は前年同

期 の81.7%が 当期 は80,8%と 低下 している。

これに対 して専用収入、デー タ伝送収入は、対前年度 同期 比でそれぞ

れ5.1%増 、12.0%増 と企業のネ ッ トワー ク化が進展す る中で依然伸 びて

お り、収益全体 に占める割合 も、前年同期の7.1%が 当期 は7.3%と わず

かなが ら増加 している。

電気通信事業営業収益に 占め る電話収入の割合は専用収入等の伸 びを

反映 して過去10年 間で8.4ポ イン ト低下 している。通信 メデ ィアの多様化

によ り電話収入あ割合の減少傾 向は今後 とも続 くと考 えられる(第1-

2-4表 参照)。

元年度 の財務状況は、売上高経常利益率 は8.4%、 総資本経常利益率は

4.6%、 総資本回転率 は0.53回 であった。

また、NTTの 公表 した元年度の電話役務損益明細表に よる と、市内

通話は138億 円の赤字・市外通話は1兆488億 円の黒字 となってい る(第

1-2-5表 参照)。

子会社であるエ ヌ ・ティ ・ティ ・デー タ通信㈱ を含めた連結決算 によ

ると元年度の営業収益は6兆223億 円(NTTの 単独決算は5兆7,692億

円)、 経常利益 は5,105億 円(同4,847億 円)で 、売上高経常利益率は8.5%

とNTTの 単独決算の8.4%よ り高 くなってい る。
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N↑Tの 経営状況

(単位:億 円)

区 別 昭和61年 度 昭和62年 度 昭和63年 度 元年度 2年 度

総 収 益 53,984 57,170 57,056
(28,227>

58,474
(28,598)

一
(29,492)

電気通信事業営業収益 50,901 53,457 53,675(
26,581)

54,822
(26,921)

一
(27,669)

電 話 収 入 43,688 45,537
46,253

(22,868)
47,271

(23β51)

一
(23,842)

電 信 収 入 96 67 53
(28)

44
(23) (函)

電 報 収 入 394 431
480

(223)
544

(241) (2蕊)

専 用 収 入 2,751 2,954
3,465

(1,637)

3,720

(1,807)

一
(1,898)

データ通信収入 1,623 1,761
443

(443) (=) (=)

デー タ伝送収入 158 223
332

(147)
401

(192) (215)

無線呼出し収 入 809 933
944

(489)
901(
452) (427)

そ の 他 の 収 入 1,378 1,549
1,701

(743)

工,937

(852) (998)

附帯事業営業収益 2,634 3,162
2,851

(1,401)
2,869

(1β23)

一
(1,429)

営 業 外 収 益 448 549 529
(245)

781
(353) (3弱)

総 費 用 50,404 52,202
52,797

(26.521)
53,627

(26,567)

一
(27,942)

電気通信事業営業費用 43,789 45,327
46,565

(23.316)
48,064

(23,826)

　
(25,025)

附帯事業営業費用 2,518 3,085
2,914

(1,482)
2,972

(1,490)

一
(1,519)

営 業 外 費 用 4,096 3,789
3,317

(1,722)
2,589

(1,250)

一
(1,397)

経 常 利 益 3,579 4,967
4,259

(L706)

4,847
(2,031)

一
(1,549)

郵政 省 、NTT資 料 に よ り作 成

(注)1.単 位 未満 は切 り捨 てであ る。

2.端 数処 理 の関 係 で合 計が一 致 しな い ものが あ る。

3,()内 は上 半期 の実 績値 であ る。

4.昭 和63年7月 にNTTよ りデー タ通 信事 業 本部 が分 離 し、別 会 社 にな って いる。
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第1-2-5表 元年度NTTの 電話役 務損益 明細 表

(単位:億 円)

役 務 の 細 目 営業収益 営 業 費 用 営業 利益

加 入 電 話 43,068 34,416 8,651

基 杢 料 10,087 11,701 △1 ,614

市 内 通 話 14,467 14,605 △138

市 外 通 話 15,299 4,810 10,488

そ の 他 3,215 3,299 △84

公 衆 電 話 2,620 3,036 △415

自 動 車 電 話 1,212 869 342

そ の 他 の 移 動 通 信 134 162 ハ28

そ の 他 2,012 4,479 △2 ,467

計 49,047 42,964 6,082

NTT資 料 により作成

(注)1.「 市内電話」、「市外電話」に係る営業収益は、、サンプル調査 により推計 された通

信量比に基づき算出した。

2,「 自動車電話」及び 「その他移動体電話」に係 る通話料収入は、発信側の電気通

信設備に係 る役務 の細目に係る収入 とした。

(イ)長 距離系新 第一種電気通信事業者の経営状況

2年 度上半期の長距離系新第一種電気通信事業者3社 の営業収益の合

計は対前年度同期比67.5%増 の1,360億 円であった。この うち電気通信事

業営業収益の合計 は1,143億 円で国内の電話及び専用線 市場㈲ の4.4%

を占めてお り、前年度同期 よ り1.5ポ イン ト増加 した。

各社 の経営状 況 をみ ると、第二電電㈱ の営業収益 は対 前年度同期 比

79.0%増 の707億 円、経常利益は同24.6%増 の86億 円、日本テ レコム㈱ の

営業収益は同66.0%増 の511億 円、経常利益は同47.1%増 の58億 円 と大幅

(注)NTT・ 長距離系新第一種電気通信事業者、地域系新第一種電気通信事業者
及ひ衛星系新第一種電気通信事業者の電話収入及び専用収入の合計である。
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な増収増益であった。これに対し日本高速通信㈱の営業収益は対前年度

同期比29.8%増 の141億 円を計上 した ものの、前年度に黒字へ転 じた経常

損益は再び5億 円の赤字 となった。第二電電㈱は元年度、 日本テ レコム

㈱ は昭和63年 度に累積赤字 を解消 している(第1-2-6表 参照)。

元年度の3社 合計の財務状況 をみると、売上高経常利益率 は14.9%、

第1-2-6表 長距離系新第一種電気通信事業者の経営状況

(単位:百 万円)

区 別
年 度 営 業 収 入 営 業 費 用 経 常 利 益

昭 和63年 度 80,818 73,843 1,056

平

成

元

年

度

第 二 電 電 ㈱
98,943
(39,531)

78,646

〔31,144>

17,529
(6,962)

日本 テ レ コ ム ㈱ 77,154
(34,369)

62,013
(28,249)

11,288
(4,398)

日本高 速 通信 ㈱
23,881
(10,908)

21,129

(9,649)

435
(150)

計 199,978
(84,808>

161,788
(69,042)

29,253
(11,510)

平

成

2

年

度

第 二 電 電 ㈱
一

(70,760)

一

(59,974)

一

(8,678)

日本 テ レ コ ム ㈱
一

(51,173)

一

(41,608)

　

(5,842>

日本 高 速通 信 ㈱
一

(14,155)

一

(13,296)

一

(△582)

計
一

(136,089)

一

(114,379)

一

(13,938)

各 社報 道 資料 に よ り作 成

(注)1.昭 和63年 度 の数 値 は、 第二 電 電㈱ 、 日本 テ レ コム㈱ 及 び 日本 高速 通信 ㈱ の合

計 で ある。

2.()内 は上 半期 の 実績 値 であ る。

3.元 年 度上 半期 の 日本 テ レ コム㈱ の数 値 は、 元年5月 に 旧 日本 テ レ コム㈱ と旧

鉄 道通 信㈱ が合併 して 日本 テ レ コム㈱ とな った ため、4月 分 につ いて は、 旧 日

本 テ レ コム㈱ と旧鉄 道通 信㈱ 両 社の 決算 分の 合計 で あ る。

4.端 数 処理 の 関係 で合計 が一 致 しない ものが あ る。
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総資本経常利益率 は13.1%とNTTを 大 き く上 回 り、総 資本 回転率 は

0.88回 であった。総資本経常利益率及び総資本 回転率がNTTを 上回る

のは、長距離系系新第一種電気通信事業者が市内網設備を有 しないこと

が影響 している。

(ウ)地 域系新第一種電気通信事業者の経営状況

2年 度上半期の地域系新第一種電気通信事 業者6社 ㈹ の経営状況は、

営業収益 の総額は前年度同期 の2.8倍 の150億 円 となった。 これは、営業

収益の6割 以上 を占め る東京通信ネ ッ トワー ク㈱の営業収益が対前年度

同期比2.3倍 とな ったこと及び元年度下半期以降新 たに3社 が参入 した

こ とが 要 因 と な っ て い る。

営業収益の総額のうち電気通信事業営業収益は80億円であった。これ

は国内の電話及 び専用線市場の0.3%、 専用線市場 に限る と3.6%を 占め

第1-2「7表 地 域系新 第一種電気通 信事 業者の経 営状況

(単位:百 万円)

年 度 営 業 収 益 営 業 費 用 経 常 損 失

昭 和63年 度
5,043 13,714 △10,995

平 成 元 年 度
18,289
(5,308)

27,004

(10,364)

△12 ,667

(△6,593)

平 成2年 度
『

(15,002)

一

(18,414)

一

(・6,329)

郵 政省 資料 に よ り作 成

(注)1。()内 は上半 期 の実績 値 で あ る。

2.昭 和63年 度及 び 元年度 上 半期 の数 値 は、 東 京通信 ネ ッ トワー ク㈱ 、 中部 テ レ

コ ミニ ュ ケー シ ョ ン㈱ 、大 阪 メデ ィア ポー ト㈱ の3社 の合 計 で あ る。

3.元 年 度 及 び2年 度 上半期 の 数値 は、2.の3社 に㈱ 四 国情 報通 信 ネ ッ トワー

ク、九 州 通信 ネ ッ トワー ク㈱ 及 び北海 道 総合 通信 網㈱ を加 えた6社 で あ る。

4。 端数 処理 の関 係 で合 計 が一 致 しな い もの があ る。

(注)東 京通 信ネ ッ トワー ク㈱ 、大 阪 メデ ィア ポー ト㈱ 、中部テ レ コ ミュニ ケー ショ

ン㈱、四 国情報通信 ネ ッ トワー ク㈱、九州通信 ネッ トワー ク㈱ 及 び北海道総 合通

信網㈱ の6社 。 レイ クシ ティ ・ケー ブル ビジ ョン㈱は除 く。
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ている。経常損益の合計は63億 円の損失、累積欠損額は392億 円 となって

い る(第1-2-7表 参照)。

(エ)衛 星系新第一種電気通信事業者の経営状況

2年 度上半期の衛星系新 第一種電気通信事業者2社(日 本通信衛星㈱

及び宇宙通信㈱)の 経営状況は、営業収益は122億 円、経常損失は37億 円

であった。

衛星系2社 の営業収益の大部分 を占め る専用収入の合計は83億 円で、

2年 度上半期 の国内の専用線市場の3.9%を 占めてい る。

(オ)自 動車電話事業者等の経営状況

2年 度上 半期の 自動車電話事業者等12社(自 動車電話(い わゆる携帯

電話 を含む(以 下同 じ。))事 業者7社 、 コンビニエ ンス ・ラジオ ・フォ

ン事業者2社 、マ リネ ット電話事業者2社 、テ レター ミナル事業者1社)

の経営状況 は、営業収益が対前年度同期比11.2倍 の312億1円、営業費用が

対前年度同期比4.2倍 の277億 円で、経常損益は前年度 同期44億 円の赤字

であったものが4億 円の黒字 となり、大 きく市場 を拡大するとともに収

支 を改善 した。

営業収益 の大部分 を占め る自動車電話事業者についてみる と、 日本移

動通信㈱ とセル ラー電話 グループ6社 ㈹ の電気通信事業営業収益 は対

前年度 同期 の11.4倍 の309億 円(1社 当た り44億 円)と 大幅に拡大 した。

自動車電話収入の合計はNTTを 含む 自動車電話市場の25.1%を 占めて

お り、前年度同期 よ り21.0ポ イン ト増加 した(第1-2-8表 参照)。

(カ)無 線呼 出 し事業者の経営状況

2年 度上半期 の無線呼出 し事業者35社 の経営状況 は、総収益 は対前年

度同期比52.6%増 の174億 円(1社 当た り4億 円)、 総費用 は同51.4%増

(注)関 西 セル ラー電話 ㈱、九 州セ ル ラー電 話㈱ 、中国 セル ラー 電話㈱ 、東北 セル

ラー電話 ㈱、北 海道セル ラー電話㈱ 、北陸 セル ラー電話㈱ の6社 。
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第1-2-8表 新 自動車 電話事業 者の経 営状況

〔単位:百 万円)

年 度 営 業 収 益 営 業 費 用 経 常 損 益

元 年 度 17,780
(2,708)

28,578
(6,487)

△10 ,717

(△4,347)

2年 度
一

(30,902)

一
(26,660)

一

(1,417)

郵政省資料によ り作成

(注)1.()内 は上半期の実績値である。

2.元 年度上半期の数値は、 日本移動通信㈱及び関西セルラー電話㈱ の2社 であ

る。

3.元 年度の数値は、上記の2社 に九州セルラー電話㈱及び中国セル ラー電話㈱

の2社 を加えた合計である。

4.2年 度上半期の数値は、上記の4社 に東北セルラー電話㈱、北海道 セルラー

電話㈱及び北陸セルラー電話㈱の3社 を加えた合計 である。

の165億 円、経常利益は8億 円であった。これはNTTも 含 めた無線呼出

し市場 の28.3%で 、前年度 同期 より8.6ポ イン ト増加 した(第1-2-9

表参照)。

(キ)KDDの 経営状況

2年 度上半期 のKDDの 経営状 況は、総収益 は対前年度同期比5 .8%減

の1,283億 円、総費用 は同1.3%減 の1 ,159億 円であった。この うち営業収

益 は対前年度同期比7.5%減 の1,221億 円、営業費用 は同3 .3%減 の1,120

億円・営業利益は同37.8%減 の101億 円、経常利益 は同34 。1%減 の124億

円であ り・減収減益であった・これは2年 度4月 の総額97億 円に上 る電

話料金値下げの影響が大 きい と考 えられ る。

営業収益の うち電気通信事業営業収益 は1,207億 円であ る。サー ビス別

内訳 では、電話収 入 は対 前年 度 同期 比9.4%減 、テ レックス収 入 は同

14.5%減 、電報収入は同7.4%減 、デー タ伝 送収入は同47 .7%減 、 また、

前年度同期8.9%増 であった専用収入は当期 は同2.3%増 であった。 デー

タ通信収入は14・1%増 であった・営業収益に 占め る各サー ビス収 入の割
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第1-2-9表 新無 線呼 出 し事 業者の経営 状況
(単位:億 円)

年 度 総 収 益 総 費 用 経 常 損 益

昭 和63年 度 133 163 629

平 成 元 年 度
266

(114)
255

(109)
10

(4)

平 成2年 度
一

(174)

一

(165) (至)

郵 政省 資料 に よ り作成

(注)1.()内 は上 半期 の実 績値 であ る。

2.昭 和63年 度 の数値 は 、北 海道 テ レ メ ッセー ジ㈱ 、 宮城 テ レ メッセー ジ㈱ 、東

京 テ レ メ ッセー ジ㈱ 、 富 山ペー ジン グサ ー ビス㈱ 、福 井 テ レ メッセー ジ㈱ 、静

岡テ レ メ ッセー ジ㈱ 、㈱ 中部 テ レメ ッセー ジ、 関西 テ レ メッセー ジ㈱ 、㈱ 岡 山

テ レメ ッセー ジ、㈱ テ レ メ ッセー ジ広 島 、愛媛 テ レ メッセー ジ㈱ 、九州 テレ メ ッ

セ ー ジ㈱ 、 佐 賀 テレ メ ッセ ー ジ㈱ 、㈱ 九 州 ネ ッ トワー クシ ステ ム、㈱ 沖縄 テ レ

メ ッセー ジ、福 島 テ レメ ッセー ジ㈱ 、㈱新 潟 テ レサ ー ビス、㈱ 長野 テ レ メッセー

ジ、長 崎 テ レメ ッセー ジ㈱ 、群 馬 テ レサ ー ビス㈱ 、㈱ 山梨 テ レ通信 、 山 ロテ レ

メ ッセー ジ㈱、 香 川テ レメ ッセー ジ㈱ 及 び㈱ 鹿 児島 テ レ コー ル の24社 で ある。

3.平 成 元年 度上 半 期の 数値 は、 上記 の24社 に岩 手 テ レメ ッセー ジ㈱ 、栃 木テ レ

サー ビス㈱ 、青 森 テレ メ ッセー ジ㈱ 、秋 田テ レメ.ッセー ジ㈱ 及び山形 テレ メッセー

ジ㈱ の5社 を加 えた合 計 であ る。

4.平 成 元年度 の数値 は、上 記の29社 に茨城 テレ メッセー ジ㈱ を加 えた合計 であ る。

5.平 成2年 度上 半 期の 数値 は、 上 記の30社 に石 川 テ レメ ッセー ジ㈱ 、 山陰テ レ

メッセー ジ㈱ 、徳 島 テ レ メ ッセー ジ㈱ 、高知 テ レ メ ッセー ジ㈱ 及 び大分 テレ メ ッ

セー ジ㈱ の5社 を加 え た合 計 であ る。

6.端 数 処理 の関 係 で合 計が 一致 しない もの が ある。

合 は 、電 話 収 入 は 前 年 度 同 期 よ り1.6ポ イ ン ト減 の77.4%と な り、逆 に 専

用収 入や デー タ通信収入が わずか なが ら割合 を伸 ば して いる(第1一

1-10表 参 照)。

元年度の財務状況 をみ ると、売上高経常利益率 は11.4%、 総資本経常

利 益 率 は6.2%、 総 資 本 回 転 率 は0.54回 で あ っ た。

(ク)国 際新第一種電気通信事業者の経営状況

2年 度上半期の 日本国際通信㈱ 、国際デジタル通信㈱ の経営状況 は、

総収益 は121億 円、総費用は186億 円、経常損益は65億 円の赤字 であった。
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第1-2-10表KDDの 経営状 況

(単位:億 円)

区 別 昭和61年 度 昭和62年 度 昭和63年 度 元年度 2年 度

総 収 益 2,318 2,560 2,677(
1,423)

2,691
(1,363)

一
(1,283)

電気通信事業営業収益
'

2,224 2,467
2,565
(1,373)

2,563
(1,310)

一
(1,207)

電 話 収 入 1,586 1,900
2,025

(1,098)
2,035

(1,043) (9聴)

テ レッ クス収 入 348 259
199

(106)

168
(85) (73)

電 報 収 入 52 46
41

(21)
38

(19) (18)

専 用 収 入 117 128
152

(76)

164

(82) (84)

データ通信収入 32 32
34

(17)
39

(18) (21)

デー タ伝送収入 21 25
22

(11)
20

(10) (5)

そ の他 の 収 入 67 73 88
(42)

97
(49) (58)

附帯事業営業収益 15 ユ7
18

(8)
23

(11) (頁)

営 業 外 収 益 78 76
94

(41)

103

(42) (あ

総 費 用 2,044 2,207
2,286

(1,125)
2,396

(1,175)

一
(1,159)

電気通信事業営業費用 1,964 2,124
2,215

(1,092)
2,312

(1,144)

一

(1,106)

附帯事業営業費用 34 39 29
(14)

30
(14) (動

営 業 外 費 用 44 42
40

(17)
52

(16) (弱)

経 常 利 益 273 353 391
(298)

294
(118) (画

郵政 省 、KDD資 料 に よ り作成

(注)1.()内 は上 半期 の実 績値 であ る。

2.端 数処理 の関係 で合 計 が一 致 しない もの があ る。
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2社 の国際電話及び国際専 用線市場 に 占め る割合 は10.5%と なってい

る。

イ 放送事業者の経営状況

過去10年 間の放送事業 者の動 向は、NHKの 事業収支の推移 をみると、

元年度の事業収入は昭和55年 度の1.4倍 、事業支出は1.6倍 になっている。

また、受信料改定の推移 は第1-2-11表 のとお りである。

一方、民間放送の営業収入の推移 をみ ると元年度は昭和55年 度の1.9倍

であった。特に昭和63年 度及び元年度は広告費の伸 びに支 えられて前年

度比10%を 超 える伸 びとなっている。

(ア)NHKの 経営状況

元年 度 のNHKの 一般勘 定(注)の事業 収 入 は対 前年 度 比7.8%増 の

3,930億 円、事業支出は同12.1%増 の4,067億 円、事業収支差金は136億 円

第1-2-11表NHKの 受信 料の改定 の推移

(一単位:円)

区分

年度

受 信 料 額/月

カラー 契約 普通契約 衛星カラー契約 衛星普通契約 特別契約

訪
門
集
金

口継
座続
振振
替込

訪
門
集
金

口継
座続
振振
替込

訪
門
集
金

口継
座続
振振
替込

訪
門集

金

口継
座続
振振
替込

訪
門
集
金

口継
座続
振振
替込

51

55

59

元

2

710

880

1,040

1,070

1,370

710

880

990

1,020

1,320

420

520

680

700

890

420

520

630

650

840

=
-

2,000

2,300

=
-

1,950

2,250

=
-

1,630

1,820

二
一

1,580

1,770

=
『

1,040

1,040

=

990

990

郵政 省 資料 に よ り作 成

(注)1.特 別 契約 とは 、地上 系 に よ るテ レビ ジ ョン放 送 の難 視聴 地域 又 は列車 、 電車 そ

の 他 営業用 の移 動体 にお いて、 地 上系 に よ るテ レ ビジ ョン放 送 を除 き、 衛星 系に

よ るテ レ ビジ ョン放 送 を含む受 信 契約 を い う。

2.継 続 振 込 とは、あ らか じめNHKに 届 け 出 を行 い 、NHKが 指定 す る金 融機 関、

郵 便 局等 に おい て指定 す る期 日までに 払 い込 む支払 い をい う。
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第1-2-12表NHKの 経 営状 況(一 般勘定)

(単位:百 万 円)

区 別 昭和63年 度決算 元 年 度 決 算 2年 度収支予算 3年 度収支予算

事 業 収 入 354,780 393,017 484,595 542,738

事 業 支 出 362,785 406,715 448,042 486,922

事業収支差金 △8 ,005 △13 ,698 36,553 55,816

NHK資 料により作成

の赤字 で前年度の80億 円よ り更に赤字 を拡大 した。 これは、元年度収支

予算で見込んだ額142億 円 を5億 円下回ってい る。また、2年 度の収支予

算は、事業収入は4,845億 円、事業支出は4,480億 円、事業収支差金 は365

億円を計上 し、同様に、3年 度の収支予算では、事 業収入 は5,427億 円、

事業支 出は4,869億 円、事業収支差金 は558億 円 を計上 している(第1-

2-12表 参照)。

NHKは 元年4月 に受信規約 を変更 し、放送受信契約の種別 をカラー

契約、普通契約、衛星 カラー契約、衛星普通 契約及び特別 契約 の5種 類

とした。ただ し、衛星放送の有料化 については元年8月 か らの実施 となっ

た。 また、2年4月 に受信料の改定(例:カ ラー契約訪問集金28。0%、

普通契約訪問集金27.1%)を 実施 した。

NHKは 公共放送 として、視聴者か らの受信料収入を主要な財源 とし

てお り、今後 とも、一層の経営合理化、受信料の確実 な収納 に努める必

(注)一 般勘 定 とは、放送法(昭 和25年 法律第132号)第7条 の 目的 を達 成 す るため

にNHKが 行 う同法第9条1項 及 び第2項 の業務 に係 る経理 をい い、事業 収入

の主 な もの としては・受 信料 ・交付金等 があ り、事 業支 出 としては、、放送番 組の

制 作 ・編 集、契約 収納等 に係 る経 費が ある。

この ほか・同法第9条 第3項 の業務 に係 る経理 につ いては、同法 第39条 第2項
の規定 に基づ き、受託業務 等勘 定が設 け られ 、一般勘 定 と区分 して整 理 されてい

る。
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要がある。

(イ)民 間放送の経営状況

元年度の民間放送の収支状況は、営業収 入は対前年度比12.4%増 の1

兆9,371億 円、経常利益 は同30.2%増 の2,367億 円であった。

ラジオ単営事業者 を除 く、民間テレビジョン単営事業者及びラジオ ・

テレビジョン兼営事業者106社 について、広域放送事業者(13社)、 広域

圏独立UHF放 送事 業者(11社)、 県域放送事業者(82社)別 の元年度収

支状況 をみたのが第1-2-13表 であ る。広域放送事業者が全売上高の

65.9%を 占めている。売上高経常利益率、総資本経常利益率 はいずれの

グループ も全産業平均の2～4倍 となってお り、収益水準は極めて高い

ものがあ る。

(ウ)CATV事 業者の経営状況

営利 を目的 としてCATV事 業 を行 う許可施設の うち129社 の元年度

の経営状況については、総収益は前年度比25%増 の215億 円、総費用は同

37.7%増 の285億 円であり、経常損失 は同2倍 の70億 円の赤字であった。

ウ 郵便事業の経営状況

元年度の郵便事業収益は対前年度比11,3%増 の1兆6,991億 円、費用が

同11.2%増 の1兆6,825億 円で、差引き166億 円の利益 となった。

郵便事業経営については、昭和56年 度以降9年 連続 して単年度損益は

黒字 を続けてお り、昭和62年 度末には14年 ぶ りに累積欠損金 を解消 し、

元年度末 には累積利益金は559億 円 となった。

なお、2年 度予算の郵便事業損益は84億 円の利益 を計上 し、同 じく3

年度には6億 円の利益 を計上 している(第1-2-14表 参照)。

(3)通 信事業の設備投資動向

昭和55年 度以降の主な通信事業体 の設備投資の動向を第1-2-15図

に示す。郵便事業、NTT、KDD、NHK及 び民間放送事業者(有 線
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第1-2-13表 民間 テ レビジ ョン単 営放 送 事業者及 び ラジ オ ・テ レビ兼 営放

送事業 者の経 営状況

(単位:百 万円)

広域放送事業者
広域圏独立UHF

放 送 事 業 者

県域放送事業者(
広域圏独立放送
事業者 を除 く)

合 計

営業収 入

62 920,133 32,678 486,844 1,439,655

63 1,029,169 37,003 519,969 1,586,141

元 1,171,356 42,295 563,601 1,777,252

経常 利益

62 75,616 1,682 56,601 133,899

63 96,415 2,310 68,065 166,790

元 135,953 3,532 76,196 215,681

当 期 利 益

(税引 き後)

62 28,071 1,815 22,208 52,094

63 43,357 1,220 25,334 69,911

元 60,707 1,300 32,195 94,196

資産 合計

62 771,690 22,719 518,496 1,312,905

63 845,281 22,814 546,511 1,414,606

元 983,271 26,197 600,006 1,609,474

売 上 高

経常利益率

(%)

62 8.2 5.1 11.6 9.3

63 9.4 6.2 13.1 10.5

元 11.6 8.4 13.5 12.1

総 資 本
経常利益率

(%)

63 11.9 10.1 12.8 12.2

元 14.9 14.4 13.3 14.3

総 資 本
回 転 率

(回)

63 1.27 1.63 0.98 1.16

元 1.28 1.73 0.98 1.18

郵政 省 資料 に よ り作 成

(注)1.広 域 放 送事 業者 は 「㈱ 東京放 送 」、 「中部 日本放 送㈱ 」、「㈱ 毎 日放 送」、 「朝 日

放 送㈱ 」、 「日本 テ レビ放 送網㈱ 」、 「㈱ フ ジテ レビ ジ ョン」、 「全 国朝 日放 送㈱ 」、

「㈱ テ レ ビ東 京」、 「東 海 テ レ ビ放 送㈱ 」、「名 古屋 テレ ビ放 送 ㈱」、「関西 テ レビ

放送 ㈱ 」、「読売 テ レ ビ放 送 ㈱」 及 び 「中 京 テレ ビ放 送㈱ 」 の合 計13社 をい う。

2.広 城 圏 独立 放 送事 業者 は 「㈱ 岐阜 放 送」、「㈱ 近 畿放 送」、「群 馬 テ レ ビ㈱ 」、「㈱

テ レ ビ埼 玉」、 「千 葉 テ レ ビ放 送㈱ 」、 「㈱ テ レ ビ神 奈 川」、 「三 重 テ レ ビ放 送㈱ 」、

「びわ湖 放 送㈱ 」、「㈱ サ ンテ レビジ ョン」、「奈 良 テ レビ放送 ㈱ 」及 び「㈱ テ レビ和

歌 山」の 合計11社 をい う。

3.県 域 放 送事 業 者は1.2.を 除 く合 計82社(元 年 度)で あ る。

4.総 資本 は期 首 ・期 末 平均 で あ る。

5.端 数 処 理 の関係 で合計 が一 致 しない もの が あ る。
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第1-2-14表 郵便事 業の経営状況

(単位:億 円)

区 別 昭和63年度決算 元 年 度 決 算 2年 度 予 算
'
3年 度 予 算

収 益 15,272 16,991 17,101 18,347

費 用 15,133 16,825 17,017 18,341

利 益 139 166 84 6

郵政省資料により作成

テ レビジョン放送事業者 を除 く。)の設備 投資額合計は、昭和55年 度の1

兆9,378億 円か ら元年度 には2兆1,566億 円に増加 してい る。

ア 電気通信事業者の設備投資動向

(第一種電気通信事業者の動 向)

2年9月 に郵政省が実施 した 「通信産業設備投資等実態調査」による
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と、 第一種電気通信事業者全体(67社 合計)の 元年度の設備投 資実績額

(工事べ一 ス)は2兆1,001億 円であ り、前回調査(2年2月 実施)に よ

る昭和63年 度の設備投資実績額1兆9,700億 円(59社 合計)に 比べ6.6%

の増加 であった(第1-2-16表 参照)。

その内訳 をみ ると、NTTが1兆7,355億 円(対 前年度実績額 比1,3%

増)、KDDが554億 円(同2.5%減)と 投資の伸 びを抑 えているのに対 し、

新第一種電気通信事業者は、新規参入による事業者数の増加 と長距離系

及び自動車電話等新事業者の強い投資マ イン ドを受 けて3,091億 円(65社

合計)と 前年度実績額2,003億 円(57社 合計)に 比べ54.3%増 と大幅 な伸

びを示 した。

また、第一種電気通信事業者の2年 度の設備投資実績見込額(67社 合

計)は2兆1,898億 円(対 前年度実績額 比4.3%増)と なっている。 この

うち、NTTが1兆7,200億 円 と前年度実績額 に比べ0.9%減 の見込みと

なっているのに対 し、KDDは 、通信衛星、海底ケーブル等の伝送路施

設及び電話 ・デー タ交換設備 等の拡 充を中心に、752億 円(対 前年度実績

額比35.6%増)と 過去最高の投資額 を見込んでお り、競争力の強化が う

かがわれ る。一方、新 第一種電気通信事業者(65社 合計)は3,946億 円(対

第1-2-16表 第一種電気通信事業者の設備投資額

(単位:百 万円)

区 分

回答事業者数 昭地63年 度

(実績額)

元 年 度

(実績額)

2年 度

(実績見込額)昭和63年 度 元 ・2年 度

NTT 1 1 1,712,820 1,735,580 1,720,000

KDD 1 1 56,893 55,446 75,200

新第一種電気通信事 業者 57 65 200,379 309,103 394,675

合 計 59 67 1,970,092 2,100,129 2,189,875

「通信産業設備投資等実態調査(2年2月 調査 及び9月 調査)」(郵 政省)に より作成
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前年度実績額比27.7%増)と 依然高い伸 びを見込んでお り、サー ビス提

供地域の拡大、通信網 の高度化等の活発 なネッ トワー ク構築投資を反映

している。

次に、新第一種電気通信事業者の設備投資額の投資 目的別構成比 をみ

ると、事業 を開始 して間がないこ と及び設備 の更新時期 には至 っていな

いことか ら、主 として需要増加 に対処す るために行 われていることが分

か る(第1-2-17表 参照)。

(第二種電気通信事業者の動 向)

2年9月 調査 に回答のあった第二種電気通信事業者の2年 度の設備 投

資実績見込額についてみると、特別第二種電気通信事業者(回 答20社 合

第1-2-17表 取得設備 投資額 の投資 目的別構成比(電 気通信 事業)

(単位:%)

目 的

新第一種電気通信事業者 特別第二種電気通信事業者
一般第二種電気通信事業者

63年度
(実績)

元年度
(実績見込)

2年 度

(計画〉

63年 度

(実績)

元年度

(実績見込)

2年 度

(計画)

63年 度

(実績)

元年度
(実績見込)

2鞭
(計画)

需要増加に対処 76.9 81.8 93.5 79.7 70.2 73.6 56.5 55.6 55.1

ISDN化 に対応 0.0 0.0 0.0 0.9 3.7 5.6 0.4 1.5 3.1

OSI化 に対応 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.1 0.5 0.9

維持 ・補修 0.7 2.3 0.0 0.8 1.9 3.0 9.2 10.0 10.8

更新(老 朽代替) 0.7 0.7 0.1 5.2 3.1 4.0 4.9 6.8 8.6

研究開発 0.3 0.2 0.0 1.3 4.3 4.4 5.4 6.9 6.9

合理化 ・省力化 0.4 0.4 0.0 1.6 4.0 3.9 7.6 7.1 6.4

安全 ・信頼性の向上 2.1 3.6 0.7 9.3 6.1 3.9 5.4 5.0 6.1

その他 18.8 11.1 4.5 0.8 6.4 1.2 11.2 6.6 2.8

回答事業者数 58 64 60 18 18 13 187 179 158

「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査〉」(郵政省)に よ り作成
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第1-2一 田表 第二種電 気通信 事業者 の設備投 資額

(単位:百 万円)

区 分 回答事業者数 元 年 度
(実 績 額)

2年 度
(実績見込額)

特別第二種電気通信事業者 20 119,072 ユ54,521

一般第二種電気通信事業者 376 36,915 58,439

「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査)」(郵 政省)に よ り作成

計)が1,545億 円(対 前年度実績額比29.8%増)、 一般第二種電気通信事

業者(回 答376社 合計)が584億 円(同58.3%増)と いずれ も高い伸 びを

示 してお り、投 資マ イン ドの強 さが うかが える(第1-2-18表 参照)。

産 業分野全体 において、情報通信機器の導入ばか りでな く、ネ ッ トワー

ク化 に対する投資が情報化 関連投資の潮流の一つ にな りつつある。 この

中で、第二種電気通信事業に関 しては、これ ら産業界のニー ズ を把握 し

て爆益が好調な企業 と、ニーズ を把握 しきれず収益が伸びない企業 との

差が明確 にな りつつあ り、設備 投資額 に もその影響がは っきり現れてい

る。2年9月 調査に回答のあった第二種電気通信事業者の うち経常損益

が明 らか な事業者について、設備投資額 を黒字事業者 と赤字事業者に分

けてみると、2年 度実績見込額では黒字事業者が1社 当た り12億8 ,300万

円であ るのに対 し、赤字事業者 は1社 当た り1億1,400万 円 となってお

り・大 きな格差が生 じてい る。 また、設備投資総額 についてみると、黒

字事業者(回 答138社 合計)が1,770億8,300万 円であるのに対 し、赤字事

業者(回 答144社 合計)は163億6,700万 円 となってお り、設備投資総額の

大半は黒字事業者によって 占め られている(第1-2-19表 参照)。

イ 放送事業者の設備投 資動向

2年9月 調査に回答のあった放送事業者(有 線テレビジ ョン放送事業

者 を除 く・)の2年 度の設備投資実績見込額につ いてみ ると、NHKの628



第1-2-19表
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損益別取得 設備投 資額(第 二種電気通 信事業)

(単位:百 万円)

損益別事業者区分 63年 度

(実 績)

元 年 度

(実績見込)
2年 度
(計 画)

回答事業者数

黒 字 事 業 者
()内 は一社平均

131,163
(950)

177,083
(1,283)

42,812

(310)

1

138

1

赤 字 事 業 者
()内 は一社平均

21,780
(151)

16,367
(114)

14,646
(102)

144

「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査)」(郵 政省)に よ り作成

(注)事 業者の経常損益は昭和63年 度時点をべ一 スとしている。

第1-2-20表 放送 事業者 の設備投資額

(単位:百 万円)

区 分 回答事業者数 元 年 度

(実 績 額)

2年 度

(実績見込額)

NHK 1 45,673 62,800

民 間 放 送 事 業 者 152 145,099 111,560

有線テレビジョン放送事業者 102 36,151 80,822

「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査)」(郵 政省)に より作成

億円(対 前年度実績額比37.5%増)に 対 し、民間放送事業者(回 答152社

合計)は1,115億 円 と前年度実績額 に比べ23.1%減 の見込み となっている

(第1-2-20表 参照)。

これは、昭和63年 度か らの広告活況が一段落 した こと及び ク リア ビ

ジョン、SNGシ ステムへの設備投資が一巡 した ことなどに よるもの と

考えられる。

一方
、2年9月 調査に回答のあった有線テレビジ ョン放送事業者の2

年度の設備投資実績見込額につ いてみると、808億 円(回 答102社 合計)

であ り、前年度実績額に比べ133.6%増 の見込み となっている。 これは、

回答事業 者の約2割 が2年 度の開局 であったことに よるところが大 き
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い 。

また、民間放 送事業者及び有線 テレビジョン放送事業者の設備投資額

の投資 目的別構成比をみ ると、「需要増加に対処、サー ビスエ リアの拡大」

が最 も比率が高 くなっているが、 これは有線 テレビジ ョン放送事業者の

開局に伴 う投資によるところが大 きく、民間放送事業者については 「番

組制作力の向上 」、「設備の更新 」が主な投資 目的 となっている(第1-

2-21表 参照)。

ウ 設備投資環境の見通 し

経済企画庁の 「法人企業動 向調査報告」(2年9月 調査)に おけ る所属

業界の景気につ いては、3年1月 か ら3月 に関 して 「上昇」 と判断 した

企業の割合が11%、 「不変」が71%、 「下降」が18%で あ り、業況判 断指

標(BSIl上 昇 と判断 した者の割合か ら下降 と判断 した者の割合 を引

いた数値)で は一7と なってお り、産業界全体の傾 向 として業況の先行

第1-2-21表 取得設備投資額の投資目的別構成比(放 送事業)

(単位:%)

目 的
63年 度
〔実 績)

元 年 度

(実績見込)
2年 度
(計 画)

需要増加に対処、サービスエ リアの拡大 32.8 37.9 37.3

番組制作力の向上 22.0 17.5 18.2

維持 ・補修 8.0 8.0 8.5

更新(老 朽代替) 20.2 23.4 28.1

研究開発 0.2 0.6 0.3

合理化 ・省力化 3.0 4.2 4.5

その他 13.8 8.4 3.1

回 答 事 業 者 数 211 226 185

「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査)」(郵 政省)に より作成

(注)回 答事業者にNHKは 含まれていない。
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きを慎重にみている。一方、「通信産業設備投資等実態調査」(2年9月

調査)に おける通信事業のBSI指 標につ いてみ ると、電気通信事業で

は3年 度上半期のBSIは 第一種電気通信事業が48.3、 特別第二種電気

通信事業が49.9、 一般第二種電気通信事業が40.3と いずれ も40を 超えて

お り、景気については強気の判断 をしている(第1-2-22図 参照)。

第1-2-22図 設備投資環 境の見通 し
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「通信産業設備投資等実態調査(2年9月 調査)」(郵 政省)に より作成
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また、放送事業 についてみる と、有線テレビジョン放送事業ではBS

I指 標 は昭和63年 度下半期か ら上昇 して3年 度上半期 が52.8と なってい

るのに対 し、民間放送事業ではBSIが 昭和63年 度下半期の65.8か ら3

年度上半期 には一14.8に まで急下 降 してお り、広告活況が一段 落 した後

の事業 をめ ぐる景気を下降局面 とみていることが分か る。

2情 報通信関連産業の動向

(1)通 信機器製造業

2年 の通信機器の受注額 は2兆7,353億 円(対 前年比10.7%増)で あっ

た(第1-2-23図 参 照)。

第1-2-23図 通 信機器 受注額等
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通信機械工業会、㈱ 日本電線工業会資料 により作成

(注)1.昭 和55年 から昭和62年 までの数値は、通信機器受注額につ いては年度末受注

額、銅線 ケープル出荷額 については年度末の出荷額 である。昭和63年 以降の数

値 は、通信機器受注額については年末受注額 、銅線 ケーブル出荷額については

12月の出荷額である。

2.通 信機器受注額 については、2年 か ら集計方法に変更があった。
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機種別 内訳をみ ると、有線通信機器が2兆1,338億 円(対 前年比8.9%

増)、 無線通信装置が6,015億 円(同17.8%増)で あった。

需要先別ではNTT関 係が8,105億 円(対 前年比21.7%増)と 堅調であ

り、KDDを 含めたその他 第一種電気通信事業者関係 では、2年4月 か

ら12月 までの合計で1,106億 円であった。

(2)通 信ケーブル製造業

㈹ 日本電線工業会資料に よると、2年12月 末現在の銅線ケーブルの出

荷額 は1,904億 円(対 前年同期比29.0%増)で あった。

また、通商産業省の 「資源統計月報」に よると、2年 の電線、 ケーブ

ル用光 ファイバ製 品の生産 量 は146万6千 キ ロメー トル コア(対 前年比

25.1%増)で あ り、 この うち光 ファイバケー ブルは126万1千 キロメー ト

ルコア(対 前年 比69。9%増:シ ェア86.1%)で あった。

(3)電 子計算機器製造業

通商産業省の 「生産動態調査」に よると、2年 の電子計算機及び関連

装置の生産額は5兆8,174億 円(対 前年比2.8%増)で あった。

(4)広 告業

2年 の総広告費は5兆5,648億 円(対 前年比9,7%増)で あった。

この うち放送系の広告費は、テレビ広告費が1兆6,046億 円(対 前年比

9.7%増)、 ラジオ広告費が2,335億 円(同12.0%増)で あった。

また、ダイレク トメール広告費は1,968億 円(同7.7%増)、 電話帳広告

費は1,235億 円(同24.7%増)、 二4一 メディア広告費は119億 円(同25.3%

増)で あった(第1-2-24表 参照)。
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第1-2-24表2年 の メデ ィア別広 告費

広告費(億 円) シェア(%)
「

対前年増加率(%)

テ レ ビ

ラ ジ オ

新 聞

雑 誌

ダ ィ レ ク ト メー ル

電 話 帳 広 告

ニュー メディア広告費

折 込、屋 外、そ の 他

16,046

2,335

13,592

3,741

1,968

1,235

119

16,612

28.9

4.2

24.4

6.7

3.5

2.2

0.2

29.9

9.7

12.0

6.8

11.5

7.7

24.7

25.3

10.7

合 計 55,648 100.0 9.7

「日本の 広告 」(㈱ 電通)に よ り作 成

(注)ニ ュー メデ ィア広 告費 は 、CATV、 ビデ オ テ ッ クス、文字 放 送等 の メデ ィア に投

下 され た広告 費 で ある。

(5)新 聞業

㈹ 日本新聞協会の会員 であ る新 聞社の発行 する一般 日刊紙の総発行部

数は、2年10月 現在5,191万 部(前 年同期比1.7%増)で あった。 これは、

1世 帯 当た り1.26部 、人口1千 人当た りでは591部 が読 まれていることに

なる。

(6)出 版業

元年度 における書籍及 び雑誌の推定実売金額は2兆145億 円(対 前年度

比3.3%増)で あった。その内訳は、書籍が7,969億 円(推 定発行部数13

億6,648万 部)、雑誌が1兆2,176億 円(推 定発行 部数は、月刊誌23億5,469

万部、週刊誌19億4,463万 部)で あった。

(7)通 信販売業

㈹ 日本通信販売協会調査 によると、元年度の通信販売業 の売上高は1

兆4,600億 円(対 前年度比11.5%増)で あ り、昭和61年 度以降4年 間2桁

以上 の伸 びが続いてい る(第1-2-25表 参照)。
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第2節 通信経済の動向 一93一

通信販 売売上 高の推移

年度 57 58 59 60 61 62 63 元

売上高(兆 円) 0.64 0.69 0.76 0.83 0.97 1.15 1.31 1.46

対前年度増加率(%) 一 7.2 10.8 9.2 16.9 18.6 13.9 11.5

㈹ 日本通信販売協会資料により作成

通信販売業におけ る郵便の利用状況 をみると、広告媒体 としてカタロ

グ等の自社媒体 を利用 してい るもの(売 上高の78.0%に 当た り、その他

は他社媒体 として新聞、テレビジョン等 を利用 している。)のうち、配布

方法 として郵便 を利用 している ものが54.3%(前 年度48.6%)、 通信販売

業を専業 としているものについては66.1%(前 年度59.6%)と 年 々増加

傾向を示 している。

なお、注文品の発送方法において郵便 を利用 しているものの比率 は、

全体 で7.9%、 専業で10.6%で あった。
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第3節 情報化の動向

社会経済の発展に伴 って、社会のあ らゆ る側面で情報化が進展 してい

る。郵政省では、毎年 「情報流通センサス」 を実施 して我が 国の情報化

の把握 を行っている。

情報流通センサスは郵便、電話、テレビジョン等多様 な情報通信 メディ

アを通 じて流通する情報 量を情報の発信、供給及び消 費の各場面におい

て定量的に計量す るものである(付 表 ユ及 び2参 照)。

本節 では、情報流通センサスの手法 を用 いて我が国の情報化 を、情報

流通の動向、地域情報流通の動 向及び国際情報 流通の動 向のそれぞれに

つ いて概観す る。

1情 報流通の動向

過去10年 間の総供給情報量の伸 びは年平均伸 び率6.8%で あ り、実質国

民総生産の伸び(年 平均伸び率4.1%(注))を 大 きく上回ってい る。一方、

消 費情報量の伸 びは年平均伸び率1.8%で あ り、実質国民総生産の伸 びよ

りもかな り低 くなっている。実質国民総生産一単位 当たりの供給情報量

は昭和54年 度を100と す ると元年度には総供給量では130、 放送 を除 く電

気通信系では2ユ0であった(第1-3-1図 参照)。

(1)供 給情報量

元年度1年 間に供給側 が受信側に対 して消費可能 な状態 で提供 した情

報 の総 量である総供給i青報量は4.44×1017ワ ー ドで、前年度に比べ7.4%

増加 し、昭和54年 度の1.92倍 であった(第1-3-2図 参照)。

メディア グループ別に対前年度伸 び率 を見 ると、電気 通信系7 .4%増

(注)昭 和60年 度基準 とす る。
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(対 昭 和54年 度 比1.93倍)、 輸 送 系7.3%増(同1.50倍)、 空 間 系1.7%増(同

1.19倍)で あ っ た(第1-3-3図 参 照)。

元 年 度 の 総 供 給 情 報 量 の メ デ ィ ア グ ル ー プ 別 構 成 比 は 、 電 気 通 信 系 が

全 体 の99.0%、 輸 送 系 が0.5%、 空 間 系 が0.5%と な っ て お り、 電 気 通 信

系 が 圧 倒 的 に 高 い 割 合 を示 して い る。 中 で も、 テ レ ビ ジ ョ ン放 送 の 占め

る割 合 は 高 く、 総 供 給 情 報 量 の78.6%を 占め て い る。

ま た 、 総 供 給 情 報 量 を マ ス ・メ デ ィ ア に よ り供 給 さ れ て い る情 報 量 と

パ ー ソナ ル ・メ デ ィ ア に よ り供 給 さ れ て い る情 報 量 に 分 け て み る と、 マ

ス ・メデ ィ ア に よ り供 給 さ れ て い る情 報 量 は 全 体 の99.3%と 、 大 部 分 を

占め て い る。

200

100

指
数

第1-3-1図 供 給情 報量等 の推移

(昭和54年度=100)

/'＼
実質国民総生産

膠,rノ

,.,!'ノ 気＼総

消 費情 報 量一
54555657585960616263兀

年 度
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第1-3-2図 供給情報 量の 推移

(昭和54年度=100)

200

慰oo数
。一 二

54-555657585960616263兀
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第1-3-3図

輸送系0.5%空 間 系0.5%

供 給 情 報 量 の メ デ ィァ 構 成

辛斤昂目0,3%丸 卜言舌 ⑪.5%

ラノオ孜送
16.1%

CATV自 主放送
4,0%

衛星放送
0,7%

CATV再 送信
12,1%TV放 送

78,6%
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(供給情報量にみ る情報 メデ ィアの推移)

元年度の各 メディアの供給情報量 と昭和54年 度か らの供給情報量の伸

び率 をみ たのが第1-3-4図 である。

供給情報量 の伸 びが著 しいのは、データ伝送(268倍)、 専用サー ビス

(100倍)、 自動車 ・携帯電話(46倍)、 ファクシミリ(41倍)等 でいずれ

もパー ソナル系 の電気通信 メディアである。電話 は通話回数が1.9倍 に伸

びたことで情報 量 も2.0倍 となったが、他 のパーソナル系 の電気通信 メ

ディア と比較す る と落 ち着 いた動 きを してお り、 メディアが成熟 してい

ることを示 している。 しか しテ レックスのよ うに大 きく情報量が減少 し

第1-3-4図 供給情報 量 と増加率(元 年度/昭 和54年 度)
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てい るメディア もあって、パー ソナル系の電気通信 メディア内におけ る

メデ ィア交代の状況が うかがわれ る。 またマ ス ・メデ ィァ系の電気通信

メディアでは、CATVの 自主放送の伸び(6.5倍)が 大 き くなってい る。

輸送系メデ ィアは伸びているが全般的に動 きが小 さく、空間系はほ と

ん ど変化 していない。

(2)消 費情報量

元年度1年 間 に情報の受け手が実際 に消費 した情報の総量であ る総消

費情報量 は2.05×10'6ワ ー ドで、前年度に対 し4.1%増 加 し、昭和54年 度

の1.19倍 となった(第1-3-5図 参照)。'

元年度の総消費情報量のメデ ィアグループ別構成比は、電気通信系が

150

100

指数

第1-3-5図 消 費情 報 量 の 推 移

(昭和54年 度=100)

＼/

4

度
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全 体 の62.8%(対 昭 和54年 度 比1.19倍)、 輸 送 系 が3.8%(同1.41倍)、 空

間 系 が33.4%(同1.17倍)と な っ て お り、 消 費情 報 量 に お い て も電 気 通

信 系 の 占め る割 合 が 最 も高 くな っ て い る(第1-3-6図 参 照)。

輔犠
～

第1-3-6図 消 費 情 報 量 の メ デ ィア構 成

ての他 コ4%匠[μ 日サート7・
35りり

会 、F義:}{1%

教 育96%

岩 糟11〕%

粧 記 〔17%

新 聞D9%
ラ/才 放 】七lo%

伸び率ではパー ソナル ・メデ ィアから消費 してい る情報量が昭和54年

度の1.56倍 とマ ス ・メディアか ら消費している情報量の1.14倍 を上 回っ

ている。供給情報量ではパー ソナル ・メディアの伸 びが1.56倍 、マス ・

メデ ィアの伸びが1.92倍 とマ ス ・メディアの伸 びが上回ってい るか ら、

情報化の進展は情報の供給面 ではマス ・メデ ィア情報の流通増 となり、

情報の消費面 ではパーソナル ・メデ ィア情報の流通増 とい う形で表れて

いる。

情報消費率 は、供給 され た情報量の うちどの程度の情報が実際に消費

されたかを示す指標であ り、総消費情報量/総 供給情報量 で計算 され る。

情報消費率 は年々低下す る傾向にあ り、元年度は前年度 に対 し0.2ポ イ

ン ト低下 の4.6%(対 昭和54年 度比2.9ポ イン ト低下)で あった。 これは

情報の選択の幅が広が っていることを示す ものである。

また、情報消費率 をメディアグループ別に見ると、電気通信系が前年
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度 と同 じ3.0%(同1.7ポ イン ト低下)、 輸送系が前年度に対 し0.4ポ イン

ト低 下の34. -4%(同2.2ポ イン ト低下)、 空間系は前年度に対 し1。7ポイン

ト低下の294.4%(同3.6ポ イン ト増加)と なっている。

(3)原 発信情報量及び蓄積情報量

元年度 において新 たに作成 されたオ リジナルな情報の総量である総原

発信情報量 は3.09×1017ワ ー ド(対 前年度 比3.7%増)で 昭和54年 度 の

1.55倍 であった。 また情報の保存及び将来的な再利用 を意図して1年 以

上保 存 され てい る情報の総量 であ る総蓄積 情報 量は1.75×1015ワ ー ド

(対前年度比1,7%増)で 昭和54年 度の1.27倍 となった。

2地 域の情報化

本項では、地域における情報化について把握するために、地域別発信

情報量、供給情報量及び消費情報量の状況並びに加入電話等における地

域間の情報交流状況を概観する。

(1)地 域別情報流通状況

ここでは、「地域別情報流通センサス」㈹ の結果を用いて地域の情報化

の現状を概観する(元 年度の総発信情報量、総供給情報量、総消費情報

量は付表3～5参 照)。

ア 供給情報量

(ア)総 供給情報量

元年度の総供給情報量は第1-3-7図 のとお りである。

(注)郵 政省では全国を対象とした「情報流通センサス」と並行して、昭和62年度か

ら都道府県別の情報流通量の調査 「地域別情報流通センサス」を行っている。調

査対象メディアについては付表2を 参照。「発信情報量」は各県内の情報発信者
から県内外に発信された情報量の合計、「供給情報量」は各県内の情報の受け手

に対して県内外から提供された情報量の合計、「消費情報量」は各県内で実際に

消費した情報量の合計をいう。
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第1-3-7図 地域 別供 給情報量
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元年度の総供給情報量の上位3地 域は昭和63年 度 と同 じく東京、神奈

川、大阪の順である。全国に 占める割合 は、東京14.3%(昭 和63年 度は

14.4%)、 神奈川8.9%(同8.8%)、 大阪7.7%(同7.4%)で あ り、3都

府県で全国の30.9%(同30.6%)で あった。

昭和54年 度 と元年度 を比較 すると、テレビジ ョン放送局の開局によ り

岡山、香川、熊本、福 島などの伸 び率が大 き く、供給情報量の大 きい都

府県の伸 び率は必ず しも大 きくない(第1-3-8図 参照)。

三大都市圏の全 国に 占め る割合 をみると、東京圏(東 京、神奈川、埼

玉及び千葉)が35.3%、 大阪圏(大 阪、兵庫及 び京都)が14.4%、 名古
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第1-3-8図 地域別供 給情報 量の 元年度 シ ェア と対 昭和54年 度成 長比
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屋圏(愛 知及び三重)が7.1%で あ り、三大都市圏で全 国の総供給情報量

の56.7%を 占めている。 人口の全国に占める割合 は、東京圏25.6%、 大

阪圏13.6%、 名古屋圏4.4%で あ り、いずれの都市圏でも、人 口の割合以

上 に供給情報量が集中 してい る。特に東京 圏の供給情報量 は、全 国の3

分の1以 上のシェアを占めてお り、情報の集中が著 しい。

地域別供給情報量の地域 間格 差をジニ係数(注)の推移でみる と、元年度

(注)横 軸 に情報量 の小 さい県か ら大 きい県へ 累積 百分率 を と り、縦軸 にこれ らの

都 道府 県の情報 量及び 県内総 生産 の累積 百分率 を と り、両 者 の対応 す る点 を連

続 的に結 んだ ものが ロー レンツ 曲線 となる。格差 が全 くない場合 は、ロー レンツ

曲線 は対角 線(均 等分布 線)に 一致 す る。 ジニ係数 は、 ロー レンツ曲線 と均 等分

布 線 との間の面積 と均等分 布線 よ り下 の三角 形 の面積 との比 に等 しい。 ジニ係

数 が小 さいほ ど情報量 は均 等分布 であ る。
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第1-3-9図 県内総生産 及 び情報 流通 量の ジニ係数の推移

供給情報量
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は0.561(昭 和63年 度は0.559)と なってお り、昭和54年 度か ら昭和58年

度まで減少傾 向にあったが、それ以降わずかに拡大傾向 を示 している(第

1-3-9図 参照)。

(イ)県 民1人 当た りの供給情報量

元年度の県民1人 当た りの供給情報量の上位3地 域は東京、神奈川、

千葉の順である。以下、埼玉、群 馬、栃木の関東各県が上位 を占めてい

る。ジニ係数 は0.186で あ り、地域間格差は総供給情報量 よりもは るかに

小 さ くなっている。
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(ウ)電 気通信系パー ソナル ・メデ ィアの県民1人 当た り供給情報量

供給情報量については、 その99%以 上が、テレビジョン放送及 びラジ

オ放送等のマス ・メデ ィアに よるものであるので、テ レビジョン放送 の

受信可能チャネル数の影響 を強 く受 ける。そこで、パー ソナル ・メディ

アの供給情報量の中か ら電気通信系について取 り出 し、県民1人 当た り

の平均 と比較 した ものが第1-3-10図 であ る。

大都市近郊の県はテレビジ ョン放送の多チ ャネル化が図 られているた

め、総供給情報量では全国平均 を上回っでいる県が多いが、電気通信系

パー ソナル ・メディアでは平均 を上回ってい る県はあま り多 くない。1

人当た りの電気通信系パーソナル ・メディアの供給情報量が全国平均 を

10%以 上上回る多供給地域 は、北海道、東京、愛知、大 阪、京都 、広島

及び福 岡の7都 道府県であ り、いずれ も各ブロックで中核 をなす地域で

ある。全国平均 を0～10%上 回る地域 には、宮城、石 川、香川等の他ブ

ロックの中核 となる県が含 まれている。

イ 消費情報量

元年度の総消 費情報量は第1-3-11図 の とお りである。

元年度の総消費情報量の上位3地 域は、昭和63年 度 と同 じく東京、大

阪、神奈川の順 である。全国に占める割合は、東京9.3%(昭 和63年 度は

9.4%)、 大阪7.1%(同7.1%)、 神奈 川6.3%(同6.2%)で あ り、昭和63

年度 と比べ て、ほ とん ど変化 はみ られ ない。

ジニ係数の推移 をみ ると元年度は0.431(昭 和63年 度は0.430)で あ り、

昭和54年 度 と比べ るとわずかに増加 している。 また、県民1人 当た りの

消費情報量についても昭和54年 度から元年度 まで0.040又 は0.039の 低 い

水準 で変化がな く、地域間格差はほ とん どない。

ウ 情報量 と県内総生産 の地域間格 差の比較

地域における情報発信 ・供給力 と経済活動の地域間格差 を比較す るた
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第1-3-11図 地域別 消費情 報量
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めに、総発信情報量、総供給情報量及び総消費情報量の各情報量並びに

県内総生産の ジニ係数 の推移 を、昭和54年 度か ら経年 的に示 した ものが

第1-3-9図 であ り一 ロー レンツ曲線 を元年度について示 した ものが

第1-3-12図 である。

ジニ係数 で発信情報量 と県 内総生産 との地域間格差 を比較す ると、 ほ

ぼ同 じ大 きさで推移 してい るが、県内総 生産の格差はわずかに増加す る

傾 向が続いているのに対 して、総発信情報量の格差 は昭和60年 度以降は

拡大傾 向がやや頭打ちに なりつつある。

供給情報量は、県内総生産 よ りも地域 間格差が大 きい。 また、供給1青
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県 内総生産 及び情報流通 量の ロー レンツ曲線(元 年度)

¢

%50

都道府県累積百分率

(注)県 内総生産は昭和63年度の数値 を用いている。

ノ
劉

100

報量の地域間格差は昭和58年 度 までは縮小 してお り、 この時期 に各地で

放送局の開局が続 き、地域間格差の縮小が進展 したこ とを示 している。

近年 は、ニュー メディア等の導 入開始時期 において地域間に格差が生 じ

るため、格差 は再び微増傾向にある。

消費情報量は、比較的地域間格差が小 さく、経年的に も安定 してお り、

ほとんど変化はみられない。
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(2)地 域間の情報交流状況

ここでは、地域間のパー ソナルな情報交流 について代 表的な手段 であ

る加入電話 と郵便を取 り上げ、それぞれの地域の特徴 をみ る。

ついては、① 自都道府県内で交流が行われる比率、②各ブ ロック㈱ 内

で交流が行 われる比率、③他都道府県 との交流全体の比率 を100と した場

合の交流状況の三つの視点か ら分析す る。

ア 加入電話

我が国における元年度の加入電話の都道府県間の情報交流状況 をまと

めたのが、第1-3-13表 である。

(自都道府県内の情報交流状況)

自都道府県内に完結す る通話の割合は全国平均 で82.3%で あ る。各県

ともおおむね80%台 であるが、北海道 と沖縄につ いては、地理 的状況 を

反映 してお り、特 に北海道につ いては、1道1ブ ロックという社会経済

特性 を反映 し、道内で完結す る比率が95.9%と 高 くなっている。

他方で、関東ブロック内の埼玉、千葉、神奈川及 び東京並びに近畿ブ

ロック内の滋賀、京都及び奈良においては、 自都道府県内に完結す る通

話 の割合は70%台 と低 くなっている。東京は、我が国の政治経済活動の

中心 として関東ブ ロック内に とどまらず全国各地へ情報 を発信 している

(注)こ こで は第四次全 国総合 開発計 画 におけ る区分 に よって い る。 ブ ロ ック区分

は次の とお りで ある。

北海 道ブ ロ ックは北海 道、東北ブ ロ ックは青 森、岩 手、宮城 、秋 田、山形 、福 島

及 び新 潟、関東 ブロ ックは 茨城、栃木、群 馬 、埼玉、千葉、神奈 川、山梨 及 び東

京・中部 ブロ ッ クは長野・岐阜・静岡・愛知 及 び三重、北陸 ブロ ックは富山、石

川及 び福 井 ・近畿 ブロ ックは滋賀・京都 ・大 阪、兵庫、奈 良及 び和 歌 山、中国 ブ

ロ ックは鳥取 、島根 、岡山、広 島及び 山口、四国ブ ロ ックは徳 島、香川 、愛媛及

び高知、九州 ブ ロックは福 岡、佐賀・長崎、熊本、大分、宮崎及 び鹿児 島、沖縄
ブロックは沖縄か らなる。
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第1-3-13表 都 道府県別通 話の 交流状 況

(単位:%)

自都 道

府県あて

自フロ,1

あ て

通話の相手先の上位都道府県1除 く自都道府県1

1位 2位 3位 4位 5位

(北海道プロ ・ク・

北海 道

凍 北プ ロッ勿

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

(関東ブロッ ク)

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

神 奈 川

山 梨

東 京

仲 部ブロ ック〕

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

(北陸ブロ ック)

富 山

石 川

福 井

一

95.9

『

90.1

87.1

83.2

88.3

87.8

87.0

89.0

-

81.8

80.0

81.2

70.8

73.8

75.3

85.7

75.3

-

87.0

82.0

87.9

85.4

83.3

-

86.3

85.4

86.4

95.9

95.9

92.5

94.8

94.5

91.7

94.3

93.8

91.6

90.1

93.7

97.2

96.5

96.3

95.8

96.3

94.5

96.1

91.4

91.4

89.0

94.0

90.8

91.6

92.2

90.6

91.1

90.4

90.3

東 京(42.1)

東 京(21.7>

宮 城(31.3)

東 京(24.ω

東 京(21.7)

宮 城(31.5)

宮 城(27.5)

東 京(36.7>

東 京(37.0)

東 京(35.9)

東 京(33.2)

東 京(62.7)

東 京(62.8)

東 京(64.0)

東 京(48.3)

神 奈 川 〔24,0)

東 京(36.1)

愛 知(60.2)

東 京(32.9)

岐 阜(19.5>

愛 知(46,4)

石 川(30.8)

富 山(21.4)

石 川(23,1)

神 奈1旧7.6[

宮 城(20.6)

東 京(18.9)

福 島(14.8)

宮 城(18.3)

東 京(23.6)

東 京(27.0)

埼 玉(7.4/

千 葉(19.6)

埼 玉(12.7)

埼 玉 〔21,2)

千 葉(6.2)

埼 玉(7。7)

静 岡(5.D

神奈 川q1.3)

埼 玉(17.8)

愛 知(10.4)

東 京(8.9)

愛 知(19,9)

東 京(17.2)

大 阪(15.1)

東 京(15.6)

大 阪(14.1)

大 阪(19.7)

大 阪(6.9)

岩 手(14.7)

青 森(11.3)

岩 手 〔12.3)

山 形(12.8)

神奈1旧5,8)

茨 城(6.5}

神 奈 川7.2)

栃 木(10.5)

群 馬(12.2)

栃 木(14.4)

神 奈1旧6.0)

神奈 川7,4)

千 葉(4.9)

静 岡(7.7)

千 葉(14.2)

新 潟(8.8)

大 阪(6.9)

神 奈111q4.6)

大 阪(12.0)

東 京(9.1)

大 阪(11.2)

東 京(13.6)

東 京(11.7)

千 葉 〔4、7}

北 海 道17,71

山 形 〔6.6〕

山 形 〔10,1〕

青 森 〔8.9>

福 島 〔5,5)

神 奈Ili(6.51

長 野(6.ω

埼 玉(9。6>

茨 城 〔12.D

神 奈 胆5,3}

群 馬 〔4.9)

茨 城 〔5.8)

埼 玉 〔4.8)

長 野 〔7.2)

大 阪(6.2)

神 奈 川 σ.P

三 重(2.6)

大 阪(5.5)

三 重 ほ0.8)

岐 阜 〔4.ω

愛 知(9.1>

福 井(13.0)

愛 知 〔9.3)

埼 五14.6i

秋 田 「7,41

秋 田(5,4〕

青 森 〔6.6>

岩 手 σ.9}

秋 田15.0)

埼 玉(5,4)

大 阪(4.8)

神奈 川r5.71

神 奈 川6.61

新 潟 〔5,1)

茨 城(2.8}

大 阪(1.8)

大 阪(2.4>

埼 玉 σ.D

茨 城(3.5)

埼 玉 〔5.5)

静 剛1.8)

埼 玉 〔3.3)

静 岡(9,P

奈 良 〔3.5)

新 潟 〔4.7)

愛 知(ll.2)

京 都 〔7.3)
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(単位:%)

自 都 道

府県あて

自フロ ク

あ て

通話の相手先の上位都道府県(除 く自都道府県)

1位 2位 3位 4位 5位

(近畿ブロ ック)

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌 山

(中国プロ ノク)

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

(四国 ブロック〉

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

(九州 ブロック)

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿 児島

(沖縄ブ ロック)

沖 縄

一

75.8

78.6

81.4

80.5

75.0

87.0

-

83.7

86.1

87.1

86.5

86.2

-

88.0

8L2

89.0

91.4

-

87.3

82.2

87.9

87.1

88.7

89.9

90.5

　

95.4

92.1

92.5

93.3

90.6

94.0

95.1

96.8

91.7

91.5

94.2

91.4

91.5

91.4

91.9

92.7

88.0

92.4

94.7

94.9

93.6

96.6

95.9

95.8

95.9

96.4

95.4

95.4

95.4

京 都(32.6)

大 阪(44.4)

兵 庫(22.9)

大 阪(61.1)

大 阪(62.8)

大 阪(60.3)

島 根(23.9)

広 島(26.2)

広 島(26.5)

大 阪(16.5)

広 島(33.1)

香 川(27.8)

大 阪(20.6)

香 川(21.5)

大 阪(20.4)

東 京(13.1)

福 岡(59.8)

福 岡(46.1)

福 岡(46.4)

福 岡(45,5>

福 岡(25.0)

福 岡(22.6)

東 京(26.8)

大 阪(30,5)

滋 賀(12.8)

東 京(14.0)

東 京(8.3)

京 都(9.4)

東 京(8.1)

大 阪(18.7)

鳥 取(21.9)

大 阪(212)

岡 山(14.4)

福 岡(23.0)

大 阪(23.5)

愛 媛(16.8)

大 阪(18.9)

香 川(18.7)

熊 本(12.9)

長 崎(14.3>

佐 賀(10.3)

東 京(9.2)

東 京(9.9)

鹿 児島(2L5)

宮 崎(14.4)

福 岡(16.8)

東 京(5.6>

東 京(8,5)

京 都(11.3)

京 都(4.7)

兵 庫(4,4)

奈 良(5.3)

広 島(13.0)

大 阪(13.3)

東 京(9,1)

山 口(14.4)

大 阪(9.1)

東 京(9.1)

徳 島(11.8)

東 京(10.9)

愛 媛(14.7>

大 阪(9.8)

東 京(5.3)

東 京(9.3)

鹿 児 島 〔6.6)

熊 本(9.6)

熊 本(10.3)

東 京(1L6)

大 阪(11.8)

愛 知(5.1>

兵 庫(6,8)

奈 良(8.0)

岡 山(2.6)

東 京(4.3)

兵 庫(4,5)

兵 庫(9.9)

東 京(7.3)

兵 庫(8.8)

東 京(12.2)

東 京(9.0)

兵 庫(6.5)

東 京(10.5)

広 島(9.7)

東 京(11.1)

長 崎(9.4)

熊 本 〔3.6)

大 阪(6.1)

大 阪(5,9)

大 阪(6,4)

東 京(9.8)

大 阪(11.1)

神奈 川(7,0)

兵 庫(3.9)

奈 良(4.0)

愛 知(4.9)

愛 知(2.2)

三 重(3.2)

京 都(4.2)

岡 山(9.6)

山 口(5.5)

香 川(4.8)

福 岡(5.4)

島 根(2.4>

愛 媛(6.1)

高 知(7.4)

高 知(6.1)

徳 島(5.4>

大 分(9.1)

大 阪(3.5)

熊 本(5.9)

大 分(4.2)

宮 崎(4.1)

大 阪(7.0)

熊 本(10.8)

鹿 児 島 〔5.3)

全 国 82.3 93.0

郵政省資料により作成

(注)括 弧内は、他の都道府県あての通話回数 に占め る割合である。
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ことを反映 し、関東ブロ ック内の埼玉、千葉及び神奈川並 びに近畿ブロッ

ク内の滋賀、京都及び奈良については、各ブ ロックの中枢である東京、

大阪あるいはその近隣への交流が多いこ とによる。 これ は東京及び大阪

の吸引力の強 さを端的 に反映 しているとみ られる。

(ブロック内における都道府県間の情報交流状況)

自ブロック内に完結す る通話の割合 は、全国平均で93.0%で あ り、お

おむね共通 している。 この中で東京を除 く関東ブロック内の各県及び九

州ブロ ックにおいて、 自ブロック内に完結す る通話の割合が高 くなって

いる。九州ブロックについては、福 岡あての通話の割合が高いことを反

映 している。郵便 と合わせ ると福岡が九州におけ る情報交流の中核的位

置を確立 してい ることが示 されている。

ブロック内におけ る都道府県間の情報交流状況の特徴 をみる。東北ブ

ロックにおいては、宮城あての通話の割合が高いが、青森、秋田、新潟

及び福島においては東京あての通話の割合が高 く、 これ らの県と東京の

むすびつ きが相対的に強い ことが示 される。

中部ブ ロックについても、長野、静岡両県は東京 との交流が強 く、名

古屋 を中心 とす る情報圏は、愛知、岐阜及び三重の3県 に とどまってい

る。

北陸ブロックにおいては、石 川を中心に情報の交流が行 われている。

中国ブロックにおいては、岡山、広島及び山口の山陽地方の情報圏 と鳥

取及び島根の山陰地方の情報圏に分かれ る。 これは中国ブ ロックを中国

山脈が横断 しているという地理 的・経済的な特性 を反映 している。 また、

山口と福 岡の間において密接 な情報交流が行 われ、山ロが経済的に福 岡

と密接な関係にあるこ とを示 している。

四国ブロックにおいては、高知等で大阪あての割合が高いことが特徴

的である。
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(全国的な都 道府県間の情報交流状況)

各地域 とも東京 との情報交流が活発 であるが、取 り分け富山、長野及

び静岡以東の東 日本全域並びに九州及び沖縄地方について強いむす びつ

きがあ り、情報交流の拠点 としての東京の姿が うかがわれ る。

大阪に対 しては、福井、滋 賀及び三重以西 であ るとともに広 島及び島

根以東である地域及び四国の各県に強い情報交流がみ られ る。

なお、自県を含む交流全体 を100と して、各都 道府県について、電話の

相手側都道府県の発信又は着信のいずれかで2%以 上 を占めていること

を基準 として作成 したのが第1-3-14図 であ る。

この図か らも、東京、大阪を拠点 とす る情報交流の広が りが うかがわ

れるとともに、福 岡、宮城等がブ ロックにおけ る情報交流 の拠点 となっ

ているこ とが分かる。

イ 郵便

元年度 の郵便 の都道府 県間の情報交流状況 を まとめ たのが、第1-

3-15表 である。

郵便につ いては、① 自都 道府県内あるいはブロック内で情報 交流が完

結する比率 は加 入電話 に比べかな り低い、②他県 との交流 は圧倒的に東

京の比重が高いという特徴がみ られる。

これは、郵便料金が全国均一 で遠距離通信につ いて相対的に低価格 で

あるこ と、金銭の請求、意思決定の連絡等儀礼的な情報交換は文書に よっ

て行われるが、この ような意思決定等が東京に集中 してい るこ とを反映

した もの とみ られ る。

(自都道府県内の情報交流状況)

自都道府県内に完結す る郵便の割合は全国平均 で55.3%で ある。

都道府県ごとにみ ると、関東ブ ロック内の各県の比率 が低 いこ とが 目

立つ。 これは東京が全 国を対 象 とした情報交流の拠点である等加入電話
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第1-3-15表 都道 府県別 郵便物 の交流状 況

(単位:%)

自都 道

府県あて

自プロノク

あ て

郵便物のあて先の上位都道府県(除 く自都道府県)

!位 2位 3位 4位 5位

(北海道ブロック)

北海道

(東北ブロック)

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

(関東ブロック)

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

神奈川

山 梨

東 京

(中部ブロック)

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

(北陸ブロック)

富 山

石 川

福 井

『

85.7

-

73.1

73.6

38.9

78.1

77.5

76.1

76.4

-

64.2

71.6

62.0

45.7

57.1

39.3

61.0

43.8

-

78.2

66.8

71.9

73.3

64.7

-

71.4

68.2

71.8

85.7

85.7

83.8

79.7

82.3

90.1

83.5

83.1

80.4

78.2

70.9

91.6

94.2

89.5

85.2

89.0

77.7

83.4

65.6

80.1

80.8

78.4

76.0

82.6

76.6

77.5

76.4

79.3

76.1

東 京(54.9)

東 京(36.5)

東 京(42,7)

福 島(35.7)

東 京(45.9)

東 京(46.0)

東 京(48.6)

東 京(49.3)

東 京(50.9)

東 京(46.7>

東 京(48。8)

東 京(28.1)

東 京(57.7)

東 京(42.3)

東 京(39.0)

神 奈川(14,9)

東 京(47.2)

東 京(34.7)

東 京(43.1)

東 京(29.9)

東 京(34.3)

東 京(35.4)

東 京(27.6>

東 京(29.4)

大 阪(5.9)

宮 城(10.5)

宮 城(15.3)

青 森(23.2)

宮 城(11.7)

宮 城(13.3)

宮 城(12.0)

大 阪(5.0)

1
、

千 葉(6.7)

茨 城(9.2)

埼 玉(9.5)

茨 城(15.1)

神奈 川(6.3)

北海 道(9.7>

神 奈 川(7.8)

埼 玉(9.0)

愛 知(7.7)

愛 知(28,5)

愛 知(11.0)

岐 阜(12.2)

愛 知(25.7)

石 川(14.2)

富 山(17.7)

大 阪(13.2)

神 奈lll(5,1)

岩 手(7.8)

青 森(10.8>

岩 手(20.3)

神 奈 川(5.8)

神 奈 川(4,8)

神 奈 川(5.3)

神 奈 川(4.8)

埼 玉(6.3)

埼 玉(8,8)

愛 知(6.4)

群 馬(12.5)

埼 玉(4.9)

千 葉(7.9)

静 岡(5.5>

大 阪(8,2)

神 奈 川(5,2)

大 阪(7.1)

神 奈 川(8.ω

静 岡(12.1)

大 阪(11.7>

大 阪(8.2)

福 井(17.3>

石 川(11.9)

千 葉(2.9)

北海 道(5.4)

神 奈 川(4.1)

東 京(9.8)

青 森(3.9)

大 阪(3.9>

埼 玉(3.7)

長 野(4.6)

神 奈 川(5,4)

群 馬(6.6)

栃 木(4.9)

栃 木(9.6)

大 阪(3.8)

群 馬(3.6)

大 阪(4,2)

千 葉(8ユ)

埼 玉(5ユ)

静 岡(2.7)

大 阪(5.5)

三 重(8.7)

岐 阜(4.7)

愛 知(5.3)

大 阪(8.0)

愛 知 〔6.5)

愛 知(2.8)

大 阪(3.9)

秋 田(3.3)

山 形(2.5)

岩 手(3.4)

福 島(3.3)

大 阪(3.5)

埼 玉(4.4)

栃 木(5.2)

神奈 川(5.0)

神 奈 川(4.5)

神 奈 川(3.7)

茨 城(3.4)

大 阪(3,3)

愛 知(3.9)

愛 知(5.4)

新 潟(5.1)

三 重(2.0)

埼 玉(3.1)

大 阪(7.0)

静 岡(2.5)

新 潟(4.6)

愛 知(5,1)

京 都(5.0)
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(単位:%)

自都道府

県 あ て

自プロノ

ク あ て

郵便物のあて先の上位都道府県(除 く自都道府県)

1位 2位 3位 4位 5位

(近畿プロ ァク)

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌 山

(中国プ ロ ・ク)

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

(四国プ ロ ノク)

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

(九州プ ロ ノク)

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿 児島

(沖縄ブ ロック〉

沖 縄

一

64.2

54.1

52.2

59.7

28.8

64.〇

-

73.2

75.4

59.0

69.2

66.0

　

53.4

57.0

70.2

78.3

-

67.8

56.9

74.7

61.4

71.1

71.7

70.4

-

81.7

69.3

78.4

70.8

68.5

75.0

51.3

79.1

74.3

81.3

83.9

65.8

78.1

74.0

72.6

61.6

68.5

74.9

83.3

81.2

83.9

81.3

83.1

71.3

80.9

79.7

79.0

81.7

81.7

東 京(26.8)

東 京(23.9)

東 京(18.8>

大 阪(31.4)

大 阪(16.4)

東 京(31.2)

東 京(30.7)

東 京(29.7)

東 京(22.7)

東 京(30.6)

東 京(27.2)

東 京(22.9)

東 京(27.7)

東 京(36.0)

東 京(32.9)

東 京(23.5)

東 京(30.7)

東 京(37.3)

東 京(21.9)

東 京(37.4)

東 京(25.7)

東 京(33.6)

東 京(48.1)

大 阪(20.6)

大 阪(19.8)

兵 庫(16.1)

東 京(27」4)

東 京(11.1)

大 阪(30,7)

島 根(15.0)

広 島(15.7>

大 阪(12.6)

山 口(12.2)

広 島(16.8)

大 阪(15.5)

愛 媛(12,7)

大 阪(13.1)

大 阪(13.2)

熊 本(14.0)

福 岡(27.0)

福 岡(20.2)

福 岡(17ユ)

福 岡(21.0)

福 岡(11.2)

福 岡(13.6)

福 岡(8.0)

京 都(13.9)

滋 賀(7.5)

京 都(8.1>

京 都(3.8)

兵 庫(6.9)

兵 庫(4.4)

大 阪(11.8)

鳥 取(11.7)

広 島(11.3)

岡 山(10.0)

福 岡(10.0)

香 川(9、8)

大 阪(10,8)

香 川(7.9)

香 川(9.9>

長 崎(10.6)

長 崎(11.4)

大 阪(6.1)

大 阪(7.1)

熊 本(6.7)

鹿 児島(8ユ)

大 阪(9.5)

大 阪(7.6)

㌧

愛 知(7.5)

兵 庫(6.0)

奈 良(5.2>

愛 知(3.2)

京 都(4.4)

京 都(4.0)

広 島(8.3)

大 阪(10,9)

兵 庫(7.7)

大 阪(9,4)

大 阪(8.3)

兵 庫(7.1)

徳 島(8ユ 〉

広 島(5.4)

愛 媛(8.8)

大 分(9.9)

大 阪(5.7)

佐 賀(5.8)

静 岡(4.1)

大 阪(6.4)

神 奈 川(7.1)

宮 崎(6.4)

神 奈 川(4.1)

岐 阜(6.7)

愛 知(4.1)

愛 知(4.9)

神奈 川(2.8)

愛 知(4.4)

愛 知(3ユ)

兵 庫(7,3)

岡 山(3.8)

京 都(4,6)

島 根(4,4>

岡 山(3.5)

神 奈lll(5.6)

高 知(6.0)

高 知(4.0)

徳 島(4.3)

佐 賀(7.3)

熊 本(3.5)

熊 本(3.8)

神 奈II1〔4.1)

宮 崎(2.5)

大 阪(6.4)

熊 本(6.1)

愛 知(3.5)

全 国 55.3 74.0

郵政省資料によ り作成

(注)括 弧 内は、他 の都道府県あての郵便物数に占める割合である。



一116一 第1章 平成2年 情報通信の現況

の場合 と同様の理由による。 その他宮城 が低 くなっているが、 これは東

北ブロックがブロック内のむすびつ きが強 く、同ブロック内において中

核的役割 を果たしている宮城 からブロック内の各県 あての郵便の割合が

高いこ とを反映 している。

(ブロック内における都道府県間の情報交流状況)

自ブロック内に完結す る郵便の割合は全国平均 で74.0%で ある。

ブロック単位 でみ ると、東北ブロック及び九州ブ ロックの 自ブロック

内に完結する割合が高 くなっている。これは、東北ブロックについては

宮城、九州ブロ ックについては福岡あての割合が高いことを反映 してい

る。

郵便にっいては、各都道府県か ら東京あての比重が高いが、その他 の

点では加入電話 と類似 した傾向がみ られ る。

ブ ロック内におけ る都道府県間の郵便 による情報交流状況 を詳細にみ

ると、東北ブロックにお いては、加入電話に比較す ると宮城 の比重 が高

くなっている。

近畿ブロックにおいて も、滋賀、京都及び和歌 山では大阪あてよ りも

東京あての郵便の割合が高 く、東京に次 ぐ大都 市であ る大阪でさえ、郵

便 については 自ブロック内で東京に次 ぐあて地 となってお り、情報交流

での東京の強 さを裏付けている。

四国ブ ロックにおいては、加入電話の場合に比べ、東京及び大阪あて

の割合が更に高 く、四国内での交流を上回ってお り、ブロック内の情報

交流は稀 薄であ る。

(全国的な都道府県間の情報交流状況)

東京は、宮城、兵庫及び奈良 を除 く全 ての都道府県において、第1位

の郵便のあて先 となってお り、郵便 という公式的情報伝達 の色彩が強い

ネッ トワー クでは、ほ とんど東京一色に近 い全 国的な情報圏が構築 され
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て い る こ とが 分 か る 。

3国 際情報流通の動向

国際情報流通 は、「情報流通センサス」の計量手法に基づ き、国際郵便

物数、国際電話取扱数、国際 テレ ックス取扱数、国際電報通数及び国際

テレビジョン伝送時間の送受信 量か ら、我が国の国際情報流通状況の把

握を試みたものである。

(1)送 受信総量

元年度における送受信状況は、送信量は2.70×1011ワ ー ド(対前年度比

10.3%増)、 受信量は3.41×1011ワ ー ド(同9.7%増)で あった。 これ を送

受信別比率 でみる と、80年 代は一貫 して入超傾 向が続いてお り、元年度

において も、送信が44.2%、 受信が55.8%と 、入超傾 向に変化はみ られ

なかった(第1-3-16図 参照)。
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(2)メ デ ィァ別送受信量

元年度におけ る送受信状況 をメデ ィア別の内訳でみる と、パー ソナル

な通信 メデ ィアの合計では送信量が2.70×101・ ワー ド、受信 量が3.39×

1011ワー ドとな ってお り、送信の全体に 占め る比率 は44.3%で あった。,

一方、マ ス系 メディアにおけ る送信量 は1.01×108ワ ー ド、受信 量は

1.58×109ワ ー ドで、送信 の全体 に占める比率 は6.0%で あった。これ らを

構成 メデ ィア ごとにみる と、第1-3-17表 の とお りであ り、国際電話

(送受信)及 び国際テレビジ ョン伝送(送 信)の 対前年度増加率 の大 きさ

が 目立っている。

また、各 メデ ィア別 の80年 代 にお け る送受 信量 の推移 は 第1-3-

18～19図 の とお りであ り、パー ソナルな通信 メデ ィアにおいては国際電

話(送 受信)及 び国際郵便(受 信)、 マス系通信 メディアにお いては国際

テレビジョン伝送(受 信)の 増加が顕著であった。 しか しなが ら、送受

信間のバ ランス をみ ると、各メディア とも送信 量よ りも受信量が多 く、

特に国際テ レビジョン伝送においては、近年の伸 びは大 きいものの、元

年度においても受信量は送信量 の15.7信 と格差は大 きい.生 の月本の状

況 を、正確 によ り多 くの世界の人々に認識 して もらう手段 として も、テ

第1-3-17表 元年 度送 受信量

(単位:ワ ー ド)

送信量 前年度比 受信量 前年度比
1

国際郵便 1.82x1011 3.5% 2.55×10n 7.5%

国際電話 8.42×10L。 31.0% 7,85XlO1。 20.0%

国 際 テ レッ クス 3.49×109 ▲2Q.1% 5,65×109 ▲13.1%

国際電報 2.11×106 ▲16.8% 2,24×106 ▲15.O%

国際テレビジ ョン伝送 1.01×108 21.1% 1.58×109 8.7%

合 計 2.70×1011 10.3% 3.41×10u 9.7%

(注)▲ は前年度比マイナスを示す。
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レ ビ ジ ョ ン 伝 送 の よ う な 映 像 情 報 は 有 効 で あ り 、 今 後 と も 送 信 量 の 増 加

が 期 待 さ れ る 。

第1-3-18図 パ ー ソ ナ ル な通 信 メ デ ィア の 送 受 信 内訳
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第1-3-19図 マ ス系 メデ ィアの送 受信量 及び送 信量 比率
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第4節 情報通信政策の動向

1電 気通信の一層 の発展のために

(1)電 気通信格差是正事業の推進

情報通信基盤の整備 は、民間部門の投資等に より着実に進展 してきて

いるが、採算性 な どの点 で民間だけでは情報通信基盤の整備が困難な地

域においては、生活面における情報格差 が拡大す ることが懸念 されてい

る。公的部 門と民間部 門が適切な役割分担 を行 い、バ ランスの とれた整

備 を推進 してい く必要が ある。3年 度予算においては、公共投資の 「生

活関連重点化枠」関連 として 「電気通信格差是正事業」 に必要 な経費 と

して10億300万 円が計上 された。

「電気通 信格差是正事業」の内容は次の とお りである。

① 民放 テレビジ ョン難視聴 を解消するため、郵政大臣及び都道府県知

事が許可する公益法人がテレビの中継局を整備す る。

② 全国どこでも移動電話が使 えるようにす るため、郵政大臣及び都道

府県知事が許可する公益法人が移動通信用鉄塔施設 を整備す る。

国は、地方公共団体が中継局等を設置す る公益法人に対 して同中継

局等の設置に要 す る費用の2分 の1以 上を補助 してい る場合 におい

て、同費用の4分 の1を 地方公共団体に補助するものである。

(2)電 気通信基盤充実事業の推進

近年、社会経済の情報化が急速に進展す るにつれ、産業活動だけでな

く国民生活の各般の分野において、高度で多様 な情報の流通に対す る要

請が高まってい る。

この ような社会的要請に応 えるためには、電気通信による情報の流通

の円滑化 を図 ることが重要である。 このための物的 ・人的な基盤 を全国
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にい きわ たらせ るための措 置 を図 ることが喫緊の行 政課題 となってい

る。

電気通信基盤充実事業は、「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づ き、

電気通信 による情報の流通の円滑化 のための物的 ・人的基盤の充実 を図

るものである。事業主体 に対 し、通信 一放送衛 星機構 を通 じた債務保証

又は出資、 日本開発銀行等 を通 じた無利子融資等によ り支援 を行 う仕組

み となっている。

電気通信 基盤充実事業 は、施設整備事 業(現 在の電話網 に代わ り21世

紀の基幹的通信網 となる高度通信施設 を整備す る事業、例:光 ファイバ、

新型制御装 置、マルチメデ ィア交換機)、 人材研修事業(電 気通信分野の

人材を研修す るためのセンターを整備 し、その能力の向上 を図る事業)

の2つ か ら構成され る。

(3)21世 紀に対応 した新たな電波利用方策 ・監珪 方策の確立

近年の電波利用 を巡 る環境変化 のなかで、今後の電波利用 に対する国

民の需要に的確 に対応す るためには、電波の有 限性 ・公共性 に配意 しつ

っ、電波の公平かっ能率的な利用 を確保 し、高度情報社会 に必要な周波

数 資源の確保 と有効利用の促進及び電波利用の秩序 ある発展 を図 るため

の、21世 紀に対応 した新 たな電波利用方策 ・監理方策 を確 立す るこ とが

必要 な時期に来てい る。・また、米国、英 国等において も、近年の電波利

用の拡大 ・多様化 に伴い、電波の効率的 な利用 を促進す る観点か ら電波

監理制度等の検 討が進め られている。

郵政省では、2年9月 か ら21世 紀の活力ある電波利用社会の構築へ向

けて、我が国の電波利用政策について多角的な検討 を行 うたあ、郵政大

臣の懇談会 として 「電波政策懇談会」 を開催 した。3年3月 その報告が

郵政大臣に提出された。 その骨子は、

① 有限な資源である周波数 の逼迫に対応するための、周波数有効利用



第4節 情報通信政策の動向 一123一

促進計画(仮 称)の 策定等

② 電波利用基盤(電 波 を利用 した情報通信基盤)の 整備

③ 電波有効利用技術等の技術開発の円滑な推進

④ 大型コンピュータを括 用 した免許処理 システムの導入等行政事務増

大への積極的対応'

⑤ 不法無線局等による電波利用環境悪化の防止

⑥ 国際標準への貢献、国際協力体制の整備等の国際化 への対応

⑦ 今後の円滑な電波利用 を確保 するために必要な増大する電波行政経

費に対応す るための、受益者負担的考 え方の導入

である。

(4)NTTの 在 り方 に関する政府措置の推進 について

ア 経緯

第2次 臨時行政調査会は、第3次 答申(昭 和57年7月30日)の 中で、

電電公社 について、中央会社 と複数の地方会杜に再編成す ることを提言

したが、昭和60年4月 の電気通信制度改革に際 しては、電電公社は1社

体制の まま民営化す ることとされ、 日本電信電話株式会社法附則第2条

に見直 し規定 を設け、NTTの 在 り方については5年 以内に再検討する

こととされた。

この規定 を受 け、昭和63年3月 、郵政大臣は、NTTの 在 り方につい

て電気通信審議会 に諮問 を行 い、2年 間にわたる審議 を経て、2年3月

2日 、「日本電信電話株式会社法附則第2条 に基づ き講ず るべ き措置、方

策の在 り方」について答申を受けた。

政府は、NTTの 在 り方につ いて検討 を加えた結果、公正有効競争条

件の整備、NTTの 経営の向上等 を図 るという電気通信審議会 の答申の

精神 を生か し、同年3月30日 、「日本電信電話株式会社法附則第2条 に基

づ き講ず る措置」(い わゆ る 「政府措置」)を 決定 した。
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政府措置は、公正有効競争を促 進す るため、NTTに つ いて長距離通

信事業部、地域別事業部制の導入 ・徹底 、移動体通信業務の分離、デジ

タル化の推進等の措置を講ず ること、NTTの 経営の向上等のため合理

化の推進等の措置 を講ず ること、 これら措置の結果 を踏 まえ、NTTの

在 り方について7年 度に検討 を行い、結論 を得 るこ と等 を内容 としてい

る。'

イ 推進状況

政府措置については、官報掲載等により広 く国民 ・利用者へ の周知 に

努め るとともに、以下の とお り、各措置の具体的推進を図 って きた。

① 事業部制の導入 ・徹底等については、2年9月 、「長距離通信事業部、

地域別事業部制の導入 ・徹底、収支状況の開示に関す る基本的考 え方」

を発表 した。

この基本的考 え方においては、NTTに 新 たにおおむね県間通信 を

扱 う長距離通信事業部 とおおむね県内通信 を扱 う複数の地域通信事業

部 を設け、事業部制は収益及び費用 を原則直接把握す る等徹底 したも

の とす ること、長距離通信事業部 と長距離系新事業者 との間において

は、地域通信事業部 との接続条件、取引条件等の関係 を、合理的な理

由がある場合 を除き同一の もの とす るこ と、事業部制の導入 轍 底は、

遅 くとも4年4月 までに実施 し、収支状況の開示は4年 度決算か ら行

うこと等事業部制の導入 ・徹底等に関する基本的枠組み を明らか とし

ている。

現在、この基本的考 え方に基づ き、具体的実施に向けて引き続 き検

討 を進めている。

② 移動体通信業務の分 離については、3年2月 、移動体通信業務の分

離の基本的枠組みを発表 した。

この基本的枠組みにおいては、 自動車 ・携帯電話、無線呼出 し等の
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移動体通信業務 をNTTか ら分離す ることとし、4年6月 の株 主総会

後速やかに全国 を業務 区域 とす る会社へ移行 した上で、 さらに一年程

度後を 目途に、中核 となる会社 とその子会社 である地域会社へ移行 す

ること等 を明 らか としている。

現在、 この基本的枠組みに基づ き、分離の実施 に向けて引き続 き検

討 を進めている。

③ 以上のほか、情報流用の防止、デジタル化 の前倒 し等政府措置のそ

の他項 目につ いて も、着実 な推進 を図っている。

④ また、電気通信審議会 として も、政府措置の着実 な推進 を図るため、

2年7月 、「NTTの 在 り方に関す る政府措 置の推進 のための特別部

会」 を設置 し、各措置の推進状況についてフォローしてい る。

⑤ 政府措置は全体 で20数 項 目と広範囲にわたっているが、いずれ も我

が国の通信政策の根幹に関わる ものであ り、その実現いかんに よって

は国民、利用者へ も大 いに影響 を与 えるものである。

郵政省 としては、政府措置の 目的が、国民、利用者の利益の最大限

の増進 と我が国の電気通信全体の均衡 ある発展にあることを念頭 に置

きつつ、今後 ともその着実な推進に努めてい くこととしている。
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2地 域情報化政策の展開

(1)地 域振興のための電波利用 について

ア 電波利用プ ロジェ ク ト

電波を利用 した情報通信 システムは、施設の設置が簡便 であ り、経費

面か らみて も安価 である等の利点 を持 ち、その導入が容易 であるため、

地域社会の活性化、地域住民の生活の向上に役立つ もの として期待 され

ている。

このため郵政省 では、各地域特有のニー ズに応 じた電波利用 システム

の構築 を目指 し、地域振興のための電波利用プロジェ ク トを実施 してい

る。既にスキー場情報 システムな どの実用化が図 られてお り、2年 度に

おいて も新 たに実用化 に向けて、「救急医療無線システム」、「山間地域に

おける電波利用 システム」、「地域農業及び農村のための情報通信 システ

ム」な どの検討 を行 っている(第1-4ご1表 参照)。

イ 地域周波数利用計画の推進

従 来、地方における周波数 の監理 は、郵政本省が定め た基準 に したが

い全国一律 に行 うこ とを原則 として きた。 しか し、郵政省は元年9月 以

降、各地方電気通信監理局において周波数割 当ての 「基本計画」を策定・

変更できることとし、地域 の実情に即 した周波数割当て を行 うことにし

た。本計画 によって、柔軟な周波数監理が実現 し、地域 振興の ため、絶

えず周波数の割 当状況 の見直 し、再配分す る制度上 の枠組みがで き、電

波利用 を通 じた地域活性化 が期待 される。

なお、地域振興用 など地域におけ る電波利用の一層の促進 を図る観点

から、各地方電気通信監理局が行 った地域周波数利用計画の変更状況は、

第1-4-2表 の とお りである。
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第1-4-1表 地 域振興の ための さまざまな電波利用 プ ロジ ェク ト(2年 度)

地域 調 査 研 究 テ ー マ モデル地区 具体的 なシステムイメー ジ

北
海
道

救急医療無線システムの高度化に
関する調査研究

札幌市及び周辺
市町村

救急車 と救急医療 センター(又 は消防署〉、
病院間の デー タ伝送

東

北

1993年 アルペ ンスキ～世 界選手権

大会総合通信 システムの実現に向け
た調査研究

岩手県雫石町 競技計測システム
ミニFM放 送
業務連絡 、緊急連絡システム

陸奥湾及びその周 辺地域における
電波利用に関す る調査研究(元 年
度 よ り継続)

青森県陸奥湾及
びその周辺地域

農業、観光各分野でハー ド的に共有 でき
るMCA方 式 システム

関

東

農業の安定的経営 に必要な情報 と
その伝送 システムと しての電波利
用 につ いての調査研 究(元 年度よ
り継続)

神奈川県厚木市
1
情報センター を中心とした農業関連情報
提供 システム(同 報通信、パ ソコン通信 、
MCA等 を利用)

信
越

大規模 イベ ン トの通信 システムに
関す る調査研究

長野県内 ・大規模 イベ ン ト、スポー ツ大会等で運
営者が使用するシステム

・来場者への情報提供 システム

北
陸

山間地域における総合通信体系の
在 り方と電波利用に関する調査研
究

富山県東砺波郡
利賀村

緊急通報無線電話
トンネル、ス ノーシェッ ド内の受信改善
リゾー ト地内の電波利用

東

海

地 域 にお け る各種 ス ポーツ ・レ
ジャー ・イベン トのための電波利
用 に関す る調査研 究(元 年度よ り
継続)

三重 県鈴鹿市、
愛知県犬 山市等

スポーツ、 レジャー地域における総合通
信 システム

地域における在宅医療や独居老人
看護等に関する調査研究

調整中 徴 弱ではな く十分 な到達距離 の確保で き
る空中線電力を利用 した在宅 医療 ・独居
老人看護等に関する電波利用 システム

近

畿

農山村地域におけ る情報通信 シス
テムの在 り方の調査研究

奈良県吉野郡 農 山村地域の人手不足の解消、事業の効
率化、農村の活性化に役立っ システム
医療体制の強化、交通機関の利便 をはか
るシステム

地下街等の閉鎖空間における情報
通信手段を確保するための調査研
究

大阪市内の地下
街等

地下街内での受信 改善(自 動 車電話、ポ
ケベ ル等)
地下街の保守、管理 システム
地下 災害時における避難誘導システム

中

国

山間部におけ る リゾー ト地域の情
報化の在 り方に関す る調査研究

島根県三瓶地区
鳥取県大山地区
岡山県萩山地区

屋外のスポーツ、 レジャー施 設における
緊急通報 システム
道路情報、駐車場案内、 イベ ン ト案内等
の情報提供 システム

四

国

地域農業及び農村の ための情報通

信 システムに関す る調査研究

徳島県勝浦地区 ハウス管理 システム

市況流通情報システム
コミュニュティ情報 システム

移動無線の多 目的利用システム
在宅老人の緊急通報 システム

四国観光地巡 り総合情報通信 シス
テムに関す る調査研究(元 年度 よ
り継続〉

香川県西讃地区 小 ゾー ン情報提供 システム
(霊場 ・観光案 内システム、道路 ・駐車

場誘導システム)

衛
コ ミュニティ情報案内 システムの

在 り方に関す る調査研究
熊本県熊本市 地域利用対象を限定 した コミュニ ティ型

の情報案内システム

沖
縄

リゾー ト無線 システムの構築及び

運営についての調査研究(元 年度
よ り継続)

沖縄本島地域 各種 リゾー ト、観光関係者が一体 となっ
た総合的な 「リゾー ト無線」システム(異
業種 間の相互通信が可能)
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第1-4-2表 地域周 波数利用 計画の 変更状 況

(2年 度末現在)

監理局名

一

変 更 内 容

北海道
タ クシー事 業用 周 波数(450.175MHz、450.20MHz及 び450,225MHz)

を 「各種 業務 用 」に 変更

東 北

'

1.貨 客 運送 事業 用 周波数(150MHz帯)2波 を 「各 種 業務 用 」に 変更

2,貨 客 運 送事業 用(鉄 道用 周波 数 の うち 、列 車線 基 地局 用(352.6125

MHz及 び352.625MHz)を 、「構 内入 替作 業用 」 に 変更

3.タ クシー事 業 用周 波数(450MHz帯)3波 を 「各種 業 務 用」 に変 更

唱

東 海

1.貨 客運 送事 業 用 周波数(150MHz帯)1波 「会 場 警備 事 業用 」 に も

使用 で きる よ う変 更

2。 タ クシー事 業 用周 波数(364.875MHz)を 「漁業 用 」に も割 り当て る

北 陸
タ クシー 事業 用 周波数(400MHz帯 及 び450MHz帯)2波 を 「地 域振

興 用」 に 変更

3電 気通信振興のための環境整備

(1)3年 度税制改正について

電気通信分野に関する3年 度の税制改正につ いては、 まず、 デー タ通

信や画像通信等の高度で多様 な通信 ニーズに対応す るため、「新世代通信

網促進税制」が新 たに創設 された。これ と 「電波有効利用促進税制」 を

あわせて 「電気通信高度化促 進税制」が認 められた。また、地域の情報

化に携 わる人材の育成を促進 するため、「電気通信基盤充実臨時措置法」

に基づ く人材研修事業 に係 る基金への負担金の損金算入等が認め られ

た。

この他、第3セ クターであ るCATVに ついて、事業所税の軽減措置、

第一種電気通信事業者に係 る事業所税の非課税措置の拡充等が認め られ

る とともに、既存税制については、それ ぞれ延長が認め られた。

土地関係 については、地価税 について、第一種電気通信事業 に直接 必

要 な施 設又は設備 の用に供 されている土 地等が非課税 とされ るととも'



第4節 情報通信政策の動向 一129一

第1-4-3表3年 度税制 改正の概要

区 分 内 容

年

度

改

正

関

係

1豊 か さを実感

できる国民生活

の実現

(1)中 小企業等基盤強化税制の延長(2年 間)

(2)CATV事 業者に係 る事業所税の軽減措置の創設

(3)一 般放送事業に係 る事業税 の軽減措置の延長(1年 間)

(4)電 線類地中化設備の特別償却制度の延長(2年 間)

2活 力ある地域

社会の形成

(1)人 材研修事業に係 る基金への負担金の損金算入

(2)多 極税制(法 人税、特別土地保有税、事業所税)の 延長(2

年間)

3産 業経済の高

度化の推進

(1)電 気通信高度化促進税制の創設

ア 新世代通信網促進税制の創設(対 象設備:同 期多重デジ

タル伝送装置、通信網制御装置、複合通信変換装置)

イ 電波有効利用促進税制の拡充(対 象設備の追加:準 マ イ

クロ波帯MCA、 簡易無線通信装置)

(2)NTTの 電電公杜承継資産 に係る固定資産税の課税標準の

特例措置の延長(2年 間)

(3)第 一種電気通信事業者に係 る事業所税の非課税措置の拡充

(国際第一種 電気通信事業者を追加)

(4)施 設整備事業の債務保証文書に係 る印紙税の非課税措置の

創設

4新 しい国際社

会への貢献

KDDの 国際放送用資産に係 る固定資産税の課税標準の特例

措置の延長(2年 間)

土
地
関
係

1新 土地保有税

(地価税)の関係

第一種電気通信事業に直接必要 な施設又は設備の用に供 され

ている土地等は非課税

2そ の他の土地

税制関係

電話局等用地に係る収用交換等における譲渡所得の特別控除

額(5,000万 円〉の適用期限の撤廃

に、電話局 等用地 に係 る収用 交換等 におけ る譲 渡所得 の特別 控 除額

(5,000万 円)の 適用期限が撤廃 された(第1-4-3表 参照)。

(2)3年 度無利子融資について

地方公共団体の出資又は拠出に係 る法人(第3セ クター)が 行 う民活

法対象事業等に対 して行 われ る無利子融資(Cタ イプ)に ついては、既

存対象事業 に加 え、新 たに 「電気通信人材研修事業」及 び 「高度通信施
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設整備事業」が加 えられた。

(3>3年 度財政投融資 について

3年 度の電気通信 に関連する財政投融資については、既 存対象事業に

加 え、新 たに 「コミュニテ ィー放送施 設整備事業」及び多重放送設備 の

整備 として 「ファクシ ミリ放送」が 日本開発銀行等の融 資の対象 となっ

た。

また、電気通信基盤充実事業 として通信 一放送衛星機構への産業投資

特別会計の出資4億 円及び 日本開発銀行 の出資3億 円が新 たに計上 され

た(第1-4-4表 参照)。

(ハイビジョンの普及のための基盤整備)

通信 ・放送衛星機構では、本年夏期 に打ち上げ予定のBS-3bの 中

継器 をハ イビジョン衛星放送を行 う者に利用 させ る業務 を開始す る予定

であ り、 このために産業投資特別会 計か ら3年 度分の出資 として20億 円

が計上 された。

(4)基 盤技術研究促進 センターの出融資

基盤技術研究促進 センター(以 下 「センター」という。)は 、民間にお

いて行 われる電気通信及び鉱工業に係 る基盤技術 に関する試験研究 を促

進す るための機関であ る。センターは、産業投資特別 会計か ら出融資 さ

れ る資金 を原資 として、民間が行 う試験研究に必要な資金 を供 給す るた

めの出融資事業 を行 うほか、国立試験研究機関 と民間 とが行 う共 同研究

のあっせん、海外の研究者の招へい等の事業 を行 ってい る。

2年 度にお いて、新たにセンターの出融資対象 として採択 された案件

は、出資関係が3件(2年 度 出資額3億 円)、 融資関係が34件(2年 度融

資額3億 円)と な っている。この うち、電気通信関係の出資案件 は 「高

度個別型学習情報通信 システムの試験研究」、「超小型 ミリ波通信 システ

ムの試験研究」の2件(2年 度出資額1.5億 円、第1-4-5表 参照)、



第1-4-4表

第4節 情報通信政策の動向 一131-

3年 度 情報通 信分野 にお ける財政 投融資制度 の概 要

日本開発銀行一般枠 噛

対 象 事 業 金利及び融資比率 出資 備 考
大項目 中項 目 小項目

情報・通信基盤整備

'

情報処理・

通信振興

1電 気通信基盤整 備

{D第 一種電 気通信事業 用通信 システム

併設 外国方式 自動 車 システム

セル分 割方式 自動 車 システム

無線呼 出 し 県域 内

〃 県域 超

② 第二種 電気通信事 業用通信 システム

県域内

県域超

県域超 ・安信付 き

{3〕 放送 型CATVシ ステム

放 送型CATV施 設

CATV番 組供給 施設 通信衛星利用

',そ の他

(4)放 送事 業の整備(テ レビジョン・FM)

㈲ 多重放 送設備の整備(文 字、7アクシミリ)

(6)コ ミュニテ ィー放送 施設整備事業

特利{5〕、40%

特 利⑤、50%

特 利⑤、50%一
特 利{4}、40%

特利{5)、40%

基 準、40%,

特利㈲ 、40%

特 利15)、40%

特 利㈲ 、40%

特利㈹ 、40%

特 利〔4)、40%

特利{3)、40%

特利ω 、40%

特 利{3)、40%

○

2電 気通信利用高度化促進

(D電 気通信システム設計

{2}衛 星通信 ・衛星放送施設等整備

衛星通信 ・衛星放送施設

衛星管制施設(民 間)

衛星放送受信システム

〔3)周波数の有効利用促進

{4>都 市受信障害解消の促進

うち電波吸収体

(5)デ ー タ通信バックアップセンター

㈲ 電気通信安全管理システム

〔7>電波地下利用普及基盤施設の整備促進

特利{3)、40%

特利㈲ 、40%

特利㈲ 、40%

基 準、40%

特利〔4}、40%

特利〔3>、40%

特利〔4)、40%

特利ω、40%

特利〔3)、40%

特利{4}、40%

○

}

非設備資

金の追加

3放 送高度化基盤整備事業

ω ハイビジョン基盤整備(仮 称)

ハイビジョン・システム地域整備事業

ハイビジョン放送普及促進センター

② 放送番組普及センター施設整備事業

特利{4)、40%

特利(4)、40%

特利ω 、40%

○

4情 報処理 ・通信 システム化促 進

{1)い わゆ るVAN及 び情報処理型CATV

いわ ゆるVAN県 域 内

〃 県域 超

〃 県域 超 ・安信付 き

情報処理型CATV

{2)ビ デ オテッ クス事業関連 システム

{3)地 域振興情報処理・通信システム(テレトピア)

{4)電 磁環境整備 促進

基 準、40%

特利14}、40%

特 利{5}、40%

特利14)、40%

特利ω 、40%

特利〔4)、40%

特利{3)、40%

5通 信 ・放送共同開発事業 ○
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生活・都市

基盤整備

都市開発
「

都市機能・

産業基盤

総合整備

6地 域高度情報 通信基盤 整備

α)テ レコム ・リサー チパー ク

② テ レコム プラザ

〔3)マ ル チ ・メデ ィア ・タ ワー

㈲ テレポー ト及 び インテ リジ ェン トビル

〔5}特 定電気通信基盤施設及びインテリジェントビル

特 利⑤、50%

特 利㈲、50%

特 利㈲、50%

特利⑤ 、50%

特利(5)、50%

0

0

0

0

0

産 業 技 術 振 興 縷 7産 業技術振興(新 技術開発) 特利⑤ 、50%

日本輸出入銀行(輸入 ・投資)

(製品輸入)

(一般投資)

8電 気通信分野の国際協調の推進

{1)通 信衛星 ・通信機器の輸入促進

② 電気通信事業者の海外事業の促進

特 利(5)・0,2%、70%

特 利(5)・o。2%、60%

(注)下 線部分が、 平成3年 度 に認め られた ものであ る。

第1-4-5表 基 盤技術研 究促 進セ ンターの2年 度 新規出資 案件(電 気 通信 関係)

テ ー マ 名 会 社 名 概 要

高度個別型学習情報通信

システムの試験研究

㈱学習情報通信 シ

ステム研 究所

ネットワー クに加入する同時 多数の学習

者に対 して、高度に個別化 された対話型の

学習環境の提供を可能 とするネッ トワーク

型の学習情報通信 システムの構築を目的と

した学習者の状態認識技術、高度個別型学

習情報生成技術等の試験研究

超小型 ミリ波通信 システ

ムの試験研究
㈱ ミリウェ イプ

超小型で可搬性に優れ、高速、大容量の

情報伝送が可能な超小型 ミリ波通信 システ

ムの実現を目的とした、超小型一体化システ

ム技術、超小型 ミリ波送信技術、超小 型 ミ

リ波受信技術の試験研究

融資案件 は21件(2年 度融資額1.5億 円)と なっている。

また、3年 度 のセンター予算においては、産業投資特別会計か らの資

金等(出 資224億 円、融資36億 円、自己資金28億 円)を 原資 として、224

億円の出資事業、64億 円の融資事業 を行 うこととしてい る。 さらに、3

年度予算においては、センター基本財産 に産業投資特別会 計か ら26億 円

の追加出資が認め られ、 この運用益 を活用 して、センターが出資 した研

究開発会社が試験研究終了後に行 う成果管理に必要な資金の貸付 を行 う

こ ととしている。
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4電 波利用の促進

(1)周 波数資源の開発

電波需要 は急速に拡大 してお り、将来 とも安定 した周波数 の割当てを

可能 とす るために、周波数資源の開発が重要な課題 となっている。

郵政省では周波数資源の開発 を積極 的に推進 してお り、移動通信用に

対応す るため、準マ イクロ波帯 を使用するMCAシ ステムが実用化 され

るなど、その成果は着実 に活か されている。

また、新 しい有効利用技術 としては、固定無線中継 システムにおけ る

単一周波数中継技術(送 受信 を同一の周波数で行 う技術)、 電磁的な遮蔽

措置を施 されたビル(い わゆるシール ドビル)内 における電波利用技術

等について、現在、それ ぞれにつ き相互干渉特性調査、室内伝搬特性調

査等の実験 を行 っている ところである。

一方、利用が進んでいない ミリ波帯(30～300GHz)の 利用技術 の開発

について も、現在、 ミリ波を利用 した車間距離計測レー ダシステムにつ

いてフィー ル ド実験 を行 うなど、その開発に関す る調査 を進めている。

(2)防 災情報通信ネ ッ トワークの高度化促進施策について

ア 防災のための情報通信 システムの整備促進

災害多発国である我が国においては、非常時における正確かつ迅速な

情報の収集 ・伝達の手段 として電気通信 は必要不可欠な手段 である。

(ア)非 常災害時における通信のふ くそう防止や画像 ・デー タ伝送等

の高度情報の伝達 を可能にす るための通信衛星の共同利用促進

(イ)衛 星通信 を用 いた各種 防災通信無線網 を有機的に結合 した効率

的なネッ トワー クの構築及 び移動系防災通信 システムの相互接続

にっいて検討 ・調査 を行 い、高度防災通信網の整備 を推進 してい くこと

としている。

イ 「国際防災の10年 」における電気通信分 野での協力
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生活・都市

基盤整備

都市開発
「

都市機能・

産業基盤

総合整備

6地 域高度情報 通信基盤 整備

α)テ レコム ・リサー チパー ク

② テ レコム プラザ

〔3)マ ル チ ・メデ ィア ・タ ワー

㈲ テレポー ト及 び インテ リジ ェン トビル

〔5}特 定電気通信基盤施設及びインテリジェントビル

特 利⑤、50%

特 利㈲、50%

特 利㈲、50%

特利⑤ 、50%

特利(5)、50%

0

0

0

0

0

産 業 技 術 振 興 縷 7産 業技術振興(新 技術開発) 特利⑤ 、50%

日本輸出入銀行(輸入 ・投資)

(製品輸入)

(一般投資)

8電 気通信分野の国際協調の推進

{1)通 信衛星 ・通信機器の輸入促進

② 電気通信事業者の海外事業の促進

特 利(5)・0,2%、70%

特 利(5)・o。2%、60%

(注)下 線部分が、 平成3年 度 に認め られた ものであ る。

第1-4-5表 基 盤技術研 究促 進セ ンターの2年 度 新規出資 案件(電 気 通信 関係)

テ ー マ 名 会 社 名 概 要

高度個別型学習情報通信

システムの試験研究

㈱学習情報通信 シ

ステム研 究所

ネットワー クに加入する同時 多数の学習

者に対 して、高度に個別化 された対話型の

学習環境の提供を可能 とするネッ トワーク

型の学習情報通信 システムの構築を目的と

した学習者の状態認識技術、高度個別型学

習情報生成技術等の試験研究

超小型 ミリ波通信 システ

ムの試験研究
㈱ ミリウェ イプ

超小型で可搬性に優れ、高速、大容量の

情報伝送が可能な超小型 ミリ波通信 システ

ムの実現を目的とした、超小型一体化システ

ム技術、超小型 ミリ波送信技術、超小 型 ミ

リ波受信技術の試験研究

融資案件 は21件(2年 度融資額1.5億 円)と なっている。

また、3年 度 のセンター予算においては、産業投資特別会計か らの資

金等(出 資224億 円、融資36億 円、自己資金28億 円)を 原資 として、224

億円の出資事業、64億 円の融資事業 を行 うこととしてい る。 さらに、3

年度予算においては、センター基本財産 に産業投資特別会 計か ら26億 円

の追加出資が認め られ、 この運用益 を活用 して、センターが出資 した研

究開発会社が試験研究終了後に行 う成果管理に必要な資金の貸付 を行 う

こ ととしている。
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(4)重 要無線通信妨害対策 について

近年、放送や警察、海上保安、消防、航空無線等の人命、財産の保護

用に供 される重要無線通信に対 し電波妨害事例が相次いでいる。

これに対 し郵政省は監視施設の近代化に努める とともに、重要無線通

信妨害が発生 し、あ るいは発生するおそれがある場合には、「重要無線通

信妨害対策本部 」を設置 し電波監視体制の強化 を図 ることとしてい る。

特に、2年11月 の 「即位の礼及 び大嘗祭」の際には、関係各方面 と協力

し重要無線通信 の円滑な運用の確保 に努め た。

また、3年 度 には新 たに大阪に開港する関西 国際空港における航空関

係無線への妨害発生時に適確に対処 し、航空機 の安全航行の確保 を図 る

ため、瞬時に妨 害電波の発射地点 を探知する 「電波方位測定 システム」

の整備 を開始す ることとしている。

(5)電 波利用 の健全な発展のために

ア 不法無線局問題

近年、電波利用の拡大に伴 い、免許 を取得せずに運用す る無線局(以

下 「不法無線局」とい う。)や免許 を受けてい るものの電波法に違反 して

運用 してい る無線局が 多く出現 し、放送、警察、海上保安、消防業務等

の重要無線通信 をは じめ、各種 の無線通信 に混信妨害を与える事例が増

大 している。

これ らの不法無線局等は、アマチュア無線機やパー ソナル無線機 を改

造 したもの、国内規格に違反す る外国製品及び輸出 目的で製作された国

内製品等を使用す るこ とに より、妨害 を発生す ることが多 く、最近 では

これ らの機器 を意図的に使用す る悪質 な事例が増加 しつつあ る。

この ような状況か ら、郵政省 においては、今後、多発する混信妨害 を

排除 し、電波利用環境の保護を推進す るため、不法無線局の取締 り強化

とともに電波利用に関す る知識の向上及び不法無線局の未然防止のため
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の国民への広報活動の強化、混信被害情報の収集体制の整備等を図るこ

とが重要な課題 となっている。

イ 不要電波問題

エレク トロニクス技術の発展 と情報化の進展により、各種無線機器や

電子機器が急速に普及しているが、各種電子機器か ら輻射される不要な

電波が通信の疎通を阻害 したり、各種無線通信機器から発射された電波

が各種電子機器に障害を与えるといった、不要な電波による障害が多発

している。

このような不要電波問題については、関係省庁及び業界団体が不要電

波の抑制 と被害を受ける側の妨害排除能力(イ ミュニティ)と を相互に

勘案しながら適切な対策を行う必要がある。

郵政省においては、不要電波に関する規格の整備、技術開発の促進及

び一般の人々の苦情相談を実施 している。

また、郵政省を中心 とする関係省庁、学識経験者及び業界団体等から

なる 「不要電波問題対策協議会」においては、不要電波の測定法等の技

術的検討、国内外の情報収集及び広報等を実施 している。

2年 には、不要電波に関する国際機関である国際無線障害特別委員会

(CISPR)に おいて、不要電波の測定法や高周波利用設備から発生す

る不要電波の許容値の国際基準が大幅に改正されたことに伴い、本国際

基準の国内規格化にむけ、現在電気通信技術審議会で検討が進められて

おり、3年 度に答申がなされる予定である。

ウ 電波防護指針

近年、国民生活や労働環境において 「電波は人体に好 ましくない影響

を及ぼすのではないか」という電波の人体に与える影響について懸念が

生 じていた。郵政省は、昭和63年6月 に電気通信技術審議会に対 し 「電

波利用における人体の防護指針」を諮問していた。これに関して同審議
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会 よ り2年6月 に電波利用全般 におけ る人体の安全 と電波利用の調和 と

い う新 しい概念のガイ ドライン となる 「電波防護指針」の答申が提出 さ

れた。

この答 申では、心配 され るような生体作用が起 きることはほ とんどな

いことが強調 される とともに、電波利用における人体の防護指針が提示

された。「電波防護指針」は電波防護の正 しい理解 を通 し、健全 な電波利

用の発展 を図るため、今後 、行政におけ る適切 な措置及び電波利用者等

における自主的な運用基準を策定する際のガイ ドラインとして積極的に

活用 され るこ とが期待 され る。

工 無線通信の盗聴 防止対策

近年、 自動車電話、 コー ドレス電話等の普及は 目覚 ましいが、その一

方では盗聴 という新たな問題が生 じてお り、通信の秘密の保護、電波利

用の健全な普及発展に支障 をきたす可能性がでて きている。

このため郵政省 は、無線通信の盗聴対策全般について技術面及び制度

面の防止策 の検討 を行 うこととしているが、当面の措置 として、関係者

に対 して、

(ア)一 般 向の受信専用機については、電気通信事業用 の周波数帯(自

動車電話、 コー ドレス電話等)が 受信 できないような構造 とす る

こ と

(イ)現 在の コー ドレス電話につ いて、秘話性 を向上 させ るための対

策研究 ・開発 を行 うこ と

(ウ)コ ー ドレス電話機の取扱説明書等において、第三者に通話 を聞

かれ る場合があ る旨の表示 をす るなど、利用者の啓発 ・周知に努

め ること

にっいて指導 を行 なったところである。 その後、各社 より盗聴防止機能

を搭載 した電話機が売 り出されている。
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5放 送の充実の ために ㌧

(1)放 送番組国際交流センター(財 団法人)の 設立

放送番組の国際交流は、諸外国 との相互理解 を促進す るとともに開発

途上国の放送の発達 にも貢献す る。 そのため我が国では、放送番組 の国

際交流の支援組織 として3年4月 に勧放送番組国際交流セ ンターが設立

された。

同センター では、テレビ番組の吹替えや衛星伝送に対す る支援、海外

に提供可能な番組 を集積す る国際番組 ライブラ リーの構築 ・運営、国際

会議 の開催等 を通 じて、放送事業者の行 う放送番組の海外提供 を促進す

ることが計画 されている。なお、3年 度郵政省予算 において、同センター

が行 う開発途上 国への教育番組の提供促進のための事業経費 として1億

円の補助金が計上 された。

(2)通 信衛星による放送

通信衛星 を利用 した放送サー ビスの円滑な実現 を図 るため、衛星 を利

用 して放送サー ビスを行お うとす る者(委 託放送事業者)が 、衛星の管

理運営者に放送番組の送信 を委託 し、そのまま放送 させ る とい う新 しい

制度が元年6月 に導入された。

郵政省 では、放送実施のための準備 を進めて きたが、2年9月 、音声

放送 に関す る技術基準 の整備 を行 うとともに、放送普及基本計画 におい

て、通信衛星による音声放送が行 える番組の 目標数 を18と 定め、放送用

周波数割当計画 において3チ ャネルの割 当て を行 った。 しか し、2年12

月にスーパーバー ドAが 故 障 し、宇宙通信㈱ の受託放送役務 の提供 が不

可能 となったこ とか ら、3年2月 に放送用周波数割当計画 を2チ ャネル

に変更 した。 また、2月 には4社12番 組に対 して委託放送業務 の認定 を

行 った。本年末には音声放送サー ビスの開始が予定されている。

また、 テレビジ ョン放送 についても、技術 基準等の整備 を進めている
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ところである。

(3)テ レビジ ョン ・ファクシ ミリ多重放送

テレビジ ョン ・ファクシ ミリ多重放送 は、テレビジ ョン放送の電波に

重畳 して文字、図形、写真等の情報 を伝送 し、受信側では主 としてハー

ドコピー として表示する二み一 メディアである。 いままでの放送メディ

アにはない記録1生、保存性 な どの新 しいメディア特性 を生か して、多様

な情報 ニーズにこたえてい くこ とが期待 されている。

テレビジョン ・ファクシ ミリ多重放送 については、元年2月 に電気通

信技術審議会、2年12月 には電波監理審議会 の答 申が出された。 これに

基づ き、3年1月 には、必要 な省令、告示の整備が図 られた。

テレビジョン ・ファクシ ミリ多重放送 については、その円滑な実用化

を図るために、2年9月 、放送事業者、情報提供者、製造業者、広報業

者等か らなる 「ファクシ ミリ放送実用化推進協議会」が設置され、放送

メディアにふさわ しいシステムの研究、番組の研究、実用化実験、広報

活動等への取 り組みが行 われている。

B21世 紀に向けての郵便事業の展開

(1)郵 便局の土地の高度利用

郵便局については、その土地の有効利用に努めてきた ところであるが、

集配事務 を取 り扱 う郵便局 など、市街地の中心にあ りなが ら比較的低層

に とどまっているものが多い。このため、「郵便事業運営基盤の整備 に関

する調査研究会」 を開催 し、2年10月 には、郵便局の土地の高度利用 を

積極的に推進すべ.きである との報告を得た。

これ をも踏 まえ、簡易保険福祉事業団に、郵便局の用に供する土地に

郵便局の庁舎 と一棟 を成す建物で事務所、会議場等の施設の用に供する

もの を建設 し、及び管理す る業務 を行わせ るこ とに より当該土地の高度
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利用 を図るとともに、その業務 を通 じて、郵政事業の経営基盤 の強化 に

資す るこ とがで きるよう所要の法的措置を講 じることとし、3年4月 ・

「郵便局 の用 に供す る土地 の高度利用 のための簡易保 険福祉事業団の業

務の特例等に関す る法律」が成立 した。

(2)郵 便局 の窓 ロサー ビスの多様化

地域 に密着 した国の行政機関である郵便局の窓口を活用 し、サー ビス

を多様化 して、地域住民の利便 の向上 に資す るため、2年 度 においては、

「郵便局 の窓 ロサー ビスの在 り方に関す る調査研究会」を開催 して、幅広

い視点から検討 を行った。

これをも踏 まえ、3年 度以降、市町村に よっては、郵便局 の窓 口に市

町村が設置 したファクシ ミリを住民が利用 して住民票 の写 しの交付 を請

求す るとい う方法による取 扱いの開始が予定 されている。

また、前年度に引き続 き 「郵便局 の窓 ロサー ビスの多様化 ・高度 化に

関する調査研究」 を行 う予定 である。

なお、住民票の写 し等の郵送サー ビスは、郵便局窓 ロに専用の申込用

紙 ・封筒(往 信 ・返信)を 用意 してお き、郵送に よる住民票の写 し等の

請求 ・交付 を行 うことに より、住 民の利便向上 を図るサー ビスであるが、

昭和62年4月 、千葉県佐倉市 において開始 されて以来、地域住民の好評

を得 てお り、市町村 との連携の下 に他の市町村へ も拡大 して きている(2

年度末現在、約600市 町村、約5,000局 で実施)。

(3)愛 の ある郵政行政の一環 としての郵便サー ビスの充実

郵政省では、「人 と人 との心の触れ合 い」 を大切に し、「人の持つ温か

さ」を実感 で きる施策 を展開す るとの観点か ら、2年 度 において 「愛の

ある郵政行政」 を推進 した。

郵便事業 としては、愛のある郵便サー ビスの充実に よる高齢者等の福

祉の増進に寄与す る施策に取 り組んでお り、3年 度は、郵便配達時にお
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ける高齢者へ の励 ましの声かけ、点字が読め る職貝の養成、お年寄 りあ

ての郵便葉書 「はあ とめ一 る」 の発行、社会福祉の増進を寄附目的 とす

る寄附金付郵便切手の発行 などを推進 してい く。

(4)急 増する郵便物への対応

大都市及びその周辺地域に所在する郵便局にっいては、人 口の集中等

に伴 ない、郵便物が著 しく増加 している。 このため、2年 度においては

大都市圏の郵便局 を中心 として定員の増員、非常勤職員の増強、部外委

託の拡大、機械化の推進等郵便事業運営基盤の整備 に努め、業務の正常

運行 を確保 した。この結果、小包 ・年賀郵便物の史上最 高の引受物数 を

記録 した2年 度年末年始においては、一深刻な労働 力不 足の中、一部宅配

便におけ る料金値上げや荷物の引受けを断 るケースがあったにもかかわ

らず業務 を的確に処理 し、利用者の信頼 にこたえた。

今後 とも、引 き続 き各種効率化施策 を実施す るとともに、要員の確保
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及び局舎施設の整備 ・充実 を図 り、正常 な業務運行の推進に努めてい く。

(5)3年 度税制改正.

ア 郵便局の用 に供する土地の高度利用関係

郵便局の用に供す る土地の高度利用業務 を新 たに追加 して行 う簡易保

険福祉事業団に対す る、事業税及び事業所税の非課税措置の継続が認め

られた。

イ 地価税関係

一定の郵便局舎の用に供す る土地及び郵便物の運送等の事業に直接必

要 な施設又は設備 の用に供す る土地が、地価税の非課税範 囲 とされた。

(6)郵 便事業調査研究国際 コースの実施

近年、国際化の進展に伴い、郵便分野において も国際協力推進の必要

性が高まってきてお り、2年 度 には、開発途上国の将来有望 な郵便関係

職員10名 を招 いて、「第1回 郵便事業調査研究国際 コー ス」を開催 し、9

か月間の研修 を実施 した。今後 とも我が国 としては、各国の郵政庁 に とっ

て重要な課題 である人材育成に積極的に協力することに よって、それぞ

れの国の郵便事業の改善 ・発展に資す る方針 である。

(7)目 の不 自由な方のための郵便葉書の発 売

目の不 自由な方が 自分で点字 ワープ ロにセ ッ トで きるように、上下 ・

表裏が分か る郵便葉書 を発行 して欲 しい とい う要望にこたえ、表面左下

部の一部に くぼみをつけた新 しい郵便葉書 を2年11月 か ら発行 した。

(8)大 都市型簡易郵便局(シ テ ィ ・ポス ト)の 業務開始

大都市における郵便局不足を解消 し、郵政事業サー ビスの一層の普及

と地域社会 の振興 を図るため、2年 度において簡易郵便局法の一部 を改

正 し、大都市において も簡易郵便局を設置できることとした。

この大都市型簡易郵便局(シ ティ ・ポス ト)は 、2年 度に東 京都 に5

局、横浜市 に1局 、名古屋市に2局 及び大阪市に2局 の計10局 設置 し、
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口ロロロロ

目の不自由な方のための葉書

百貨店、旅行代理店などに委託 して業務 を開始 した。

今後 とも、窓口事務量の著 しく多い大都市中心部の無集配特定郵便局

のうち、特 に混雑が激 しく、緊急に対策 を講ず る必要のある局の周辺に

大都市型簡易郵便局 を増置 し、大都市 における郵政窓 ロサー ビスに対す

る需要にこたえてい く方針 である。

(9)ふ るさと情報提供サ ービスの実施

郵便局 と市町村等 とが連携 をとりつつ、ふるさとを離れて生活す る人

などに、ふるさとのニュー ス、伝統工芸 ・郷土料理等の情報 を盛 り込ん

だ情報誌 を郵便 を利用 して定期的に提供す るふ るさと情報提供サー ビス

を3年 度か ら実施す る。
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7技 術開発の推進

(1)電 気通信分野 における研究開発の推進

ア21世 紀 を展望 した情報通信技術開発 に関す る基本方策につ いて

郵政省では、2年3月 に電気通信技術審議会 に対 して 「21世紀 を展望

した情報通信技術開発 に関する基本方策について」の諮問(諮 問第47号)

を行 った。

電気通信網は、現在 のISDNが1990年 代後半に広帯域ISDNに 変

遷 し、 さらに、21世 紀 にはAI技 術 ・自動翻訳 などの知的処理 と電気通

信が高度 に融合 した総合知的通信網(UICN)へ と発展す ることが期

待 されでい る(第1-4-6図 参照)。

現在、電気通信 技術審議会では、UICNの イメー ジを明 らかにする

とともに、その実現に必要 な研究開発課題 の設定、UICNに 至 る技術

開発シナ リオ、技術開発に よる国際協力の在 り方や、産 ・学 ・官の連携

方策などの情報通信技術開発政策などにつ いての検討 を行 っている。

イ 電気通信 フロンティア研究開発の推進

現 在
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郵政省では、21世 紀における多様 なニーズに対応 しうる高度 な情報通

信サー ビス を提供す るため、通信総合研究所 を中心 に産 ・学 ・官の連携

により、「電気通信 フロンティア研究開発」として従来の電気通信技術の

分野に とらわれない幅広 い分野にわたる基礎 的 ・先端的研究開発 を推進

している。

2年 度は、「超 高速通信技術」、「バ イオ・知的通信技術」、「高機能ネ ッ

トワー ク技術」の3分 野で6研 究開発課題 を実施 している。

また、2年 度には、基礎 的 ・先端的研究開発の補完 ・充実 等を目的 と

した 「電気通信 フロンティア研究公募」 を開始 した。さらに、元年度に

引 き続 き、「超高速通信技術」をテーマ とする 「電気通信 フロンティア研

究国際フォーラム」 を10月 に開催 するとともに、外国人研究者 を通信総

合研究所へ招へいす るなど、引き続き国際共同研究 を推進 している。

(2)lSDN構 築の推進

アISDN新 技術 開発の推進

ISDNシ ステムにつ いての利用者側 と提供者側の情報交換、利用者

ニーズに立脚 したISDN新 技術の開発などのために、2年2月 より「I

SDN新 技術開発協議会」が設けられている。協議会 には、学識経験者、

民間企業及び地方公共団体等か ら119会 員(2年10月1日 現在)が 参加 し、

情報提供 ・情報交流、調査 ・研究及び周知 ・啓発 を行 っている。 また、

将来のISDNと 社会 ・経済活動のかかわ りを明らかに しつつ、実際の

企業な どへの導入 を考慮 した検討や、一般家庭への普及 を考慮 して端末

アプ リケー ションの検討 が進め られてい る。

イ 広帯域ISDN構 築の推進

高速・大容量データ通信、映像通信、マルチメディア通信 等、高度化・

多様化す る情報通信ニーズに的確に対応できる次世代の電気通信網 とし

て広帯域ISDNの 早期構築 が期待 されてい る。
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郵政省では広 帯域ISDNに 関する内外の動 きを体系的 に把握 し、今

後の開発及 び導入の促進に関 して検討を行 うため、「広帯域ISDNに 関

す る調査研究会」を2年10月 よ り開催 してい る。

ウ 国際的ISDN共 同研究の推進

近年、アジア諸国におけ るISDNに 対す る取組が推進 されつつあ り、

我が国に対す る技術協力の期待 も高 まりつつ ある。

このような背景か ら、 日本及びアジアの関係諸国の産 ・学 ・官の各機

関が参加 し、昭和63年4月 に「ISDN国 際共 同研 究会」が設立 された。

研究会の参加国は、日本、イン ドネシア、韓 国、マレイシア、 フィリピ

ン、 シンガポー ル及びタイの7か 国であ り、中国がオブザーバー として

参加 している。 また、参加機関等 は合計66と なっている。

研究会の活動状況 としては、「ISDN基 盤技術」、「ISDN標 準化に

関す る相互理解」、「企業通信の現状 と将来」、「ISDN利 用モデル」等

のテーマについて2つ のワー キング ・グループで検討が行 われている。

研究会の活動期間 としては、5年3月 までが予定されている。

(3)標 準化政策の推進

ア 電気通信 の標準化 に関す る基本方策の策定

電気通信の高度化 、多様化が進展 しているが、不特定 多数 のユーザ間

で任意に支障な く通信するため には、端末及びシステム相互間の通信方

式等において標準化 が不可欠である。

複雑化、高度化する電気通信分野の状況 を反映 して、増大す る標準化

作業に対す る効率的 な体制、時宜 を得 た迅速な標準制定、ガ イ ドライン

の明示等が求め られてい る。 これに対処す るため郵政省 では電気通信技

術審議会に対 して 「高度清報社会 を展望 した電気通信の標準化 に関す る

基本方策 につ いて」 の諮問 を行 った。

電気通信技術審議会では、 これを受 けて標準化政策部会 を設置 し、調
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査、審議 を重ね、3年3月 に一部答 申がまとめ られた。その概要は次の

通 りである。

①ITU(国 際電気通信連合)の 標準化活動において も、有線 と無線

が一体 となった新たな標準化機関の設立に向けて動 きつつあ り、これ

への積極的 な対応。

②ITUの 標準化機能の強化のため、参加機関の拡大 を図る とともに、

国内標準化機 関などの国際標準化活動への積極 的な寄与 を図る。

③ 相互接続試験を実施 してい るHATS推 進会議(高 度通信 システム

相互接続推進会議)に ついて、体制の強化 を図 る。

④ 重要度、適切 な標準制定 ・改定時期、標準化に当たっての留意点等

を取 りまとめた標準化ガ イ ドラインに基づ き、総合的な標準化計画 を

策定 ・推進。

⑤ 「広帯域ISDN」 、「パー ソナル通信 ・移動体通信網」、「プライベー

トネ ッ トワー ク(私 設網)」、「インテ リジェン トネッ トワー ク」、 「オー

デ ィオビジュアル」及び 「ネ ッ トワー ク管理」の6分 野に重点的に取

り組むこ と。

郵政省では、この答申を受け、今後 の標準化の一層の推進 を図ってい

くこととしてい る。

イ 画像符号化方式の標準化 の促進

テ レビ電話 ・会議 システムについては、従来は異なるシステム間の相

互通信がで きなかったが、元年の国際電信 電話諮問委貝会(CCITT)

の第15研 究委員会(SGXV)の 作業部会 で、異なるシステム間でも相

互通信が可能 な動画像符号化方式の勧告草案が合意 された。

これを受 けて、郵政省ではNTT、KDD、 英国のBTRL、 米国の

AT&T及 び国内メーカの協力 を得て、元年12月 にCCITT勧 告草案

を基に したテレビ電話 ・会議国際標準システムの商用 ネッ トワー クによ
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る相互接続実験 を実施 した。 この実験の成功が契機 とな り、CCITT

において、画像符号化に関 して検討が行 われ、2年12月 に動画像符号化

方式の勧告が完成 した。

今後、本勧告以外に システムアスペ クツ勧告が整備 され、 よ りユーザ

に とって便利 なテレビ電話 ・会議 システムの普及 が進むこ とが期待 され

る。

ウ 広帯域ISDNの 国際標準化

広帯域ISDNに 関する国際標準化は、CCITTの 第18研 究委員会

(SGX皿)に おいて行 われてい る。

2年11月 に開催 されたSGX田1松 山会合においては、広帯域ISDN

の基本的事項 を定めた基本勧告の勧告化手続 きの適用が合意された。

今後は、4年 に詳細勧告が策定 され、7年 頃には広帯域ISDNの サー

ビスが開始 され る予定である。

エ オブジェ ク ト識別子に係 る推奨通信方式の制定

オブジェク ト識別子は、ISDN、 開放型システム間相互接続(OS

I)等 に よる高度 な通信 を行 う際に、端末相互間で、互いに使用す る通

信プロ トコル、通信内容の書式(フ ォーマ ッ ト)等 に関す る情報(オ ブ

ジェ ク ト)を 識別 し、相互接続 を可能 とするために用 いられるものであ

る6国 際的には、CCITT及 びISOに おいて標準化が行 われてお り、

その構成・符号化方式等が既に規定 されている(第1-4-7図 参照)。

国内にお いて も・CCITT勧 告に基づ き、ISOの 動向 を踏 まえつ

っ・郵政省告示第729号(2年12月6日)「 オブジェク ト識別子に係 る推

奨通信方式」を追加 し・併せて登録事務 手続 きの方法等 を定めた郵政省

告示第730号(2年12月6日)「 オブジェク ト識別子の構成要素の指定に

関する規程」 を制定 した。

なお、推奨通信方式については、 これまで、 ファクシ ミリグループ2
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型装置、同3型 装置、同4型 装置、 日本語テレテックス装置、 ミクス ト

モー ド通信 、パー ソナル・コンピュー タ通信装置、 コンピュー タ・コミュ

ニケー ション ・ネ ッ トワー ク及び電子 メール通信について定め られてい

る。

オ 相互接続性確保 のためのHATS推 進会議の推進

昭和60年4月 の電気通信制 度の改革 に伴 う多様 な通信サー ビスの提

供、ISDNサ ー ビスの開始等に より、標準 に基づ いて開発されたシス

テムの相互接続性 ・相互運用性 を確認する必要が生 じている。 これ らを
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検討す ることを目的 として、同年8月 以来、学識経験者、利用者、メー

カ、電気通信事業者、標準化機関、関連団体等の参加に より 「HATS

(HarmonizationofAdvancedTelecommunicationSystems:高 度通

信 システム相互接続)推 進会議」が開催 されている。

HATS推 進会議では、2年 度において、ISDNな どの システム及

びサー ビスについて、標準化か ら相互接続試験の実施 までの今後約3か

年の活動計画が とりまとめ られた。

また、G4フ ァクシ ミリ、電話 ・ター ミナルアダプタ、 メッセー ジ通

信 システム(MHS)、 構 内交換機(PBX)、 アナログテレビ電話につ

いて相互接続試験が進め られ、基本的な相互接続性が確 認されている。

今後 は、LAN(ロ ーカルエ リアネッ トワー ク)間 接続、 コンピュー タ

間通信、デ ジタルテレビ電話 ・会議装 置について も相互接続試験 が行 わ

れることとなっている。

(4)地 球環境問題 に対 す る取組

オゾン層の破壊や地球温暖化 をは じめ とした地球環境問題への対応が

世 界的に喫緊 で重要な課題 となっている。

このため、郵政省 でも、2年 度か ら、オゾンや大気微量ガス成分 を短

波長 ミリ波帯 の電磁波 を用 いて計測す る技術の研究開発 を推進 してい

る。3年 度か らは、 リモー トセンシングや地球環境情報通信ネ ッ トワー

ク等に関する総合的 な検討 をは じめ として、対流圏の水蒸気 と炭酸 ガス

の グローバルモニ タ リングに適 した光領域 のア クティブセ ンサや地球

環境デー タの相互利用等 を促進す る地球環境計測 ・情報 ネッ トワー クに噛

関する研 究開発及 び電波 を上 空に向か って発射 することによ りオゾン層

の破壊 を防止す る電波技術 に関す る開発 を推進 してい くこ ととしてい

る。
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8宇 宙通信 に関 する主 な動 き

(1)21世 紀 に向けた字宙通信政策の確立 につ いて

我が国の長期的 ・総合的 な宇宙通信政策の確立に資す るため、これま

での宇宙通信政策 について全般 的に見直 しを行 い、宇宙 通信 の長期 ビ

ジョンに関す る検討 を行 うことを目的 として、宇宙通信政策懇談会 を開

催 している。2年 度には、①宇宙通信の将来展望 、②宇宙通信 の利用促

進方策、③宇宙通信 に関す る今後の研究開発の在 り方等 を検討事項 とし

て きたが、2年12月 に発生 した通信衛星スーパーバー ドAの 姿勢制御系

の不具合 によるサー ビス中止 という事態 を踏 まえ、新 たに④衛星通信の

信頼性向上方策についての総合的検討 も行われている。

(2)宇 宙通信技術開発の推進

ア 通信放送技術衛星の開発

通信放送技術衛星(COMETS)は 、高度移動体衛星通信技術、高

度衛星放送技術、衛星間通信技術、大型静止衛星の高性能化技術等の開

発及びその実験 ・実証 を行 うことを目的 とする衛星 である。8年 度に静

止軌道に打ち上げることを目標に2年 度か ら開発に着手、主 として以下

の項 目について開発 を行ってい くこととしている。

① 移動体通信の多様化に対応するためのKa/ミ リ波バン ドの中継器

の高出力化、r再生 中継交換機等の高度移動体衛星通信技術の開発

② 更に高品質 な広帯域ハ イビジ ョン放送、ISDB(統 合デ ジタル放

送)等 に対応す るためのKaバ ン ドの高出力中継器、マルチ ビームア

ンテナ等の開発

③ 大容量衛星間通信等に対応す るための大型展開アンテナ技術、衛星

間伝送技術、高精度捕捉追尾技術等 の開発

④2ト ン級静止衛星 に必要 となる電源系や推進系の高効率化技術、姿

勢制御系の高精度化技術等の開発



一152一 第1章 平成2年 情報通信の現況

イ 電波を利用 した宇宙インフラス トラクチャの整備方策に関す る調

査研究

今後、宇宙活動は多岐にわた る様々な分野 で展開されてい くもの と考

えられる。我が国が宇宙活動 を効率 的かつ 自在 に展開 してい くためには、

共通基盤的なシステムである宇宙インフラス トラクチャの整備 を進める

ことが、新 たな長期 的課題 となろうとしている。

このため、郵政省では本格的 な宇宙活動時代 に対応 して、宇宙環境モ

ニタ リングシステムの研究 を行 うこととしている。

我が国では、4年 度に宇宙開発事業団が米国航空宇宙局(NASA)

のスペー スシャ トルを利用 して行 う日米共 同宇 宙実験プロジェ ク トであ

る第1次 材料実験(FMPT)へ の参加 を契機 に して、有人宇宙活動が

本格 的に開始 され る。この ような宇宙活動の安全性の確保 に資す るため

のスペースデブ リ(宇 宙空間に存在す る使用済みの人工衛 星等の不要物

体)の 監視 システム及び太陽か らの放射線やプラズマの状 態を予想す る

天気予報 システム等の整備 方策の検討 を行 った ところであ る。 この よう

な状況 を踏まえて、3年 度から2年 間は、 こうした宇宙環境 モニタ リン

グシステムを実現するために必要 とな る機能、 システムのイメー ジ、国

際協力の進め方等に関 して調査研究 を行 うこととしてい る。

ウETS-V技 術試験衛星 を用いた利用実験

技術試験衛星V型(ETS-V)は 、我が国で初めての550kg級 三軸姿

勢制御方式の静止衛星であ り、昭和62年8月 に打 ち上 げ られ、郵政省通

信総合研 究所を中心 として、移動体衛星通信に関す る基礎技術 を確立す

るための実験に利用 されている。

また、昭和62年12月 か ら、移動体衛星通信 システムの開発 ・利用等 に

関心 を持つ民間企業等に対 して、試験的にETS-Vを 利用 した実験 を

実施す る機会 を提供 するとともに、各機 関が移動体衛星通信 システムを



第4節 情報通信政策の動向 一153一

導入す る際の利 用形態、問題点等について検討することを目的 とした研

究会 を開催 し、実験 を進めている。

この実験 には、2年3月 末現在、19機 関が参加 してお り、実験参加機

関では、へ き地や洋上での医療伝達伝送の可否の検討、衛星を用いて列

車制御 を行 うための実験など、種々な移動体衛星通信実験を実施 してい

る。

工 放送衛星技術の高度化 に関す る調査研究

郵政省では、今後の衛星放送サー ビスに対す る高度化 ・多様化への期

待に応えるため、放送衛星3号 一a(BS-3a)及 び3年 夏期 に打上

げ予定の放送衛星3号 一b(BS-3b)に 搭載 されている広帯域 中継

器(帯 域60MHz、 出力20ワ ッ ト)等 を利用 して、新 しい衛星放送に関連

した技術開発や実証実験等 を行 うための 「BS-3利 用実験」 を予定 し

ている。

この利用実験 は、新 しい衛星放送関連技術の開発 ・利用等に関心を持

つ民間企業等に対 してその技術開発や実証実験 を行 う機会 を提供するも

のである。

(3)衛 星通信利用の促進

VSAT(VerySmallApertureTerminals)衛 星通信 システムは、

従来の衛星通信 システムに比べ、設備の小型化、 コス トの大幅低減が図

られた もので、効率的な企業ネ ットワー クを構築する手段 として開発 さ

れたシステムである。

我が国において も、Kuバ ン ドの トランスポンダを搭載 した民間通信

衛星の打上げによ りシステム構築が始 まった。

VSATシ ステムの普及促進のため、郵政省では2年11月 か ら3年3

月まで 「効率的な企業ネ ッ トワー クとしてのVSATシ ステムの利用方

策に関する調査研究会」を開催 し、 また、「VSAT衛 星通信 システム普
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及促進協議会」の活動を支援す るなど、各種 の支援策 を講 じてきた。今

後 も、技術基準の見直 し等、免許手続 きの一層の簡素化 を図 るな どの普

及促進策 を展開することとしている。

また、衛星通信利用の促進 に資す るため、2年6月 か ら3年3月 まで・

「金融情報通信 ネッ トワー ク懇談会」を開催 したほか、 レジャー分野にお

ける衛星通信利用促進のための方策 を検討す ることを目的 として、2年

12月 か ら 「サテ ライ トネッ トワー クと余暇情報に関す る懇談会」 を開催

している。

9通 信 に関する国際分野の動き ・

(1)国 際会議等 における動 き

アITUハ イレベル委員会 の開催

1989年 のITU(国 際電気通信連合)の 全権委貝会議にお いて、IT

Uの 組織及び機能の見直 しを行 うことが決議 された。 この見直 しに関す

る詳細検討のために 「ハイレベ ル委員会」が設置 された。 同委員会 は我

が国の委員1名 を含む21名 の委員により構成され、スイスのジュネーヴ

において会合が開催 された。検討結果については1991年6月 の管理理事

会において最終報告が行われる予定であ り、国際電気通信分野 における

国際機関活動の基盤強化 に直接つなが ると考え られ るこ とか ら、極 めて

重要な会議 として注 目され る。

イCCIR第17回 総会の開催

CCIR(国 際無線通信諮問委員会)第17回 総会が、1990年5月 旧西

独 のデュッセル ドルフにおいて開催 され、ハ イビジ ョン(HDTV)等

186件 の勧告が採択 され、勧告採択手続 きの改正(郵 便投票の採用)、 研

究委員会(SG)の 再編成 等が決定 された。

ハ イビジ ョンに関す る勧告 については、番組制作規格 に関す る27項 目
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のほか、ハ イビジョン画像 とフ ィルム間の変換に関す る勧告等が採択 さ

れたが、国際的 な実用化の環境整備が行われた意義は大 きい もの と考 え

られ る。

ウ インテルサ ッ ト締約国総会の開催

インテルサ ッ ト(国 際電気通信衛星機構)第16回 通常締約国総会が、

1990年10月 ポル トガルの リスボンにおいて開催 された。

今回の総会 では、非インテルサ ッ ト系衛星通信 システムの認定手続 き

の簡素化について審議が行 われた。その結果、公衆網に接続 されない専

用線型の非 インテルサ ット系 システムについては、36MHz換 算の トラ

ンスポンダ数が30本 以下の ものに限 り、 インテルサ ットの事前認定 を必

要 としないこととなった。

なぢ、同措置については2年 後のインテルサッ ト締約国総会において

再度見直 しをす ることとなってい る。

21ST耐TELSATM匪TINGOFSIGNA了ORIES
APRIL15-191991Kn薩F

ノ 昏

/
ヤ7

インテ ルサ ット署 名 当 事 者 総 会 第21回 会 合(1991.4.15～18、 会 場 。神 戸)
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工'国 際VANに 関す る各国協議の開催

国際VANに 関す る日米協議が、1990年7月 末 に行 われ、①サ ービス

範囲の拡大、②国際特別 第二種電気通信事業者の登録手続等、行政手続

の簡素化 と透明性 の確保、③約款外役務 回線の付加料金の撤廃及び国際

VAN事 業者の社 内通信の利用の実現、④関連企業内通信制度の創設、

⑤国際専用線の 日米両国における公衆電話網 との接続について決定 され

た。

日米協議 の結果決定 された行政手続の簡素化等については、その他の

国に対 して も同様に取 り扱われることとなるが、①サービス範囲及び⑤

公衆電話網 との接続にっ いては、CCITTの 枠組みや相手国の国内法

制度 との整合性 を保つ必要があることか ら、原則 として二国間の合意が

必要 となってい る。

ただ し、①サービス範囲が 日米協議の範囲内であ るこ と、② 第三国に

おいて国際VANサ ー ビスの提供が禁止 されていないこ と、③ 第三国も

二国間の協議 を必要 としていないこと、とい う3つ の条件 を満たす ことが

確認された場合 に1む 事前の二国間合意を前提 とせずに当該第耳国 との

国際VANサ ー ビスを開始できることとし、国際VANサ ー ビスの提供

地域の拡大 についても決定がなされてお り、 また、第一種 電気通信 事業

者 と第二種電気通信事業者間の公正競争を確保す るため会 計規則の見直

し等の方策 を検討す るという決定がなされている。

また寸1990年 度 においては、 カナダ(10月30日)、 ドイツ(12月14日)

及びフランス(2月1日)の 各国 との間で合意が整い、新 たな国際VA

N実 現の運びとな?蝉 か・酪 ㌣ ガポールなどの各国との間で現

在調整が進められで溶る状況である。

なお、 日英間たつピ「て は、11月 に従来の合意(1988年5月)の 見直 し

について協議 され、 日米協議の内容 と同様にサー ビス範 囲の拡 大につい
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て決定 された。

(2)ア ジア ・太平洋地域における動 き

アAPPUの 動 き

APPU(ア ジア ・太平洋郵便連合)第6回 大会 議が、1990年11月

ニュー ・ジー ラン ドのロ トルアにおいて開催 された。

今回の大会議 においては、APPUの 条約類の改正、EMS(国 際 ビ

ジネス郵便)業 務 の拡大策、郵便物追跡システムの導入促進など、アジ

ア ・太平洋域内の郵便業務改善 ・発展策及び技術協力上の諸問題等が討

議 された。特に、1989年 の第20回 万国郵便連合大会議 において決定 され

たワシン トン ・ジェネ ラル ・ア クション ・プ ラン(郵 便サービスの品質

向上及び郵便事業の発展のため にUPU及 び加盟 国が優先的に行 う活動

計画)にAPPUと して どう取 り組むかに関す るシンポジウムが開催 さ

れた。

イAPTの 動 き

APT(ア ジア ・太平洋電気通信共同体)で は、1990年11月 に北京に

おいて第5回 総会及び第14回 管理委貝会が開催 された。また、1991年2、

3月 には郵政省 との共催による「アジア移動通信高度化東京フォー ラム」

が東京で、 同3月 にはア ジア開発銀行 との共催による 「情報化時代セ ミ

ナー」がバ ンコクで開催 された。

ウAPECの 動 き

APEC(ア ジア ・太平洋経済協力閣僚会議)は 、アジア ・太平洋地

域の経済面 での協議 と協力の在 り方についての討議の場 として1989年11

月以来開催 されているものであ る。

1990年5月 の高級事務 レベル会合において電気通信が協 力プロジェク

トとして採択されたのを受け、7月 には第1回 電気通信専 門家会合がシ

ンガポールで、1991年1月 には第2回 会合が クアラルンプー ルで開催 さ
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ご

れ、今後の具体 的協力プロジェ ク トとして、「人材育成」、「域 内ネ ッ トワー

クの構築 と協力(テ レポー ト及びEDI)」 等が取 り上げ られ た。

我が国はニュー ・ジー ラン ドとともに 「域 内ネ ッ トワー クの構築 と協

力」 についての取 りま とめ 国 となっている。

(3)国 際情勢の変化への対応等

ア 東欧諸 国の電気通信 の現状 、

2年10月3日 の東西 ドイツ統一に象徴 され る、東西間の急激 な変化は

続いてお り、東 欧各国は民主化 ・自由化 による経済の再建や 市場経済の

導入 に努めてい る。 しか し、 これまでの社会主義体制下 で電気通信への

投資は不十分 であ り、設備の老朽化、電話の積滞等市場経済 を支 えるべ

き情報通信基盤は極めて脆弱で、 その整備 ・強化 は緊急かつ重要な課題

となって いる。

このような状況で、東欧諸国は、電気通信網 の早急な整備 のため、事

業体 を国営か ら公社、さ らには民営 とす ること、 また、 ネッ トワー クの

一部 に合弁等による外資導入を認め ることを検討 している
。

我が国は、この ような東欧諸国の努力に積極的に協力 してい くことが

期待 されてお り、特に、事業体 の民営化や電気通信市場への競争導入の

経験 を生か し、政策面、経営面等で、東欧諸国の電気通信市場の構造転

換 に大いに貢献 しうると考 えられる。

イ 共産 圏 との国際通信回線 の開設等

(ア)北 朝鮮 との直通衛星回線の開設

1990年12月11日 には北朝鮮 との直通衛星 回線 がKDDに よ り開設 さ

れ・従来は短波通信によ り行 われていた国際電話サー ビス(指 名通話の

み)等 に加 え、国際電話(番 号通話)、 国際 自動テレックス、 国際専用 回

線等のサー ビスが利用 できると ととなった。

(イ)ソ 連 との国際通信 回線の増設
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KDDと ソ連郵電省 は、1991年1月 か らモスクワにおいて会合 を開催

し、①国際電話 回線の増設及び新設(3年 末 までに、東京～モス クワ間

等において、現在の27回 線か ら65回 線に増設す るほか、 レニングラー ド

との間に1回 線 を新設 し、合 計66回 線に よ り運用 を予定す る。)、②新サー

ビスの取扱 開始(1991年 末 までに、国際高速デジタル専用回線(ハ イ ・

ビッ トリン ク)サ ー ビス等を開始す る。)等 について合意 した。

ウ 湾岸危機対策の実施

1990年8月2日 に勃発 した湾岸危機は、 その後戦争状態 とな り、1991

年2月28日 午前0時 の戦闘停止に より収束 したが、開戦前に解放 された

とは言え、多数の民間人が人質に取 られるとい う状況であった。

郵政省では、 この非常時において多数の中東地域の在留邦人に対す る

迅速かつ正確 な情報の提供のため、我が国 と湾岸諸国 との間の国際通信

等の確保 に努めた。 この他、①湾岸危機 に関す る我が国の政府見解、外

交活動並びに中東支援策、②事態の進展及び退避方法等、邦人保護のた

めの重要情報 といった事項 について湾岸地域 向けに放送 を行 うこ とをN

HKに 対 して要請 した。これに伴いNHKで は、国際放送の強化 に努め、

1990年8月3日 以降は従来のガボン中継局か ら、1991年1月1日 か らは

新設のス リ ・ランカ中継局 か らの放送 も合わせ、1日 延べ23.5時 間 と通

常の3倍 強の放送 を実施す るとともに、家族か らのメッセージ及び中東

関連ニュースを冒頭に放送するな どの対応 を行 った。

この他郵政省 では、湾岸諸国の難民救済事業の費用に充てることを目

的 とした 日本赤十字社 あての寄 附金の郵便振替料金 を免除 し、 さらに、

資金面での協力策 として、1990年 用及び1991年 用寄附金付年賀葉書の寄

附金 を、 日本赤十字社及び勧 日本ユニセフ協会あてに配分(総 額約2億

円)す るなど、 多方面にわたる対応を行 った。
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(4)国 際協力の推進

ア ア ジア ・次世代電気通信網協力の推進

電気通信分野 における最近の技術革新はめ ざましく、ISDN、 高度

な移動体通信、 テレポー ト、国際VAN、 光 ファイバ等の新 しい技術や

サー ビスが次々 に実用化 されてきている。

郵政省では、電話等の基盤的な電気通信網の整備 に合 わせ、 こうした

新 しい技術や サー ビスの円滑 な導入 ・普及 を図 ることが、 アジア地域の

社会経済の適切 な発展のためには極めて重要 である とい う観点か ら、ア

ジアにおける次世代電気通信網拡充の一環 として、2年 度においてはア

ジア諸国の参加 を得て、「光海底ケーブル国際セ ミナー」及 び 「アジア移

動通信高度化東京フォーラム(APTと 共催)」を実施 した ところである。

イ テレポー トシステム推進への協力

開発途上国では全国的 な電信電話網の整備 が遅れてお り、社会経済開

発上重要 な特定の地域 において、電気通信設備 を整備 した「テレポー ト」

の建 設が注 目されている。

郵政省においては、「開発途上国におけるテレポー トシステムに関す る

調査研究」を進める一方、APECの 場 における検討、PECC(太 平

洋経済協力会議)日 本委員会の運輸 ・通信 ・観光小委員会において2年

11月 に設置され たプロジェ ク トチーム(「 トリプルTポ ー ト(テ レポー

ト)」)へ の参加等により、積極的に協力 している ところである。


